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（別表第１）

（共通）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

共　　通 共通
1

所掌事務についての政策又は方針の決定、変更に関する文書のうち特に
重要なもの

大臣
関係局部課
官房企画課

2
所掌事務についての政策又は方針の決定、変更に関する文書のうち重要
なもの

副大臣
関係局部課
官房企画課

3
所掌事務についての政策又は方針の決定、変更に関する文書（特に重要
なもの、重要なもの、軽微なものを除く。）

局長 関係局部課

複数局にわた
る場合は、官
房企画課に
合議するこ

と。

4
所掌事務についての政策又は方針の決定、変更に関する文書のうち軽微
なもの

課長 関係局部課

5 法律案、政令案その他閣議提出案件等（次号に掲げるものを除く。） 大臣 関係局部課 大臣

6
国会法（昭和２２年法律第７９号）第７５条第２項の規定に基づく答弁の一
部の作成に関する文書及び答弁の延期に関する文書

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

7 省令の制定、改廃のうち重要なもの 大臣 関係局部課 大臣

8 省令の制定、改廃（軽微なものに限る。） 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

9 告示の制定、改廃のうち重要なもの 大臣 関係局部課 大臣

10 告示の制定、改廃（重要なもの及び軽微なものを除く。） 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

11 告示の制定、改廃（軽微なものに限る。） 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

12 公示の制定、改廃 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

13 訓令の制定、改廃のうち特に重要なもの 大臣 関係局部課 大臣
14 訓令の制定、改廃のうち重要なもの 副大臣 関係局部課 大臣

15 訓令の制定、改廃のうち軽微なもの 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

16 通達の制定、改廃のうち特に重要なもの 副大臣 関係局部課 副大臣
17 通達の制定、改廃のうち重要なもの 局長 関係局部課 局長
18 通達の制定、改廃のうち軽微なもの 課長 関係局部課 課長
19 総務省所管の法令の解釈及び運用に関する文書のうち特に重要なもの 大臣 関係局部課 大臣
20 総務省所管の法令の解釈及び運用に関する文書のうち重要なもの 事務次官 関係局部課 大臣

21 総務省所管の法令の解釈及び運用に関する文書のうち軽微なもの 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

22 副大臣会議提出案件 副大臣 関係局部課 副大臣
23 大臣の命により、副大臣に委任された事項 副大臣 関係局部課 副大臣

24 官報の正誤原稿の作成に関する文書
官房総務課

長
官房総務課

長

主管課におい
て起案するこ

と。
25 内閣総理大臣の祝辞等に関する文書 局長 関係局部課 大臣
26 審議会等への諮問のうち特に重要なもの 大臣 関係局部課 大臣
27 審議会等への諮問のうち重要なもの 事務次官 関係局部課 大臣

28 審議会等への諮問のうち軽微なもの 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

29
審議会の分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員の指名に関す
る文書

局長等 大臣

30
特例民法法人の定款の変更認可に関する文書（目的又は事業に実質的
な変更が生じるものに限る。）

副大臣 関係局部課 大臣

31
特例民法法人の定款の変更認可に関する文書（前号に掲げるものを除
く。）

局長 関係局部課 大臣

32 特例民法法人の事業計画書及び収支予算書の受理に関する文書 課長 関係局部課 供覧

33
特例民法法人からの報告、届出等の受理に関する文書（前号に掲げるも
のを除く。）

課長 関係局部課 供覧

34 特例民法法人に対する立入検査の通知に関する文書 局長 関係部局課 局長

35 特例民法法人に対する立入検査の結果の報告に関する文書 局長
関係局部課
官房総務課

供覧

36
特例財団法人の基本財産の処分の承認、吸収合併契約の承認に関する
手続の承認又は最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可に関す
る文書

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

37 特例民法法人の残余財産の処分の許可に関する文書 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

38
特例民法法人の合併の認可に関する文書（目的又は事業に実質的な変
更が生じるものに限る。）

副大臣 関係部局課 大臣

39 特例民法法人の合併の認可に関する文書（前号に掲げるものを除く。） 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

40
前10号に掲げるもののほか、特例民法法人の定款において主務官庁の
認可、承認等を要するとされているものに関する文書

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

41
特例民法法人の合併手続における、合併前旧主務官庁としての意見の添
付及び合併後旧主務官庁への申請書の送付に関する文書

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

42 特例民法法人に対する監督上の命令の発出に関する文書 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

43 特例民法法人に対する措置命令の発出に関する文書 副大臣 関係部局課 大臣
44 特例民法法人に対する解散命令の発出に関する文書 大臣 関係部局課 大臣

45 特例民法法人に対する前３号に掲げる命令の手続に関する文書 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

46
行政庁からの意見聴取、協力依頼等に対する意見等の発出に関する文
書

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

47 特例民法法人の解散の登記の嘱託に関する文書 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

48 特例民法法人に対する過料処分を求めるための手続に関する文書 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

49
公益信託に関する許可、選解任、命令又は報告等の求めに係る文書（次
号に掲げるものを除く。）

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

50 公益信託に関する許可に係る文書のうち軽微なもの 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

決裁処理番号
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51 公益信託からの報告の受理に関する文書（次号に掲げるものを除く。） 課長
関係局部課
官房総務課

供覧

52 公益信託からの事業計画書及び収支予算書の報告の受理に関する文書 課長 関係局部課 供覧

53 特定公益増進法人の証明に関する文書 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

54 特定保険業の認可に関する文書 事務次官 関係部局課 大臣

55
認可特定保険業者による子会社の保有及び他業の実施の承認並びに認
可特定保険業者の合併（目的又は事業に実質的な変更が生じるものに限
る。）の認可に関する文書

事務次官 関係部局課 大臣

56
認可特定保険業者の解散等及び合併（前号に掲げるものを除く。）の認可
に関する文書

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

57
前３号に掲げるもののほか、特定保険業に関する認可、承認及び許可に
関する文書

局長 関係局部課 大臣

58
認可特定保険業者及び保険契約管理業者に対する立入検査に関する文
書

局長 関係局部課 大臣

59 認可特定保険業者及び保険契約管理業者に対する命令に関する文書 副大臣 関係部局課 大臣

60 保険業法及び保険業法改正法並びに関係政省令に基づく届出等 局長
関係局部課
官房総務課

供覧

61 中小企業等協同組合の設立認可 局長 大臣
62 中小企業等協同組合の定款の変更認可 局長 大臣
63 中小企業等協同組合に関する報告及び検査 課長 大臣
64 中小企業等協同組合に対する措置命令 局長 大臣
65 調査研究会等の開催に関する文書のうち特に重要なもの 大臣 関係局部課 大臣

66 調査研究会等の開催に関する文書のうち重要なもの 局長
関係局部課
官房総務課

局長
新規開催の
み官房総務
課に合議

67 調査研究会等の開催に関する文書のうち軽微なもの 課長
関係局部課
官房総務課

課長
新規開催の
み官房総務
課に合議

68 調査研究会等への出席に関する文書のうち特に重要なもの 大臣 関係局部課 大臣
69 調査研究会等への出席に関する文書のうち重要なもの 局長 関係局部課 局長
70 調査研究会等への出席に関する文書のうち軽微なもの 課長 関係局部課 課長
71 外国の政府行政官等招へいに関する文書のうち特に重要なもの 大臣 官房会計課 大臣
72 外国の政府行政官等招へいに関する文書のうち重要なもの 局長 官房会計課 局長
73 外国の政府行政官等招へいに関する文書のうち軽微なもの 課長 官房会計課 課長

74 総務省後援名義に関する文書（初回の承認のときに限る。） 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

75 総務省後援名義に関する文書（前号に掲げるものを除く。） 局長 関係局部課 大臣
76 部局等の後援名義等に関する文書 局長等・課長 関係局部課 局長等・課長

77
主管の事務に関し、重要なもの又は成例ないものについての処理に関す
る文書

局長 関係局部課 局長

78
主管の事務に関し、軽微なもの又は成例あるものについての処理に関す
る文書

課長 関係局部課 課長

79 行政手続法（平成５年法律第８８号）に基づく聴聞に関する文書 局長 関係局部課 大臣

80
行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく不服申立てに関する
文書（第２５条の執行停止並びに第４５条第２項及び第３項、第４６条並び
に第４７条の裁決に関する文書のうち重要なもの。）

副大臣 関係局部課 大臣

81
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する文書（第４３条第１項の諮問
に関する文書のうち重要なもの。）

事務次官 関係局部課 大臣

82
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する文書（第２５条の執行停止、
第４３条第１項の諮問並びに第４５条第２項及び第３項、第４６条並びに第
４７条の裁決に関する文書のうち軽微なもの。）

局長 関係局部課 大臣

83
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する文書（前３号に掲げるものを
除く。）

局長 関係局部課 大臣

84
行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）又は民事訴訟法（平成８年法
律第１０９号）に基づく訴訟に関する文書

局長 関係局部課 大臣

85 民事訴訟法第１８６条に基づく裁判所の調査嘱託に関する文書 課長 関係局部課 課長
86 刑事訴訟法第１９７条第２項等に基づく捜査機関からの照会に関する文書 課長 関係局部課 課長

87
弁護士法（昭和２４年法律第２０４号）第２３条の２第２項の規定による弁
護士会の報告請求（照会）に関する文書

課長 関係局部課 課長

88 行政指導に関する文書のうち特に重要なもの 大臣 関係局部課 大臣

89 行政指導に関する文書のうち重要なもの 局長
関係局部課
官房総務課

局長

90 行政指導に関する文書のうち軽微なもの 課長
関係局部課
官房総務課

課長

91 請願（国会に提出されたもの）に関する文書 大臣 関係局部課 大臣
92 国会関係に係る資料要求等に対する回答等のうち重要と認められるもの 局長 局長

 93 国会関係に係る資料要求等に対する回答等のうち軽微なもの 課長 課長
94 非常参集職員の指定に関する文書 課長 課長

95
地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第９９条に基
づく意見書の処理に関すること

課長 課長

96
自治法第２４５条の５、第２４５条の７及び第２４５条の８の規定による是正
の要求等並びに第２５１条の７の規定による訴えの提起

大臣 関係局部課 大臣

97
自治法第２５１条の２及び第２５１条の３の規定による自治紛争処理委員
に対する調停の付議等

大臣 関係局部課 大臣

98
自治法第２５１条の３の２の規定による自治紛争処理委員に対する処理
方策の提示の付議等

大臣 関係局部課 大臣

99
自治法第２５２条の２１の３及び第２５２条の２１の４の規定による指定都
市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等

大臣 関係局部課 大臣

100
法令案に係る覚書及び他省庁所管審議会等の審議に係る当省の意見の
うち特に重要なもの

副大臣 大臣

101
法令案に係る覚書及び他省庁所管審議会等の審議に係る当省の意見の
うち重要なもの

局長 局長

102
法令案に係る覚書及び他省庁所管審議会等の審議に係る当省の意見の
うち軽微なもの

課長 課長

103 法令の規定による証明 課長 大臣

104
一般統計調査に係る統計法（平成１９年法律第５３号）第１９条第１項の規
定に基づく実施の承認申請並びに同法第２１条第１項の規定に基づく変
更の承認申請及び同条第３項の規定に基づく中止の通知に関する文書

局長 大臣 　

105
統計法第２７条の規定に基づく事業所母集団データベースに記録されて
いる情報の提供に係る申出に関する文書

局長 大臣

106
統計法第３２条の規定に基づく調査票情報の二次利用に係る申出に関す
る文書（次号に掲げるものを除く。）

局長 大臣
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107
統計法第３２条の規定に基づく調査票情報の二次利用に係る申出に関す
る文書（調査票情報保管部局内で利用する場合に限る。）

課長 大臣

108
統計法第３３条の規定に基づく調査票情報の提供・報告に係る申出に関
する文書

局長 大臣

109 国際技術協力に関する文書のうち重要なもの 局長 局長
110 国際技術協力に関する文書（軽微なものに限る。） 局総務課長 局総務課長

111

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」という。）
及び個別法（通則法第１条第１項に規定する個別法をいう。以下同じ。）並
びに関係政省令等に基づく認可、承認、任命、設定、指示、届出、指定等
のうち特に重要なもの

大臣 関係局部課 大臣

112
通則法及び個別法並びに関係政省令等に基づく認可、承認、任命、設
定、指示、届出、指定等のうち重要なもの

事務次官 関係局部課 大臣

113
通則法及び個別法並びに関係政省令等に基づく認可、承認、任命、設
定、指示、届出、指定等（特に重要なもの、重要なもの及び軽微なものを
除く。）

局長 関係局部課 大臣

114
通則法及び個別法並びに関係政省令等に基づく認可、承認、任命、設
定、指示、届出、指定等のうち軽微なもの

課長 関係局部課 大臣

115
特定秘密の指定、指定の有効期間の決定、当該特定秘密の取扱いの業
務を行わせる職員の範囲の決定、指定の有効期間の延長及び指定の解
除

大臣 大臣

116
特定秘密の指定の有効期間が通じて30年を超える場合及び超えた場合
における、特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第108号）第4条
第4項による内閣の承認に対する申請

大臣 大臣

117
総務省特定秘密保護規程（平成26年総務省訓令第48号）第39条第2項に
よる廃棄

大臣 大臣

118
特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運
用を図るための基準（平成26年10月14日閣議決定）Ⅴ3(2)ｳ及びⅤ4(2)ｲ
(ｶ)による疎明

大臣 大臣

118-
2

特定秘密の保護に関する法律第５条第４項の適合事業者に特定秘密を
保有させること並びに同法第４条第５項、第６条第１項、第７条第１項、第
８条第１項、第９条、第１０条及び第１８条第４項後段による特定秘密の提
供（特定秘密を保有した適合事業者及び特定秘密の提供を受けた者が特
定秘密をさらに第三者に提供する場合における、当該適合事業者及び当
該特定秘密の提供を受けた者に対する同意を含む。）

局長 大臣

118- 適性評価の実施の承認 局長 大臣
118- 適性評価に対する苦情処理の調査結果及び処理方針の承認 局長 大臣

118-
5

特定秘密の保護に関する法律、特定秘密の保護に関する法律施行令（平
成26年政令第336号）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の
実施に関し統一的な運用を図るための基準及び総務省特定秘密保護規
程に基づく特定秘密の保護に関すること（前7号に掲げるものを除く。）

課長 大臣

119

次に掲げる職員の任免（分限及び懲戒を含む。以下同じ。）及び俸給の決
定に関する文書
①行政職俸給表（一）の官職のうち、主任（係長相当の官職を除く。）
　以下の官職
②行政職俸給表（二）の官職
③医療職俸給表（一）の官職
④医療職俸給表（二）の官職
⑤医療職俸給表（三）の官職

局長等 官房秘書課 大臣

120
大臣以外の者に任命権が委任されている非常勤職員の任免及び俸給の
決定に関する文書

 局長等、地
方支分部局
（四国行政評
価支局を含
む。）の長

官房秘書課
官房会計課

局長等、地方
支分部局（四
国行政評価
支局を含
む。）の長

121 局等の職員（係長以上に限る。）の兼務等の発令依頼に関する文書  局長等 局長等

122
国家公務員法（昭和２２年法律１２０号）第７９条の規定による局等の職員
（係長以上に限る。）に対する休職発令依頼に関する文書

局総務課長 局長等

123
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭
和４５年法律第１１７号）第３条の規定等による局の職員の派遣に係る発
令依頼に関する文書

局総務課長 局長等

124
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第
３条の規定等による局の職員の派遣に関する文書（発令依頼を除く。）

局総務課長 官房秘書課
大臣又は局

長等

125
局等の職員の配置を変更せず臨時に他の事務を担当させることに関する
文書

局長等

126
公用旅券の発給・返納等に関する文書（公用旅券発給請求書のみを発出
する場合を含む。）

課長 大臣

127 海外調査又は職員の外国出張に関する外部への依頼に関する文書 課長  関係局部課 局長等

128
局等の職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の決定
等並びに児童手当、子ども手当の認定に関する文書

官房秘書課
長、地方支分

部局の長

官房長、地方
支分部局の
長

128- 局等の職員の児童手当、子ども手当の支給に関する文書 局総務課長 局長等
129 局等の職員の超過勤務命令簿の作成等に関する文書 課長

130
局等の職員の特殊勤務実績簿、特殊勤務手当整理簿、管理職員特別勤
務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿の作成等に関する文書

局総務課長

131 給与事務担当者の指名に関する文書 局総務課長 局長等
132 局等の職員の退職手当の支給に関する内申に関する文書 局総務課長 局長等

133
指定職俸給表の適用を受ける職員の勤勉手当の額（成績率）に関する文
書

事務次官 官房秘書課

134
局等の職員（指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。）の勤勉手当の額
（成績率）に関する文書

局長等 関係局部課

135
人事院規則９－８の規定に基づく人事院への協議に係る内申に関する文
書

局総務課長 局長等

136 局等の職員（局長等を除く。）に対する訓告、注意に関する文書 局長等  官房秘書課 局長等

137
局等の職員（局長等を除く指定職及び政令職）の勤務時間、休日及び休
暇等に関する文書

局長等 局長等

138
局等の職員（指定職及び政令職を除く。）の勤務時間、休日及び休暇等に
関する文書

課長

各局総務課
（特に必要な

場合に限
る。）

局長等

139

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第１０条第１項
の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の
免除に関する政令（平成２６年政令第２０６号）に基づく職務専念義務の免
除の承認に関する文書

局長等 大臣
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140
局等の職員（係長以上及び人事院規則１７－０による管理職員を除く。）に
対する職員団体への専従許可等に関する文書

局長等 局長等

141
局等の職員（人事院規則１７－０による管理職員を除く。）の短期従事の許
可に関する文書

局長等 局長等

142
独立行政法人の役員（大臣任命の者に限る。）の兼業の承認に関する文
書

副大臣 官房秘書課 大臣

143

国家公務員法第１０３条及び第１０４条並びに消防団を中核とした地域防
災力の充実強化に関する法律（平成２５年法律第１１０号）第１０条の規定
による局等の職員（大臣以外の者に任命権が委任されている職員に限
る。）の兼業の許可等に関する文書

局長等
大臣又は局

長等

144

国家公務員法第１０３条及び第１０４条並びに消防団を中核とした地域防
災力の充実強化に関する法律第１０条の規定による局等の職員（大臣以
外の者に任命権が委任されている職員を除く。）の兼業の許可申請等及
び通知に関する文書

局総務課長 局長等

145
局等の職員（局長等を除く指定職及び政令職に限る。）の海外渡航の承
認に関する文書

局総務課長 局長等

146 局等の職員（省令職以下に限る。）の海外渡航の承認に関する文書 課長 局長等
147 局等の職員に係る研修員の推薦、決定等の通知に関する文書 局総務課長 局総務課長
148 部局研修に関する文書 局長等 局長等
149 職員以外の者の大臣表彰に関する文書 官房長 官房秘書課 大臣
150 職員以外の者の内閣総理大臣賞等に関する文書 官房長 官房秘書課 大臣
151 栄典及び表彰に関する文書のうち重要なもの 局長等 局長等
152 栄典及び表彰に関する文書のうち軽微なもの 局総務課長 局長等
153 組合及び職員団体からの要求に対する回答に関する文書 局総務課長 局総務課長
154 職員の外国出張に伴う資金前渡官吏の任命について 課長 関係局部課
155 前渡資金の精算及び返納について 課長 関係局部課

156
契約に関する文書（物品購入、役務契約、業務等に委託等及びこれらの
検査等を含む。）のうち重要なもの

局長 官房会計課 局長

157
契約に関する文書（物品購入、役務契約、業務等に委託等及びこれらの
検査等を含む。）のうち軽微なもの

課長 官房会計課 課長

158
政府調達等のための仕様書案に対する意見招請等の実施依頼、仕様書
の確定及び提案書の審査結果の通知等に関する文書

課長 課長

159 補助金等の交付要綱に関する文書 局長
関係局部課
官房会計課

大臣

160
補助金等の交付決定、その他補助金適正化法（昭和３０年法律第１７９
号）に基づく処分及び関連事務のうち重要なもの

局長 関係局部課 大臣

161
補助金等の交付決定、その他補助金適正化法（昭和３０年法律第１７９号)
に基づく処分及び関連事務のうち軽微なもの

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係局部課

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

162 無利子貸付金の貸付要綱に関する文書 局長
関係局部課
官房会計課

大臣

163

無利子貸付金の貸付決定、その他特定通信・放送開発事業実施円滑化
法（平成２年法律第３５号）及び社会資本整備特別措置法（昭和６２年法
律第８６号）第５条第１項において準用する補助金適正化法に基づく処分
並びにその関連事務

局長 関係局部課 大臣

164
職員の衛生、医療その他福利厚生に関する文書（会計課の所掌に係るも
のを除く。）。

局総務課長

165 会計検査院の現地検査に対する意見の提出 事務次官 事務次官

166
補助金適正化令（昭和３０年９月２６日政令第２５５号）第９条第３項（同令
第１４条第２項において準用する場合を含む。）の規定による財務大臣に
対する協議

課長 官房会計課 大臣

167
他省庁からの関係法令等の規定による基本計画等の協議に対する同意
のうち特に重要と認められるもの

副大臣 関係局部課 大臣

168
他省庁からの関係法令等の規定による基本計画等の協議に対する同意
のうち重要と認められるもの

局長 関係局部課 大臣

169
他省庁からの関係法令等の規定による基本計画等の協議に対する同意
のうち軽微と認められるもの

課長 関係局部課 大臣

170 報道発表 局長
関係局部課
官房政策評
価広報課

171
意見公募（パブリックコメント）手続の実施に関する文書（行政手続法（平
成５年法律第８８号）に基づくものに限る。）（命令等を定めないこととした
場合の結果の公示を含む。）

局長
官房政策評
価広報課

大臣等（行政
手続法に規
定する命令等
制定機関）

172

意見公募（パブリックコメント）手続等のうち結果の公示等に関する文書
（行政手続法に基づくものに限る。）（前号に掲げるものを除き、意見公募
手続及び結果の公示等の全部又は一部を実施せずに命令等を定めるも
のを含む。）

命令等の制
定に関し、こ
の規則により
決裁者となっ

ている者

官房政策評
価広報課

大臣等（行政
手続法に規
定する命令等
制定機関）

173 請願（国会に提出されたものを除く。）及び陳情等の処理に関する文書 局長
関係局部課
官房政策評
価広報課

局長

174 陳情関係 課長 課長

175

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。
以下「情報公開法」という。）第９条に基づく開示又は不開示の決定（次号
に掲げるもの及び情報公開法以外の法令の規定により閲覧又は縦覧（以
下「閲覧等」という。）することができるとされている行政文書を対象文書と
して行うものを除く。）

事務次官
関係局部課
官房総務課

大臣

176

情報公開法第９条に基づく開示又は不開示の決定のうち、全部開示の決
定をする場合その他別に定める場合に該当するもの（情報公開法以外の
法令の規定により閲覧等することができるとされている行政文書を対象文
書として行うものを除く。）

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

177
情報公開法第９条第１項に基づく開示の決定（情報公開法以外の法令の
規定により閲覧等することができるとされている行政文書を対象文書とし
て行うものに限る。）

課長 関係局部課 大臣

178

情報公開法第９条に基づく開示又は不開示の決定（情報公開法以外の法
令の規定により閲覧等することができるとされている行政文書を対象文書
として行うものであって、当該対象文書が不存在であるもの又は閲覧等の
終了したものに限る。）

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

179
情報公開法第１０条第２項に基づく開示決定等の期限の延長に関する文
書

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

180 情報公開法第１１条に基づく開示決定等の期限の特例に関する文書 課長 官房総務課 大臣
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181
情報公開法第１２条第１項及び第１２条の２第１項に基づく開示請求に係
る事案の移送に関する文書

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

182
情報公開法第１３条に基づく第三者に対する意見書提出の機会の付与等
に関する文書

課長 官房総務課 大臣

183 情報公開法第１６条第３項に基づく開示実施手数料の減額（免除）の決定 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

184
情報公開法第１９条第１項に基づく情報公開・個人情報保護審査会への
諮問のうち重要なもの

事務次官
関係局部課
官房総務課

大臣

185
情報公開法第１９条第１項に基づく情報公開・個人情報保護審査会への
諮問のうち軽微なもの

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

186 情報公開法第１９条第２項に基づく諮問をした旨の通知 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

187
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８
号。以下「行政機関個人情報保護法」という。）第１８条に基づく決定（次号
に掲げるものを除く。）

事務次官
関係局部課
官房総務課

大臣

188
行政機関個人情報保護法第１８条に基づく決定のうち、全部開示の決定
をする場合その他別に定める場合に該当するもの

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

189 行政機関個人情報保護法第３０条及び第３９条に基づく決定 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

190
行政機関個人情報保護法第１９条第２項、第３１条第２項及び第４０条第２
項に基づく期限の延長に関する文書

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

191
行政機関個人情報保護法第２０条、第３２条及び第４１条に基づく期限の
特例に関する文書

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

192
行政機関個人情報保護法第２１条第１項、第２２条第１項、第３３条第１項
及び第３４条第１項に基づく事案の移送に関する文書

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

193
行政機関個人情報保護法第２３条に基づく第三者に対する意見書提出の
機会の付与等に関する文書

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

194
行政機関個人情報保護法第３５条に基づく保有個人情報の提供先への通
知

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

195
行政機関個人情報保護法第４３条第１項に基づく情報公開・個人情報保
護審査会への諮問のうち重要なもの

事務次官
関係局部課
官房総務課

大臣

196
行政機関個人情報保護法第４３条第１項に基づく情報公開・個人情報保
護審査会への諮問のうち軽微なもの

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

197 行政機関個人情報保護法第４３条第２項に基づく諮問をした旨の通知 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

198
行政機関個人情報保護法第４４条の４に基づく提案募集の公示に関する
文書

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

199
行政機関個人情報保護法第４４条の７第２項又は第３項に基づく審査結
果の通知並びに行政機関非識別加工情報の利用に関する契約に関する
文書（第４４条の１２第２項において準用する場合を含む。）

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

200
行政機関個人情報保護法第４４条の８第１項において準用する情報公開
法第１３条に基づく第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関する
文書

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

201
情報公開・個人情報保護審査会設置法（平成１５年法律第６０号）第３章
に基づく情報公開・個人情報保護審査会における調査審議の手続に関す
ること

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

202
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第４０条第１項の
規定による報告及び立入検査に関する文書のうち重要なもの

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事
務所長

203
個人情報の保護に関する法律第４０条第１項の規定による報告及び立入
検査に関する文書のうち軽微なもの

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

局長、課長、
総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所
長

204
個人情報の保護に関する法律第４４条第１項及び個人情報の保護に関す
る法律施行令（平成１５年政令第５０７号）第１３条第２項及び第１４条第２
項の規定に基づく協議に関する文書

局長 大臣

205
個人情報の保護に関する法律第４４条第２項及び個人情報の保護に関す
る法律施行令第１４条第１項の規定に基づく権限行使の結果の報告に関
する文書

局長 大臣

206
個人情報の保護に関する法律第４４条第３項及び個人情報の保護に関す
る法律施行令第１５条第２項の規定による権限委任に関する文書

局長 大臣

207
個人情報の保護に関する法律第４５条の規定に基づき、個人情報保護委
員会に対し、適当な措置をとるべきことを求めること

局長 大臣

208 特定個人情報保護評価の実施に関する文書のうち重要なもの 局長
関係局部課
官房総務課

大臣

209 特定個人情報保護評価の実施に関する文書のうち軽微なもの 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

210
犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号。以下｢
犯罪収益移転防止法｣という。）第８条第５項の規定に基づく国家公安委
員会への通知に関する文書

課長 大臣

211 犯罪収益移転防止法第１５条の規定による報告等に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係課

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

212 犯罪収益移転防止法第１６条の規定による検査に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

213 犯罪収益移転防止法第１７条の規定による指導等に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

214 犯罪収益移転防止法第１８条の規定による是正命令に関する文書

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長
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215
犯罪収益移転防止法第１９条第５項の規定による国家公安委員会に対す
る協議の求め

局長 大臣

216

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する
行為の是正等に関する特別措置法（平成２５年法律第４１号。以下「消費
税転嫁対策特措法」という。）第５条の規定に基づき、公正取引委員会（同
法第９条の規定により読み替えて準用する場合には、消費者庁長官）に
対し、適当な措置をとるべきことを求めること

局長 大臣

217
消費税転嫁対策特措法第１５条第１項又は第２項の規定に基づき、特定
事業者若しくは特定供給事業者又は事業者に対し、報告をさせ、又は立
入検査を行うこと

局長 大臣

218
消費税転嫁対策特措法第１７条の規定に基づく消費者庁長官、公正取引
委員会、主務大臣又は中小企業庁長官に対する通知に関すること

課長 大臣

219
産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第８条の規定に基づく通知、
公表及び要請に関する文書のうち重要なもの

副大臣 関係部局課 大臣

220
産業競争力強化法第８条の規定に基づく通知、公表及び要請に関する文
書（重要なもの及び同条第７項の規定に基づく通知に関する文書のうち軽
微なものを除く。)

局長 関係部局課 大臣

221
産業競争力強化法第８条第７項の規定に基づく通知に関する文書のうち
軽微なもの

課長 関係部局課 大臣

222
産業競争力強化法第９条第３項の規定に基づく他の関係行政機関の長に
対する確認の求め及び第４項の規定に基づく通知に関する文書（第４項
の規定に基づく通知に関する文書のうち軽微なものを除く。）

局長 大臣

223
産業競争力強化法第９条第４項の規定に基づく通知に関する文書のうち
軽微なもの

課長 大臣

224
産業競争力強化法第１０条（第１１条第４項の規定により準用する場合を
含む。）の規定に基づく認定、同意及び公表並びに第１１条の規定に基づ
く認定の取消し及び変更の指示に関する文書のうち重要なもの

副大臣 関係部局課 大臣

225
産業競争力強化法第１０条（第１１条第４項の規定により準用する場合を
含む。）の規定に基づく認定、同意及び公表並びに第１１条の規定に基づ
く認定の取消し及び変更の指示に関する文書（重要なものを除く。）

局長 関係部局課 大臣

226
産業競争力強化法第１５条第２項の規定に基づく他の関係行政機関の長
に対する意見に関する文書

局長 大臣

227
産業競争力強化法第１３７条第１項又は第２項の規定に基づく認定新事
業活動実施者に対する報告の徴収に関する文書

局長 関係部局課 大臣

228
下請代金支払遅延等防止法第９条第３項に基づく総務大臣の所管する事
業を営む事業者に対する報告の命令及び検査等に関する文書のうち重
要なもの

局長 関係局部課 大臣

229
下請代金支払遅延等防止法第９条第３項に基づく総務大臣の所管する事
業を営む事業者に対する報告の命令及び検査等に関する文書のうち軽
微なもの

課長 関係局部課 大臣

230
下請中小企業振興法第４条に基づく振興基準に関する指導及び助言に関
する文書のうち重要なもの

局長 関係局部課 大臣

231
下請中小企業振興法第４条に基づく振興基準に関する指導及び助言に関
する文書のうち軽微なもの

課長 関係局部課 大臣

232
下請中小企業振興法第５条第１項、第６条若しくは第７条第１項の規定に
よる承認、同条第２項の規定による承認の取り消し又は第１０条の規定に
よる報告の徴収に関する文書のうち重要なもの

局長 関係局部課 大臣

233
下請中小企業振興法第５条第１項、第６条若しくは第７条第１項の規定に
よる承認、同条第２項の規定による承認の取り消し又は第１０条の規定に
よる報告の徴収に関する文書のうち軽微なもの

課長 関係局部課 大臣

234
生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第２２条の規定に基づく
革新的データ産業活用計画の認定に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

235
生産性向上特別措置法第２３条の規定に基づく革新的データ産業活用計
画の認定の変更等に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

236
生産性向上特別措置法第２６条第１項の規定に基づく安全管理に係る基
準への適合の確認に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

237 生産性向上特別措置法第２６条の規定に基づくデータの提供に係る文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

238
生産性向上特別措置法第３０条第１項の規定に基づく報告及び検査に係
る文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

239
生産性向上特別措置法第50条第１項の規定に基づく報告の求めに係る
文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

240
生産性向上特別措置法の規定により処理することとされた事項（前６号に
掲げるものを除く。）

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

241
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律（令和２年法律第３７号）第７条の規定に基づく特定高度情報通信
技術活用システム開発供給計画の認定に関する文書

局長 大臣

242
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第８条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システム開発供
給計画の認定の変更等に関する文書

局長 大臣



7

243
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第９条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システム導入計
画の認定に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

244
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第１０条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システム導入
計画の認定の変更等に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

245

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第２６条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適
切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産
業大臣及び総務大臣が定める基準への適合の確認に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

246
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第２９条の規定に基づく報告の求めに係る文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

247
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律の規定により処理することとされた事項（前６号に掲げるものを除
く。）

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長
248 課内の庶務に関する文書 課長  課長

249
第１号から第２４３号までに掲げるほか所掌事務に係る各種の照会、調査
若しくは回答又は資料等の作成等のうち特に重要な事項

大臣 大臣

250
第１号から第２４３号までに掲げるほか所掌事務に係る各種の照会、調査
若しくは回答又は資料等の作成等のうち重要な事項

副大臣 大臣

251
第１号から第２４３号までに掲げるほか所掌事務に係る各種の照会、調査
若しくは回答又は資料等の作成等（特に重要な事項、重要な事項、軽微な
事項を除く。）

局長 局長

252
第１号から第２４３号までに掲げるほか所掌事務に係る各種の照会、調査
若しくは回答又は資料等の作成等のうち軽微な事項

課長 課長

253 標準文書保存期間基準（保存期間表）の作成、改廃 課長 課長
254 e-LAWSにおける法令情報の認証 課長 課長

255 外国の主管庁及び国際機関等と交わす覚書のうち重要なもの 局長 関係局部課

大臣、副大
臣、政務官、
事務次官、総

務審議官
256 外国の主管庁及び国際機関等と交わす覚書（重要なものを除く。） 課長 関係局部課 局長等

257 その他法令等の規定により処理することとされた事項

当該法令等
の規定により
処理すること
とされた者

関係局部課

当該法令等
の規定により
処理すること
とされた者

(官房秘書課)

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

官房秘書課 官秘
1

指定職俸給表適用官職及び政令によリ本省に設置される官職又はそれ
に相当する官職の任免に関する文書

大臣 大臣

次に掲げる職員の任免に関する文書（人事院規則１９－０第１２条及び第
２４条並びに人事院規則２５－０第１１条並びに人事院規則２６－０第１２
条の規定に基づく人事異動通知書の交付を要する決裁並びに国家公務
員法第７９条第１号の規定による休職に係る決裁のうち本人が休職に同
意しているもの及び人事院規則１１－４第３条第１項第１号から第４号まで
の規定による休職に係る決裁を除く。）
　①省令により設置される官職、課長補佐、参事官補佐、専門官、専門職
及び係長（これらに相当する官職を含む。）
　②地方支分部局（四国行政評価支局を含む。）の長に任命権を委任した
官職を除く地方支分部局の職員
次に掲げる職員の任免に関する文書（人事院規則１９－０第１２条及び第
２４条並びに人事院規則２５－０第１１条並びに人事院規則２６－０第１２
条の規定に基づく人事異動通知書の交付を要する決裁並びに国家公務
員法第７９条第１号の規定による休職に係る決裁のうち本人が休職に同
意しているもの及び人事院規則１１－４第３条第１項第１号から第４号まで
の規定による休職に係る決裁に限る。）
①省令により設置される官職、課長補佐、参事官補佐、専門官、専門職
及び係長（これらに相当する官職を含む。）
②地方支分部局（四国行政評価支局を含む。）の長に任命権を委任した
官職を除く地方支分部局の職員

4 人事院に対する任命権の委任の提示に関する文書 官房長 大臣
5 職員の割愛に関する照会又は回答に関する文書 課長 課長
6 任用候補者の提示の請求及びその選択結果の通知に関する文書 課長 大臣
7 課長以上の官職への任用結果報告に関する文書 課長 大臣

8
人事院規則８－１３により職員の任用を行った場合の任用結果の通知に
関する文書

課長 大臣

9
地方支分部局（四国行政評価支局を含む。）の長の任命権に属する職員
の人事についての協議に関する文書

課長 課長

10 公害等調整委員会専門委員の任免に関する文書 大臣政務官 大臣
11 審議会等委員の任免に関する文書 大臣 大臣
12 審議会等の臨時委員の任免に関する文書 大臣 大臣
13 審議会等の特別委員及び専門委員の任免に関する文書 大臣政務官 大臣

14

特殊法人、独立行政法人、特別の法律により設立される民間法人等の役
員（総務省の職員が国家公務員退職手当法第１９条第４項の適用を受け
て出向する役員又は特別の法律により設立される民間法人等の非常勤
の役員を除く。）等の任免及び認可に関する文書

大臣 大臣

15

特殊法人、独立行政法人、特別の法律により設立される民間法人等の役
員（総務省の職員が国家公務員退職手当法第１９条第４項の適用を受け
て出向する役員又は特別の法律により設立される民間法人等の非常勤
の役員に限る。）の任免及び認可に関する文書

事務次官 大臣

16 独立行政法人の設立委員の任免に関する文書 大臣 大臣

決裁処理番号

2 事務次官 大臣

3 課長 大臣
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17 独立行政法人の財産等に係る評価委員会委員の任免に関する文書 副大臣 大臣
18 総務省独立行政法人役員選考委員会委員の委嘱に関する文書 大臣 大臣

19 大臣、副大臣、大臣政務官の出張（旅行）の内閣への届出に関する文書 課長
大臣、副大臣
又は大臣政

務官
20 内閣承認人事に係る者の外国出張（旅行）の内閣への届出に関する文書 課長 大臣
21 人事記録の作成・保管、履歴事項の証明に関する文書 課長 課長
22 人事統計報告に関する文書 課長 課長

23
級別定数の設定及び改定並びに俸給の特別調整額の指定に係る人事院
に対する指定申請に関する文書

課長 課長

24 人事院規則９－８の規定に基づく人事院に対する申請に関する文書 課長 事務次官
25 大臣の任命権に属する職員の初任給、昇格等の決定に関する文書 課長 大臣

26
地方支分部局（四国行政評価支局を含む。）の長の任命権に属する職員
の初任給、昇格等に関する協議の承認に関する文書

課長 課長

27 勤勉手当の額（成績率）に関する文書 課長 課長
28 退職手当の支給に関する文書 課長 課長

29
国家公務員退職手当法第１５条及び第１６条に基づく退職手当の返納並
びに同法第１７条に基づく退職手当相当額の納付に関すること

事務次官 大臣

30
大臣官房長、内部部局の局長、政策統括官、大臣官房総括審議官、施設
等機関の長及び地方支分部局（四国行政評価支局を含む。）の長並びに
大臣官房の課長及び室長に対する訓告、注意に関する文書

副大臣 大臣

31
大臣、副大臣及び大臣政務官の兼職の届出及び自由業の許可に関する
文書

大臣 大臣

32
国家公務員法第１０３条及び第１０４条並びに消防団を中核とした地域防
災力の充実強化に関する法律第１０条の規定に基づく兼業の許可等に関
する文書のうち重要なもの

官房長
大臣又は事

務次官

33
国家公務員法第１０３条及び第１０４条並びに消防団を中核とした地域防
災力の充実強化に関する法律第１０条の規定に基づく兼業の許可等に関
する文書のうち軽微なもの

課長
大臣又は事

務次官

34
国家公務員法第１０６条の１７に基づく再就職等規制違反行為に関する再
就職等監視委員会への通知、報告

官房長 大臣

35
国家公務員法第１０６条の２３第３項に基づく内閣総理大臣への通知に関
する文書

官房長 大臣

36 副大臣、大臣政務官及び事務次官の海外渡航の承認に関する文書 大臣 大臣

37
総務審議官、大臣官房長、内部部局の局長、政策統括官及び大臣官房
総括審議官並びに大臣官房の課長及び室長の海外渡航の承認に関する
文書

官房長
事務次官又
は官房長

38 部局研修を除く年度研修計画の策定に関する文書 課長 課長

39
職員の研修（部局研修を除く。次号において同じ。）に関することで　、経
費の支出を伴う文書

課長 官房会計課 課長

40 職員の研修に関することで、前２号に該当しない文書 課長 課長

41
行政官在外研修員制度により派遣される者に対する研修従事命令に関す
る文書

課長 大臣

42
人事院規則１０－１２の規定に基づく償還に関する文書（次号に掲げるも
のを除く。）

課長 課長

43
人事院規則１０－１２の規定に基づく償還に関する文書（償還に係る経費
に関するもの）

課長 官房会計課 課長

44 職員の大臣表彰及び事務次官表彰に関する文書 官房長
大臣又は事

務次官
45 春秋叙勲、褒章の授与依頼に関する文書 官房長 大臣

46
叙位、叙勲、褒章に関する文書のうち重要なもの（前号に掲げるものを除
く。）

課長 大臣

47 叙位、叙勲、褒章に関する文書のうち軽微なもの 課長 課長
48 恩給請求書類の進達等に関する文書 課長 課長

49
公務災害に係る人事院への協議等に関する文書のうち重要なもの（不服
審査に関する文書等）

官房長 大臣

50
公務災害の認定、通知及び協議並びに補償費等支給の決定に関する文
書（重要なもの並びに国勢調査指導員及び国勢調査員に係るものを除
く。）

課長 大臣

51 人事院規則１７－０に基づく管理職員等の指定に関する文書 課長 大臣
52 総務省参与の任免に関する文書 官房長 大臣
53 機構定員に関する法律案及び政令案の制定、改廃の協議に関する文書 課長 大臣
54 総務省の組織一覧及び組織の新設改廃状況の報告に関する文書 官房長 官房長

55
国家公務員退職手当法第８条の２の規定に基づく早期退職の募集に関す
る文書（指定職俸給表適用官職及び政令によリ本省に設置される官職又
はそれに相当する官職に係るものに限る。）

事務次官 大臣

56
国家公務員退職手当法第８条の２の規定に基づく早期退職の募集に関す
る文書（前号に掲げるものを除く。）

官房長 大臣

57
国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成１１年法律第２２４号）
に関する文書

官房長
大臣又は事

務次官

58
国と民間企業との間の人事交流に関する法律に関する文書のうち軽微な
もの

課長
大臣又は事

務次官

59
幹部職員の任用等に関する政令第３条第１項の規定に基づく標準職務能
力を有することの確認に資する情報の提出に関する文書

事務次官 大臣

60
国家公務員法第６１条の２第３項の規定に基づく幹部候補者名簿の提示
の求めに関する文書

課長 大臣

61 コンプライアンス室の所掌に関する文書のうち重要なもの 大臣 大臣

62 コンプライアンス室の所掌に関する文書（重要なものを除く。）
コンプライ
アンス室長

大臣

63 特別防衛秘密の取扱いに関する適格性の付与等に関すること 官房長 大臣
64 総務省公印規程に基づく協議に関する文書 官房長 官房長

65
人事院規則２３－０の規定に基づく人事院に対する承認申請等に関する
文書

事務次官 事務次官

66
人事院規則２３－０の規定に基づく人事院に対する承認申請等に関する
文書（行政職俸給表（一）の官職のうち、主任（係長相当職の官職を除
く。）以下の官職に限る。）

課長 事務次官

67 人事院規則12-0第7条に基づく人事院への提出に関する文書 課長 課長

（官房総務課）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考決裁処理番号
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官房総務課 官総 1 特殊法人台帳の作成に係る文書 課長 課長
2 公務員記章等に関する文書 課長 課長
3 非常災害対策本部の設置等に関する文書 大臣 大臣
4 防災・危機管理に関する文書のうち、中央防災会議に関するもの 官房長 官房長
5 防災・危機管理に関する文書 課長 課長
6 外国要人来日に伴う留意事項に関する文書 課長 関係局部課 官房長
7 外国要人来日に伴う警察諸対策に対する協力要請に関する文書 課長 課長

8
次期通常国会における内閣総理大臣の施政方針演説中に盛り込むことを
希望する事項に関する文書

課長 官房長

9 官報掲載に関する文書 課長 課長

10
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
（昭和２２年法律第１９４号）第７条の規定による総務大臣の意見に関する
文書

課長 大臣

11 独立行政法人等及び特殊法人の新設・改廃要求に関する文書 官房長 官房長

12
独立行政法人等及び特殊法人に関する法令案の制定、改廃に関する文
書

課長 大臣

13
公文書移管・廃棄・延長事務に関する文書のうち、内閣総理大臣等への
回答等に関する文書

官房長 大臣

14 公文書移管・廃棄・延長事務に関する文書 課長 課長
15 行政文書管理状況点検に関する文書 官房長 官房長

16
行政文書の管理の状況報告についての内閣総理大臣等への回答等に関
する文書

官房長 大臣

17 情報公開審査基準の制定・改廃（軽微なものを除く。） 事務次官 大臣
18 情報公開審査基準の改廃のうち軽微なもの 官房長 大臣

19
総務省の保有する情報の公開に関するもの（事務手続に関するものを除
く。）

官房長 官房長

20
総務省の保有する情報の公開に関するもの（事務手続に関するものに限
る。）

課長 課長

21
情報公開法第２３条第１項に基づく求めに対する同法の施行状況に関す
る報告

課長 大臣

22
総務省の保有する個人情報の適切な管理に関する定めの制定・改廃（軽
微なものを除く。）

事務次官 大臣

23
総務省の保有する個人情報の適切な管理に関する定めの改廃のうち軽
微なもの

官房長 大臣

24
行政機関個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準の制定・改廃（軽
微なものを除く。）

事務次官 大臣

25
行政機関個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準の改廃のうち軽微
なもの

官房長 大臣

26

行政機関個人情報保護法第１０条第１項及び第３項に基づく総務大臣へ
の通知及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律（平成25年法律第27号）第29条第１項並びに第30条第１
項及び第２項の規定により読み替えて適用される行政機関個人情報保護
法第10条第１項及び第３項の規定に基づく個人情報保護委員会への通知

官房長 大臣

27
総務省の保有する個人情報の保護に関するもの（事務手続に関するもの
を除く。）

官房長 官房長

28
総務省の保有する個人情報の保護に関するもの（事務手続に関するもの
に限る。）

課長 課長

29
行政機関個人情報保護法第４９条第１項に基づく求めに対する同法の施
行状況に関する報告

課長 大臣

30 文書等の閲覧に関する手続 課長 課長
官房総務課
公文書監理
室

31 総務省の行政文書の管理の状況に関する監査に関する文書 室長 室長

官房総務課
管理室

32

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する
法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成25
年政令第51号。以下「平和基金廃止法経過措置政令」という。）第13条の
規定によりなお従前の例によることとされる廃止前の独立行政法人平和
祈念事業特別基金等に関する法律（昭和６３年法律第６６号。以下「旧基
金法」という。）第２１条第２項の規定による慰労金の支給を受ける権利の
認定に関すること

室長 大臣

33
平和基金廃止法経過措置政令第13条の規定によりなお従前の例による
こととされる旧基金法第３０条の規定による償還金の返還命令、督促及び
国税滞納処分の例による処分に関すること

室長 大臣

34

平和基金廃止法経過措置政令第13条の規定によりなお従前の例による
こととされる廃止前の慰労金国庫債券の発行交付等に関する省令（昭和
６３年大蔵省令第２９号）の規定による財務大臣に対する慰労金国庫債券
の発行の請求及び取消しの請求に関すること

室長 大臣

35
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する
法律（昭和６３年法律第９０号）第３条第１項の規定による政党事務所周辺
地域の指定に関すること

課長 大臣

36

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関す
る法律（平成28年法律第９号）第４条第１項の規定による対象政党事務所
及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第２項の規定による対象
政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること

課長 大臣

37
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律（昭和４２年法律第１１
４号。以下「引揚者特別交付金支給法」という。）の規定による交付金の支
給を受けようとする者の請求書の受理及び返戻に関すること

室長 大臣

38
引揚者特別交付金支給法の規定による交付金の支給を受ける権利の認
定に関すること

室長 大臣

39
引揚者特別交付金支給法の規定による償還金の返還命令、督促及び国
税滞納処分の例による処分に関すること

室長 大臣

40
引揚者特別交付金国庫債券の発行交付に関する財務大臣に対する引揚
者特別交付金国庫債券の発行の請求及び取消しの請求に関すること

室長 大臣

41 引揚者特別交付金処理状況報告書の提出について 室長 室長
42 引揚者特別交付金受給者の確認調査について 室長 室長

43
全国戦没者追悼式等に参列する一般戦災死没者遺族代表の選考につい
て

室長 室長

（官房会計課）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

官房会計課 官会 1 庁内の管理に関する文書 課長 課長
2 概算要求（変更要求を除く。）書の提出 大臣 大臣

決裁処理番号
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3 概算要求（変更要求）書の提出 課長 大臣
4 予定経費要求書等の送付 大臣 大臣
5 予算の配賦及び通知 課長 大臣
6 歳出予算の移替え（等）に関する文書 課長 関係局部課 大臣
7 歳出予算の（移）流用に関する文書 課長  大臣

8
一般会計及び特別会計の予備費使用要求書並びに特別会計の経費増額
要求書の送付

事務次官  大臣

9
一般会計及び特別会計の予備費使用通知並びに特別会計の経費増額通
知

課長  課長

10 予備費使用調書等の送付 課長  大臣
11 予算の科目設置に関する文書 課長  大臣
12 歳出予算の目の区分及び各目の細分に関する文書 課長 大臣
13 支出負担行為計画の示達 課長  大臣
14 支払計画に関する文書 課長  大臣
15 繰越に関する文書 課長  大臣
16 概算払及び前金払に関する文書 課長  大臣
17 支出委任に関する文書 課長  大臣

18
官公庁施設の建設等に関する法律（昭和２６年法律第１８１号）第１０条第
２項の規定に基づく協議に関する文書

課長  大臣

19 支出負担行為実施計画に関する文書 課長  大臣
20 国有財産増減及び現在額報告書等の送付に関する文書 課長  大臣
21 国有財産見込現在額報告書の送付に関する文書 課長  大臣
22 庁舎等使用現況及び見込報告書の送付に関する文書 課長  大臣
23 国有財産の滅失き損の通知に関する文書 課長  大臣
24 「施設整備の現況等」の調査に関する文書 課長  課長
25 庁舎敷地の取得等予定の調整に関する文書 課長 課長
26 東京都財政収支調査に関する文書 課長  課長
27 特定国有財産整備計画に関する文書 課長  課長
28 行政財産の使用に関する文書（国有財産総括部局長あて承認文書） 課長 大臣
29 行政財産の使用に関する文書（前号に掲げるものを除く。） 課長  課長
30 国有資産等所在市町村交付金に関する文書 課長 課長
31 国有財産法（昭和２２年法律第７３号）の規定に基づく協議に関する文書 官房長  大臣
32 国有財産法の規定に基づく通知に関する文書 課長 大臣

33
国有財産法施行令（昭和２３年政令第２４６号）第１１条の規定に基づく協
議に関する文書

課長 課長

34 敷地境界確認に関する文書 課長 課長
35 不動産の登記に関する文書 課長 課長
36 営繕に関する文書（営繕計画書） 課長 大臣
37 営繕に関する文書（前号に掲げるものを除く。） 課長  課長
38 国有財産等の実地監査等に関する文書 課長 課長
39 行政財産の用途廃止に関する文書 課長  大臣
40 国有財産の取得及び処分に関する文書 課長 大臣
41 国有財産の所管換及び引継に関する文書 課長  大臣
42 国有財産の所属替に関する文書 課長 大臣
43 各省各庁所管財産の実態監査に関する文書 課長  課長
44 国有財産台帳の価格改定に関する文書 課長  課長
45 国有財産台帳の登載に関する文書 課長  課長
46 国有財産の現況に関する文書 課長 課長
47 会計法令に基づく財務大臣協議に関する文書（個別事項を除く。） 課長  大臣

48
国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）に基づく財
務大臣協議に関する文書

課長  大臣

49 決算報告書及び国の債務に関する計算書 課長  大臣
50 債権現在額報告書 課長  大臣
51 中小企業官公需に関する文書 課長 課長
52 徴収総報告書及び支出総報告書 課長  大臣
53 外国送金に係る実績額等の報告に関する文書 課長  課長
54 過年度支出の承認に関する文書 課長  課長

55 仕様書案に対する意見招請等に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

56 取得した物品の価格設定に関する文書 課長  課長

57
政府調達に関するアクションプログラムのフォローアップの作業依頼に関
する文書

課長  課長

58 政府調達契約等に関する各種統計等の報告に関する文書 課長 大臣
59 庁内物品の保守・借入に関する文書 課長 関係課

60 入札に係る提案書等の評価に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

61 物品の調達（購入）・貸付等に関する文書 課長 関係課
62 物品管理計算書の提出に関する文書 課長  大臣
63 物品増減及び現在額報告書の提出に関する文書 課長  大臣

64
総務省債権管理事務取扱規程（平成１３年１月６日総務省訓令第５１号）
の特例に係る総務大臣への申請に関する文書

官房長 大臣

65 国の債権の管理に関する文書 課長 大臣
66 国の所有に属する自動車等の交換に関する文書 課長

67
総務省所管物品管理取扱規則（平成１３年１月６日総務省訓令第５３号）
に基づく物品管理官等に対する検査に関する文書

課長 大臣

68 物品の無償貸付及び無償譲与に関する文書 課長 課長
69 物品の分類換、管理換及び不用決定に関する文書 課長 課長

70
歳入徴収官、支出負担行為担当官、官署支出官、契約担当官及び物品
管理官（代理官、分任官を含む。）の設置及び改廃に関する文書

課長 大臣

71 歳入徴収官、官署支出官の設置に関する財務大臣協議に関する文書 課長 大臣
72 出納官吏等（代理官、分任官を含む。）の任命に関する文書 課長 課長

73
出納官吏等（他の各省各庁所属の職員）（代理官、分任官を含む。）の任
命に関する文書

課長 大臣

74
予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）の規定に基づく監督職
員又は検査職員（他の各省各庁所属の職員）の任命に関する文書

課長 大臣  

75
予算決算及び会計令、物品管理法施行令（昭和３１年政令第３３９号）の
規定に基づく出納官吏等、物品管理官等の検査員に関する文書

課長 課長

76
予算決算及び会計令、物品管理法施行令の規定に基づく出納官吏等、物
品管理官等（他の各省各庁所属の職員）の検査員に関する文書

課長 大臣  

77 監督及び検査の実施についての細目に関する文書 課長 課長
78 予算執行職員から提出された意見の表示に対する措置に関する文書 課長 大臣
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79
予算執行職員が故意又は重大な過失によりその義務に違反して支出等
の行為をしたことにより国に損害を与えたと認められたときの弁償命令及
び通知に関する文書

課長 大臣

80
出納官吏が現金を亡失し、国に損害を与えたときの通知及び弁償命令に
関する文書

課長 大臣

81 会計監査に関する文書 課長 課長
82 指名停止等措置に関する文書 課長 課長

83
総務省会計事務取扱規程（平成１３年１月６日総務省訓令第５５号）第５６
条に基づく特例の制定に関する文書

課長 大臣

84 会計検査院の検査報告に対する答弁又は措置に関する文書 官房長 大臣

85
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第
１００号。以下「グリーン購入法」という。）第７条の規定に基づく環境物品
等の調達方針に関する文書

課長 大臣

86
グリーン購入法第８条の規定に基づく調達実績の概要の公表等に関する
文書

課長 大臣

87
物品管理職員が物品を亡失（損傷）し、国に損害を与えたときの通知及び
弁償命令に関する文書

課長 大臣

88
会計検査院へ提出した計算書及び証拠書類の保存期間満了後における
返還の要否に関する文書

課長 官房長

89
電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例
に関する規則（平成１５年会計検査院規則第４号）に基づく会計検査院へ
の申請に関する事項

課長 大臣

90 特別会計財務書類の提出に関する文書 課長 大臣

91
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関
する法律（平成19年法律第56号）第8条第1項の規定に基づく温室効果ガ
ス等の削減に配慮した契約の締結実績の概要の公表等に関する文書

課長 大臣

92
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法
律（平成24年法律第50号）第７条の規定に基づく障害者就労施設等から
の物品等の調達の実績実績の概要の公表等に関する文書

課長 大臣

93
会計検査院からの事実関係の確認等の軽微な照会に関する文書（他部
局の所管業務に関する文書を除く）

課長 官房長

94 再委託の承認に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

95 入札の不調、落札取消等に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

96 秘匿すべきノウハウの指定に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

97 債権の発生に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

98 契約の解除に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

99 事業計画変更の承認に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

100 繰越の申請に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

101 過年度支出の申請に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

102 低入札価格調査に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

103 科目更正に関する文書
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

官房会計課 官会 104 職員のレクリエーションの企画に関する文書 課長 大臣
厚生企画管 105 職員のレクリエーションの実施に関する文書 室長  室長
理室 106 職員のその他福利厚生施策の企画に関する文書 課長 大臣

107 職員のその他福利厚生施策の実施に関する文書 室長  室長
108 職員の福利厚生施策の調査に関する文書 室長 室長

109

一般会計宿舎に関する国家公務員宿舎法（昭和２４年法律第１１７号）、
国家公務員宿舎法施行令（昭和３３年政令第３４１号）、国家公務員宿舎
法施行規則（昭和３４年大蔵省令第１０号）等宿舎関係法令に関する文書
（任命権者印を要する文書を除く。）

室長 大臣

110

一般会計宿舎に関する国家公務員宿舎法（昭和２４年法律第１１７号）、
国家公務員宿舎法施行令（昭和３３年政令第３４１号）、国家公務員宿舎
法施行規則（昭和３４年大蔵省令第１０号）等宿舎関係法令に関する文書
（任命権者印を要する文書に限る。）

室長 官房秘書課 官房長

111 宿舎設置計画に関する文書 課長 大臣
112 宿舎の維持管理に関する文書 室長 課長
113 職員の健康管理の企画に関する文書 課長 大臣
114 職員の健康管理の実施に関する文書 室長 室長
115 職員の健康管理の調査に関する文書 室長 室長
116 健康管理医の指名又は委嘱に関する文書 室長 次官
117 職員の勤労者財産形成貯蓄等に関する文書 室長 室長
118 総務省会計事務取扱規程第５６条に基づく特例の制定に関する文書 官房長 大臣

官房会計課
庁舎管理室

119
庁舎管理に関する官公署等へ提出等をする文書のうち、管理権限者名で
提出する文書

課長 課長

120
庁舎管理に関する官公署等へ提出等をする文書（前号に掲げるものを除
く。）

室長 室長

121 庁舎管理に関する規則類における承認等の文書 室長 室長
122 ヘリポートに関する文書 課長 課長
123 ２号館分担経費の支出要求に関する文書 室長 室長

（官房企画課）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

官房企画課 官企 1 図書の管理方法の制定、改廃に関する文書 課長 課長
2 図書の不用決定、処分に関する文書 課長 課長

3 国立国会図書館支部総務省図書館に関する文書 課長

国立国会図
書館支部総
務省図書館

長

4
国立国会図書館支部総務省図書館における専任職員の定数に関する文
書

課長 官房秘書課 大臣

5
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第９条の
規定に基づく内閣総理大臣への報告に関する文書

官房長 大臣

決裁処理番号
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6 総務省の情報システムの整備及び管理に関する文書のうち重要なもの 官房長 官房長

7
総務省の情報システムの整備及び管理に関する文書（重要なもの及び軽
微なものを除く。）

課長 課長

8
総務省の情報システムの整備及び管理に関する文書（軽微なものに限
る。）

室長 課長

9
サイバーセキュリティ・情報化推進室の情報システムの整備及び管理に関
する調達及び契約に関する文書のうち重要なもの

官房長 官房会計課 官房長

10
サイバーセキュリティ・情報化推進室の情報システムの整備及び管理に関
する調達及び契約に関する文書（重要なもの及び軽微なものを除く。）

課長 官房会計課 課長

11
サイバーセキュリティ・情報化推進室の情報システムの整備及び管理に関
する調達及び契約に関する文書（軽微なものに限る。）

室長 官房会計課 課長

（官房政策評価広報課）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

政策評価広
報課

官政

1

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下
「政策評価法」という。）第８条に基づいて実施する評価（総務省政策評価
基本計画（平成２４年６月１日総務省訓令第１７号）に規定する総務省の
主要な政策に係るものに限る。）に関するもの

大臣政務官 大臣

2
政策評価法第８条及び第９条に基づいて実施する評価（前号に掲げるも
のを除く。）に関するもの

官房長 大臣

3
政策評価法第１１条に基づく政策評価の結果の政策への反映状況の通知
及び公表

課長 大臣

4 政策評価法第17条第２項の規定による報告の要求に対する回答 官房長 大臣

5
前４号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務に関する政策の評価に関
するもの（事務手続に係るものを除く。）

官房長 官房長

6
前５号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務に関する政策の評価に関
するもの（事務手続に係るものに限る。）

課長 課長

7 総務省の行政の考査に関する文書 課長 課長

8
総務省設置法（平成１１年法律第９１号）第６条第６項の規定による報告の
要求並びに行政評価等の結果に基づく関係行政機関に対する意見の通
知に係る資料の提出及び説明の要求に対する回答

官房長 大臣

9
行政評価等の結果に基づく関係行政機関に対する内容の通知に係る資
料の提出及び説明の要求又は行政評価等の結果に基づく勧告若しくは通
知に係るその後の状況の調査に対する回答

課長 官房長

10
総務省の所管に属する許認可等に係る審査基準目録及び標準処理期間
一覧等の制定、改廃

課長  課長

11 さわやかサービス運動の推進に関するもの 課長 課長

（官房参事官）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

官房参事官 官参
1

情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関する文書のうち重要
なもの

大臣官房総
括審議官

大臣

2
情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関する文書（重要なもの
及び軽微なものを除く。）

参事官
大臣官房総
括審議官

3
情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関する文書（軽微なもの
に限る。）

参事官 参事官

（行政管理局）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

行政管理局
共通

行管
1

総務省設置法第２５条第２項の規定に基づき管区行政評価局に分掌させ
る事務（行政管理局に係るものに限る。）に関すること

局長
行政評価局

総務課
局長

2
本省及び内閣官房からの指示に基づき行う業務のために必要な各行政
機関等への実施通知等に関すること

管区行政評
価局長、管区
行政評価支

局長、沖縄行
政評価事務
所長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、管区
行政評価支
局長、沖縄行
政評価事務
所長又は行
政評価事務
所長

3 総務省参与発令の秘書課への依頼に関する文書
企画調整課
長

企画調整課
長

行政情報シス
テム企画課

4 電子政府推進員に関すること 局長 局長

5 各省庁の情報関係の概算要求に関する意見書の提出に関すること 局長 局長

管理官 6 各年度の統一審査 大臣 大臣
7 行政管理局の所掌に係る閣議決定に基づく協議の承認に関すること 局長 大臣

8

総務省設置法第４条第７号に規定する独立行政法人又は特殊法人（総務
省設置法第４条第９号の法人をいう。以下同じ。）の新設又は廃止、役員
数の変更その他当該独立行政法人（独立行政法人通則法第２条第１項の
法人をいう。以下同じ。）に係る個別法、国立大学法人法（平成１５年法律
第１１２号）若しくは総合法律支援法（平成１６年法律第７４号）の定める制
度又は特殊法人に関する制度の変更について規定する法律案の協議の
承認に関すること（次号から第27号までに掲げるものを除く。）

大臣 大臣

9

当該年度の統一審査等において既に大臣の決裁を得ている独立行政法
人又は特殊法人の新設又は廃止、役員数の変更その他当該独立行政法
人に係る個別法、国立大学法人法若しくは総合法律支援法の定める制度
又は特殊法人に関する制度の変更について規定する法律案の協議の承
認に関すること

局長 大臣

10

前２号に掲げるもののほか、独立行政法人に係る個別法、国立大学法人
法若しくは総合法律支援法の定める制度又は特殊法人に関する制度の
変更のうち、法人の実質的な業務範囲、運営方法の変更を伴わないもの
について規定する法律案等の協議の承認に関すること

局長 大臣

11 独立行政法人評価制度委員会の庶務に関する文書のうち重要なもの 局長 局長
12 独立行政法人評価制度委員会の庶務に関する文書(重要なものを除く。） 管理官 管理官

13
独立行政法人通則法第28条の２第１項の規定による評価等の指針の策
定又は変更に関すること（軽微なものを除く。）

大臣 大臣

14
独立行政法人通則法第28条の２第１項の規定による評価等の指針の策
定又は変更に関すること（軽微なものに限る。）

局長 大臣

決裁処理番号

決裁処理番号

官房企画課
サイバーセ
キュリティ・情
報化推進室

決裁処理番号
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15
行政機関個人情報保護法第４９条及び独立行政法人等の保有する個人
情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第４８条の規定による
法律の施行状況の報告要求及び公表に関すること

局長 大臣

16
行政機関個人情報保護法第５０条の規定による資料提出及び説明の要
求に関すること

大臣 大臣

17 行政機関個人情報保護法第５１条の規定による意見に関すること 大臣 大臣

18
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政
令第５４８号。以下「行政機関個人情報保護法施行令」という。）第７条第２
号の総務大臣の定める事項に関すること

副大臣 大臣

19
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第２２条の送
付に要する費用の納付方法を定める省令（平成１８年総務省令第２８号）
の総務大臣が定める郵便切手に類する証票に関すること

局長 大臣

20
情報公開法第２３条及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関す
る法律（平成１３年法律第１４０号）第２４条の規定による法律の施行状況
の報告要求及び公表に関すること

局長 大臣

21

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成１２年政令第
４１号）第１３条第４項の送付に要する費用の納付方法を定める省令（平
成１８年総務省令第２７号）の総務大臣が定める郵便切手に類する証票に
関すること

局長 大臣

（行政評価局）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

総務課 評総

1 管区管理官会議の開催通知 課長

行政管理局
企画調整課、
同局行政情

報システム企
画課

局長

2 行政評価局関係予算地方経費の配分方針の決定及び通知 課長 官房会計課 課長

3
行政評価局関係予算地方経費に関すること（配分方針の決定及び通知を
除く。）

課長 課長

4 行政評価等プログラムの策定
大臣

企画課、政策
評価課、行政
相談企画課

5 「春秋の園遊会」及び「桜を見る会」招待者の推薦 局長 局長

6
行政評価等（地方支分部局が企画立案し、実施するものに限る。）の結果
に基づく関係行政機関に対する意見の通知

局長 評価監視官 局長

7
行政評価等（地方支分部局が企画立案し、実施するものに限る。）の結果
に基づく関係行政機関に対する内容の連絡

課長 課長

8
行政評価等（地方支分部局が企画立案し、実施するものに限る。）の結果
に基づく関係行政機関に対する意見の通知に係るその後の状況の調査

課長 局長

9
行政評価等（地方支分部局が企画立案し、実施するものに限る。）の実施
についての関係行政機関に対する通知

局長 大臣

企画課 評企
1

行政評価局が所掌する事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関
する文書のうち重要なもの

局長 関係各課 局長

2
行政評価局が所掌する事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関
する文書（重要なものを除く。）

課長 関係各課 課長

3 職員研修及び中央セミナーに係る経費執行計画 課長
総務課、官房
会計課

4 政策評価審議会の庶務に関する文書のうち重要なもの 局長 総務課 局長
5 政策評価審議会の庶務に関する文書（重要なものを除く。） 課長 課長

政策評価課 政評
1

政策評価に関する基本的事項の企画及び立案に関する文書のうち閣議
提出案件に関するもの

大臣 総務課 大臣

2
政策評価に関する基本的事項の企画及び立案に関する文書（閣議提出
案件に関するもの及び軽微なものを除く。）

局長 総務課 局長

3
政策評価に関する基本的事項の企画及び立案に関する文書（軽微なもの
に限る。）

課長 課長

4 政策評価に関する各府省の事務の総括に関する文書のうち重要なもの 局長 総務課 局長

5
政策評価に関する各府省の事務の総括に関する文書（重要なものを除
く。）

課長 課長

6
各行政機関が実施した政策評価の実施手続等の評価の実施形式におい
て確保されるべき客観性及び厳格性の達成水準等に関する審査等に関
するもの

局長 総務課 局長

7 政策評価の実施の必要性の認定、その通知等に関するもの 大臣 総務課 大臣
8 政策評価法第１５条第４項の規定による協力依頼のうち重要なもの 局長 総務課 局長
9 政策評価法第１５条第４項の規定による協力依頼（重要なものを除く。） 課長 課長

行政相談企
画課

相企
1 所掌事務に係る各種会議等に関する文書のうち重要なもの 局長

総務課、行政
相談管理官

局長

2
所掌事務に係る各種会議等に関する文書（重要なもの及び軽微なものを
除く。）

課長 総務課 局長

3 所掌事務に係る各種会議等に関する文書のうち軽微なもの 課長 課長

4 行政相談委員実費弁償金の執行等に関する文書 課長
5 行政相談関係業務特別事業の実施及び採択 課長
6 行政相談推進員の委嘱の協議 課長 総務課 局長
7 行政相談週間の実施に係る通知 局長 総務課 局長

8
行政相談に関する制度の運用、広報及び行事等の活動に係る各府省等
への協力依頼

局長 総務課 大臣

9
行政相談に関する制度の運用、広報及び行事等の活動に係る地方公共
団体の長等への協力依頼

局長 総務課 大臣

10 行政相談委員の委嘱、解嘱等 局長 総務課 局長
11 春秋の叙勲及び褒章の候補者（行政相談委員）の推薦 局長 総務課 局長

行政相談管
理官

相管 1 行政苦情救済推進会議の付議事案等苦情あっせんの処理に関する文書
のうち重要なもの

局長 総務課 局長

2 苦情あっせんの処理に関する文書（重要なものを除く。） 行政相談
管理官

行政相談
管理官

3 所掌事務に係る各種会議に関する文書のうち重要なもの
局長

総務課、行政
相談企画課

局長

４ 所掌事務に係る各種会議に関する文書（重要なものを除く。） 行政相談
管理官

総務課
局長

評価監視官 評監
1

政策評価法第１５条第１項の規定による資料の提出及び説明の要求又は
実地調査

局長 総務課 局長

決裁処理番号
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2 政策評価法第１５条第２項の規定による調査 局長 総務課 局長
3 政策評価法第１５条第３項の規定による調査及び意見聴取 局長 総務課 局長
4 政策評価法第１５条第４項の規定による協力依頼のうち重要なもの 局長 総務課 局長
5 政策評価法第１５条第４項の規定による協力依頼（重要なものを除く。） 評価監視官 評価監視官

6
政策評価法第１６条第１項及び第２項の規定による評価書の作成、送付
等

大臣 総務課 大臣

7 政策評価法第１７条第１項の規定による勧告及び公表 大臣 総務課 大臣
8 政策評価法第１７条第２項の規定による報告の要求 大臣 総務課 大臣
9 政策評価法第１７条第３項の規定による内閣総理大臣に対する意見具申 大臣 総務課 大臣

10 総務省設置法第６条第１項の規定による勧告 大臣 総務課 大臣

11
総務省設置法第６条第２項の規定による資料の提出及び説明の要求又
は実地調査

局長 総務課 局長

12 総務省設置法第６条第３項の規定による調査 局長 総務課 局長
13 総務省設置法第６条第４項の規定による調査及び意見聴取 局長 総務課 局長
14 総務省設置法第６条第５項の規定による協力依頼のうち重要なもの 局長 総務課 局長
15 総務省設置法第６条第５項の規定による協力依頼（重要なものを除く。） 評価監視官 評価監視官
16 総務省設置法第６条６項の規定による報告の要求 大臣 総務課 大臣
17 総務省設置法第６条第７項の規定による内閣総理大臣に対する意見具申 大臣 総務課 大臣
18 総務省設置法第６条第８項の規定による綱紀維持のための意見表明 大臣 総務課 大臣

19
行政評価等の結果に基づく関係行政機関に対する意見の通知並びにこ
れに係る資料の提出及び説明の要求

大臣 総務課 大臣

20
行政評価等の結果に基づく関係行政機関に対する内容の通知並びにこ
れに係る資料の提出及び説明の要求

局長 総務課 局長

21 行政評価等の結果に基づく勧告又は通知に係るその後の状況の調査 評価監視官 総務課 局長

22 行政評価等の実施計画の策定 評価監視官 総務課

23 行政評価等の実施についての関係行政機関に対する通知 局長 総務課 大臣

24 行政評価等に関し必要な資料の収集 評価監視官 評価監視官

25 行政評価等の結果報告書を政府刊行物として発行することの承認 評価監視官 総務課 局長
26 許認可等の統一的把握に関する文書 局長 総務課 局長

27
さわやか行政サービス運動について（昭和６３年１月２６日閣議決定）の実
施に係る各府省に対する通知等

局長 総務課 局長

28 さわやか行政サービス改善評価調査の結果の各府省に対する通知 副大臣 総務課 大臣

29
さわやか行政サービス改善評価調査の結果の関係行政機関に対する参
考送付

評価監視官 総務課 局長

30
政策評価法第１５条第１項の規定による資料の提出及び説明の要求又は
実地調査

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長

31 政策評価法第１５条第２項の規定による調査

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長

32 政策評価法第１５条第３項の規定による調査及び意見聴取

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長

33 政策評価法第１５条第４項の規定による協力依頼

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長

34
総務省設置法第６条第２項の規定による資料の提出及び説明の要求又
は実地調査

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長

35 総務省設置法第６条第３項の規定による調査

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長

36 総務省設置法第６条第４項の規定による調査及び意見聴取

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長
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37 総務省設置法第６条第５項の規定による協力依頼

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長

38
行政評価・監視の結果に基づく関係行政機関の地方支分部局等の長に
対する意見の通知並びにこれに係る資料の提出及び説明の要求

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事

務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務

所長

管区行政評
価局長、沖縄
行政評価事
務所長、四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所長

（自治行政局） 

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

行政課 行行 1 地方公共団体の組織及び運営の制度の企画及び立案 大臣

2
行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定による指定試験
機関の指定

局長 大臣

3 行政書士法第４条の３第１項の規定による指定試験機関の指定の公示 課長 官房総務課 大臣

4
行政書士法第４条の３第３項の規定による指定試験機関の名称等の変更
の公示

課長 官房総務課 大臣

5
行政書士法第４条の５第１項の規定による指定試験機関の役員の選任又
は解任の認可及び同条第２項の規定による指定試験機関の役員の解任
命令

局長 大臣

6
行政書士法第４条の６第３項の規定による指定試験機関の試験委員の解
任命令

局長 大臣

7
行政書士法第４条の８第１項の規定による指定試験機関の試験事務規程
の認可（変更の認可を含む。）及び同条第３項の規定による試験事務規程
の変更命令

局長 大臣

8
行政書士法第４条の９第１項の規定による指定試験機関の事業計画及び
収支予算の認可（変更の認可を含む。）

局長 大臣

9
行政書士法第４条の１１第１項の規定による指定試験機関の試験事務に
関し監督上必要な命令

局長 大臣

10
行政書士法第４条の１２第１項の規定による指定試験機関に対する報告
の徴収及び立入検査

局長 大臣

11
行政書士法第４条の１３第１項の規定による指定試験機関の試験事務の
休止又は廃止の許可

局長 大臣

12
行政書士法第４条の１３第４項の規定による指定試験機関の試験事務の
休止又は廃止の許可の通知及び公示

課長 官房総務課 大臣

13
行政書士法第４条の１４第１項の規定による指定試験機関の指定の取消
し、同条第２項の規定による指定試験機関の指定の取消し又は試験事務
の停止命令

局長 大臣

14
行政書士法第４条の１４第３項の規定による指定試験機関の指定の取消
し又は試験事務の停止命令の通知及び公示

課長 官房総務課 大臣

15
行政書士法第４条の１６第１項の規定による天災その他の事由により試
験事務の実施が困難となった場合の認定

局長 大臣

16 行政書士法第４条の１６第２項の規定による通知 課長 大臣

17
行政書士法第１８条の５において準用する同法第１６条の２の規定による
日本行政書士会連合会の会則の認可又は変更の認可

局長 大臣

18
行政書士法第１８条の４第５項の規定による日本行政書士会連合会の資
格審査会の委員の承認

局長 大臣

19
行政書士法第１８条の６の規定による日本行政書士会連合会に対する報
告の提出要求及び業務勧告

局長 大臣

住民制度課 行住

１

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「住基法」という。）第３０
条の１７第１項の規定による地方公共団体情報システム機構の本人確認
情報管理規程の認可（変更の認可を含む。）及び同条第２項の規定による
本人確認情報管理規程の変更命令

局長 大臣

2
住基法第３０条の１９の規定による地方公共団体情報システム機構の本
人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令

局長 大臣

3
住基法第３０条の２０第１項の規定による地方公共団体情報システム機構
に対する報告の徴収及び立入検査

局長 大臣

4
住基法第３０条の２３の規定による地方公共団体情報システム機構の本
人確認情報提供手数料等の額の認可

局長 大臣

5
住基法第３０条の３４の規定による地方公共団体情報システム機構の本
人確認情報開示手数料の額の認可

局長 大臣

6 住基法第３１条第２項の規定による市町村長に対する助言、勧告等 大臣 関係局部課 大臣

7
住基法第３１条第３項の規定による助言、勧告のための関係大臣への協
議

大臣 関係局部課 大臣

8 住基法第３３条第２項の規定による住民の住所の決定 大臣 関係局部課 大臣
9 住基法第３３条第３項の規定による住民の住所の決定の通知 課長 関係局部課 大臣

10
住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号。以下「住表法」とい
う。）第１２条の規定による住居表示の実施についての必要な技術的基準
の策定

大臣 大臣

11 住表法第１０条第２項の規定による市町村の住居表示の実施の勧告 局長 大臣

12
住表法第１０条第３項の規定による市町村が処理する事務についての報
告の要求又は技術的な援助若しくは助言

局長 大臣

13 住表法に基づく住居表示についての実施地域の告示 課長 官房総務課 大臣

14
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する
法律（平成１４年法律第１５３号。以下「公的個人認証法」という。）第１７条
第１項第５号の規定による特定認証業務を行う者の認定

局長 大臣

15
公的個人認証法第１７条第１項第６号の規定による署名利用者が電子署
名を行ったこと又は利用者証明利用者が電子利用者証明を行ったことの
確認を行う者の認定

局長 大臣

16 公的個人認証法第17条第２項の規定による認定の更新 課長 大臣
17 公的個人認証法第１７条第３項の規定による認定の取消し 局長 大臣

18
公的個人認証法第38条の２第１項の規定による特定利用者証明検証者
の認可

局長 大臣

19 公的個人認証法第38条の２第４項の規定による変更の認可 課長 大臣

決裁処理番号
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20 公的個人認証法第38条の２第６項の規定による認可の取消し 局長 大臣

21
公的個人認証法第３９条第１項の規定による地方公共団体情報システム
機構の認証事務管理規程の認可（変更の認可を含む。）及び同条第２項
の規定による認証事務管理規程の変更命令

局長 大臣

22
公的個人認証法第４２条の規定による地方公共団体情報システム機構の
認証事務の実施に関し監督上必要な命令

局長 大臣

23
公的個人認証法第４３条の規定による地方公共団体情報システム機構に
対する報告の徴収及び立入検査

局長 大臣

24
公的個人認証法第６０条の規定による地方公共団体情報システム機構の
認証業務情報開示請求手数料の額の認可

局長 大臣

25
公的個人認証法第６３条第２項の規定による署名用電子証明書又は利用
者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限違反行為の中止等の勧
告及び同条第３項の規定による命令

局長 大臣

26
公的個人認証法第６４条の規定による署名用電子証明書又は利用者証
明用電子証明書の発行の番号の利用制限違反に関する報告の徴収及び
立入検査

局長 大臣

27
公的個人認証法第６６条第１項の規定による同法第１７条第１項第５号又
は第６号により総務大臣が認定した者に対する報告の徴収

局長 大臣

28
公的個人認証法第６７条の規定による地方公共団体情報システム機構の
手数料の額の認可（変更の認可を含む。）

局長 大臣

29
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する
法律施行令（平成15年政令第408号）第９条の２第１項の規定による変更
の認定

課長 大臣

30
地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第5条第2項の
規定による定款の変更認可

局長 大臣

31
地方公共団体情報システム機構法第12条第5項の規定による監事からの
意見の提出の処理

課長 供覧

32
地方公共団体情報システム機構法第13条第3項の規定による役員の任命
及び同法第16条第4項の規定による役員の解任に係る届出の処理

局長 供覧

33
地方公共団体情報システム機構法第23条第1項の規定による業務方法書
の届出の処理

局長 供覧

34
地方公共団体情報システム機構法第28条第2項の規定による予算等の届
出の処理

局長 供覧

35
地方公共団体情報システム機構法第30条第1項及び第2項の規定による
財務諸表等の提出の処理

局長 供覧

36
地方公共団体情報システム機構法第31条の規定による会計規程の届出
の処理

課長 供覧

37
地方公共団体情報システム機構法第34条第1項の規定による報告及び検
査

局長 大臣

38
地方公共団体情報システム機構法第35条第1項の規定による違法行為等
の是正

事務次官 大臣

外国人住民
基本台帳室

行外
1 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関する企画及び立案 大臣

市町村課 行市 1 自治法第７条第２項の規定による市の廃置分合の協議 大臣 大臣
2 自治法第８条第３項の規定による町村を市とする処分等の協議 大臣 大臣

3
自治法第２５２条の２第４項、第２５２条の７第３項及び第２５２条の１４第３
項の規定による協議会の設置、機関の共同設置及び事務の委託の勧告

大臣 大臣

4 自治法第３１８条の規定による事務の委託の勧告 大臣 大臣

5
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「自治令」という。）第６
条の規定による事務の承継の決定

大臣 大臣

6
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例
に関する法律（昭和３９年法律第１０６号。以下「大規模法」という。）第２条
第３項の規定による告示

大臣 大臣

7 大規模法第３条の規定による設置選挙の指定する日 大臣 関係局部課 大臣

8
自治法第２８４条第３項の規定による広域連合で数都道府県が加入する
ものの設置の許可

大臣 大臣

9
自治法第２８４条第２項及び第２８４条第３項の規定による一部事務組合
及び広域連合（数都道府県が加入するものを除く。）の設置の許可

事務次官 大臣

10 自治法第２９１条の１０第１項の規定による広域連合の解散の許可 事務次官 大臣

11
自治法第２９３条の規定による市町村及び特別区の組合で数都道府県に
わたるものの設立の許可又は解散の許可

事務次官 大臣

12 自治法第３条第５項の規定による地方公共団体の名称の変更の告示等 局長 官房総務課 大臣

13
自治法第７条第３項の規定による都道府県の境界にわたる市町村の境界
変更

局長 大臣

14
自治法第７条第３項の規定による都道府県の境界にわたる市町村の設置
を伴う市町村の廃置分合の決定及び自治法第７条第４項の規定による当
該市町村の属すべき都道府県の決定

大臣 大臣

15
自治法第７条第７項の規定による市町村の廃置分合及び境界変更（人口
異動を伴うものに限る。）の告示等

局長 官房総務課 大臣

16
自治法第７条第７項の規定による市町村の境界変更（人口異動を伴うも
のを除く）の告示等

課長 官房総務課 大臣

17 自治法第７条の２第３項の規定による所属未定地域の編入の告示 局長 官房総務課 大臣

18
自治法第８条第３項の規定による町村を市とする処分等の告示等又は村
を町とする処分等の告示等

局長 官房総務課 大臣

19 自治法第８条の２第４項及び第５項の規定による報告の処理等 局長 大臣

20
自治法第９条第６項（同法第９条の２第６項、第９条の３第６項において準
用される場合を含む。）の規定による市町村の境界の確定の告示等

局長 官房総務課 大臣

21
自治法第９条の３第２項の規定により公有水面のみに係る市町村の境界
変更で都道府県の境界にわたるものの決定

局長 大臣

22 自治法第２５９条第４項前段の規定による郡の区域の変更等の告示等 局長 官房総務課 大臣

23
自治法第２８６条第１項及び第２９１条の３第１項の規定による一部事務組
合及び広域連合の規約等の変更の許可

局長 大臣

24
自治法第２８５条の２第３項、第２９１条の３第６項及び第２９１条の１０第４
項の規定による広域連合の設置等の告示及び関係行政機関への通知
（都道府県知事からの報告に係るものを除く。）

局長 官房総務課 大臣

25
自治法第２８５条の２第３項、第２９１条の３第６項及び第２９１条の１０第４
項の規定による広域連合の設置等の関係行政機関への通知（都道府県
知事からの報告に係るものに限る。）

課長 大臣

26
自治法第２９３条の規定による市町村及び特別区の組合で数都道府県に
わたるものの規約等の変更の許可

局長 大臣

27 自治令第１７８条第３項の規定による町村の属する郡の告示等 局長 官房総務課 大臣
28 自治令第２１８条の規定による告示等 局長 官房総務課 大臣
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29
自治法第７条第７項の規定による市町村の境界変更（人口異動を伴うも
のを除く）の告示等

課長 官房総務課 大臣

30
旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第１６条及
び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第５８条
の規定による助言、情報の提供に関する企画、立案及び総合調整

局長 大臣

31 自治法第２５２条の２２第１項の規定による中核市の指定に関する企画、
立案及び総合調整 局長 大臣

行政経営支
援室

行経
1

地方公共団体の行政改革の推進のための支援及び情報の提供に関する
企画、立案及び総合調整

局長 大臣

2 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第７条の規定による地方
独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人及び同法第
８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）の設立認可（特
定地方独立行政法人に係る認可の場合を除く。）

事務次官 大臣

3 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第７条の規定による地方
独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人及び同法第
８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）の設立認可（特
定地方独立行政法人に係る認可の場合に限る）

事務次官 公務員課 大臣

4 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第８８条第１項第１号の
規定による地方独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学
法人及び同法第８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）
の解散認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場合を除く。）

事務次官 大臣

5 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第８８条第１項第１号の
規定による地方独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学
法人及び同法第８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）
の解散認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場合に限る。）

事務次官 公務員課 大臣

6 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１０８条第１項の規定
による地方独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人
及び同法第８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）の吸
収合併認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場合を除く。）

事務次官 大臣

7 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１０８条第１項の規定
による地方独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人
及び同法第８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）の吸
収合併認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場合に限る。）

事務次官 公務員課 大臣

8 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１１２条第１項の規定
による地方独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人
及び同法第８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）の新
設合併認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場合を除く。）

事務次官 大臣

9 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１１２条第１項の規定
による地方独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人
及び同法第８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）の新
設合併認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場合に限る。）

事務次官 公務員課 大臣

10 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第８条第２項の規定によ
る地方独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人及び
同法第８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）の定款の
変更認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場合を除く。）

局長 大臣

11 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第８条第２項の規定によ
る地方独立行政法人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人及び
同法第８１条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。）の定款の
変更認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場合に限る。）

局長 公務員課 大臣

地域政策課 行政 1 地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案 大臣

2
地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案のうち法
令等の制度に係るものその他の特に重要なもの

大臣

3
地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案（特に重
要なものを除く。）並びに実施のうち重要なもの

地域力創造
審議官

大臣

4 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの実施のうち軽微なもの 課長 課長

5 都道府県知事会議の開催の通知に関する文書
地域力創造

審議官
大臣

6 都道府県知事会議に係る経費支出伺等の庶務に関する文書 課長 課長

7
国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整のうち、大臣、副
大臣、政務官及び次官等が参画する会議に関するものその他の特に重
要なもの

副大臣 関係局部課 大臣

8
国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整のうち、局長等
が参画する会議に関するものその他の重要なもの

地域力創造
審議官

関係局部課 大臣

9
国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整のうち、課長等
が参画する会議に関するものその他の軽微なもの

課長 課長

10
株式会社地域経済活性化支援機構法第４条第２項及び株式会社東日本
大震災事業者再生支援機構法第４条第２項の規定による募集株式を引き
受ける者の募集の認可

地域力創造
審議官

大臣

11
株式会社地域経済活性化支援機構法第９条及び株式会社東日本大震災
事業者再生支援機構法第９条の規定による機構の設立の認可

大臣 大臣

12
株式会社地域経済活性化支援機構法第１０条及び株式会社東日本大震
災事業者再生支援機構法第１０条の規定による設立時取締役及び設立
時監査役の選任及び解任の認可

大臣 大臣

13
株式会社地域経済活性化支援機構法第１３条及び株式会社東日本大震
災事業者再生支援機構法第１３条の規定による取締役及び監査役の選
任及び解任の決議の認可

副大臣 大臣

14
株式会社地域経済活性化支援機構法第１７条第５項の規定による地域経
済活性化支援委員会の委員の選定及び解職の決議の認可

副大臣 大臣

15
株式会社地域経済活性化支援機構法第２１条及び株式会社東日本大震
災事業者再生支援機構法第１５条の規定による定款の変更の決議の認
可

副大臣 大臣

16
株式会社地域経済活性化支援機構法第２２条第２項及び株式会社東日
本大震災事業者再生支援機構法第１６条第２項の規定による機構の目的
を達成するために必要な業務の認可

地域力創造
審議官

大臣

17
株式会社地域経済活性化支援機構法第２５条第１項の規定による地域経
済の再建等に甚大な影響を及ぼすおそれがあることの認定

大臣 大臣

18
株式会社地域経済活性化支援機構法第２５条第８項及び株式会社東日
本大震災事業者再生支援機構法第１９条第７項の規定による支援決定期
間の延長の認可

地域力創造
審議官

大臣
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19

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律附則第２条第３項
の規定によりなお従前の例によることとされた、同法による改正前の株式
会社企業再生支援機構法第３３条第２項に規定する場合について準用す
る２５条第８項の規定による再生支援の決定に係る事業所管大臣への意
見の陳述

課長 大臣

20
株式会社地域経済活性化支援機構法第３２条の２第７項の規定による特
定支援決定期間の延長の認可

地域力創造
審議官

大臣

21
株式会社地域経済活性化支援機構法第３２条の９第６項の規定による特
定信託引受決定期間の延長の認可

地域力創造
審議官

大臣

22
株式会社地域経済活性化支援機構法第３２条の１０第５項の規定による
特定出資決定期間の延長の認可

地域力創造
審議官

大臣

23

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律附則第２条第３項
の規定によりなお従前の例によることとされた、同法による改正前の株式
会社企業再生支援機構法第３３条第１項の規定による債権等の譲渡その
他の処分の決定に係る意見の陳述

地域力創造
審議官

大臣

24
株式会社地域経済活性化支援機構法第３９条及び株式会社東日本大震
災事業者再生支援機構法第３３条の規定による予算の認可

地域力創造
審議官

大臣

25
株式会社地域経済活性化支援機構法第４１条及び株式会社東日本大震
災事業者再生支援機構法第３５条の規定による剰余金の配当その他の
剰余金の処分の決議の認可

地域力創造
審議官

大臣

26
株式会社地域経済活性化支援機構法第４２条及び株式会社東日本大震
災事業者再生支援機構法第３６条の規定による財務諸表の承認

地域力創造
審議官

大臣

27
株式会社地域経済活性化支援機構法第４３条第１項及び株式会社東日
本大震災事業者再生支援機構法第３９条第１項の規定による資金の借入
及び社債の発行の認可

地域力創造
審議官

大臣

28
株式会社地域経済活性化支援機構法第４５条第２項及び株式会社東日
本大震災事業者再生支援機構法第４１条第２項の規定による監督上必要
な命令

地域力創造
審議官

大臣

29
株式会社地域経済活性化支援機構法第４６条第１項及び株式会社東日
本大震災事業者再生支援機構法第４２条第１項の規定による報告及び検
査

地域力創造
審議官

大臣

30
株式会社地域経済活性化支援機構法第４８条及び株式会社東日本大震
災事業者再生支援機構法第４４条の規定による合併、分割又は解散の決
議の認可

大臣 大臣

31
株式会社地域経済活性化支援機構法第６０条及び株式会社東日本大震
災事業者再生支援機構法第５８条の規定による課税の特例措置を受ける
ための証明書類の交付

課長 大臣

32
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法附則第３条の規定による
買取価格の算定に関する指針の作成

地域力創造
審議官

大臣

33 産業競争力強化法第１１３条の規定による創業支援事業計画の認定
地域力創造

審議官
関係局部課 大臣

34
産業競争力強化法第１１４条の規定による創業支援事業計画の変更の認
定又は認定の取消し

地域力創造
審議官

関係局部課 大臣

地域情報政
策室

行情
1

地方自治に係る調査及び統計の作成についての関係部局の調整のうち
重要なもの

地域力創造
審議官

2
地方自治に係る調査及び統計の作成についての関係部局の調整のうち
軽微なもの

室長

3
地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の
調整のうち重要なもの

地域力創造
審議官

4
地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の
調整のうち軽微なもの

室長

5
地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの
整備及び管理のうち重要なもの

地域力創造
審議官

6
地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの
整備及び管理のうち軽微なもの

室長

7
地方自治に係る政策（情報化に係るものに限る。）の企画及び立案並びに
公文書類に関する意見についての関係部局の調整のうち重要なもの

地域力創造
審議官

8
地方自治に係る政策（情報化に係るものに限る。）の企画及び立案並びに
公文書類に関する意見についての関係部局の調整のうち軽微なもの

室長

国際室 行国
1

地方自治に係る政策（国際関係に係るものに限る。）の企画及び立案のう
ち法令等の制度に係るものその他の特に重要なもの

大臣

2
地方自治に係る政策（国際関係に係るものに限る。）の企画及び立案（特
に重要なものを除く。）並びに実施及び国際協定に関する関係部局の調
整のうち重要なもの

大臣官房総
括審議官

大臣官房総
括審議官

3
地方自治に係る政策（国際関係に係るものに限る。）の実施及び国際協定
に関する関係部局の調整のうち軽微なもの

室長 室長

4
地方自治に係る国際協力に関するものの企画及び立案のうち法令等の
制度に係るものその他の特に重要なもの

大臣

5
地方自治に係る国際協力に関するものの企画及び立案（特に重要なもの
を除く。）並びに実施のうち重要なもの

大臣官房総
括審議官

大臣官房総
括審議官

6 地方自治に係る国際協力に関するものの実施のうち軽微なもの 室長 室長

7 地方公務員の外国出張に関する外部への依頼 室長
大臣官房総
括審議官

地域自立応
援課

行応
1

地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振
興に関する施策への支援に係るものの企画及び立案のうち法令等の制
度に係るものその他の特に重要なもの

大臣 大臣

2
地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振
興に関する施策への支援に係るものの企画及び立案（特に重要なものを
除く。）並びに実施のうち重要なもの

地域力創造
審議官

地域力創造
審議官

3
地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振
興に関する施策への支援に係るものの実施のうち軽微なもの

課長 課長

人材力活性
化・連携交流

行人
1

人材力の活性化及び国、地方公共団体、非営利活動法人、民間等の連
携に係るものの企画及び立案並びに実施のうち重要なもの

地域力創造
審議官

地域力創造
審議官

室
2

人材力の活性化及び国、地方公共団体、非営利活動法人、民間等の連
携に係るものの実施のうち軽微なもの

室長 室長

3
地域間交流並びに他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立
案並びに実施のうち重要なもの

地域力創造
審議官

地域力創造
審議官

4
地域間交流並びに他の地域からの移住の促進に係るものの実施のうち
軽微なもの

室長 室長

地域振興室 行地
1

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号。以下「公拡
法」という。）第１０条第２項の規定による土地開発公社の設立認可

事務次官 大臣

2 公拡法第２２条第１項の規定による土地開発公社の解散認可 事務次官 大臣
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3 公拡法第１４条第２項の規定による定款の変更の認可
地域力創造

審議官
大臣

4
公拡法第１９条第２項の規定による業務及び資産の状況報告の聴取又は
業務状況等に関する立入検査

地域力創造
審議官

大臣

5
公拡法第１９条第５項の規定による設立団体に対する業務命令等の措置
要求

地域力創造
審議官

大臣

6 地方行政連絡会議事務局長会議の開催
地域力創造

審議官
官房秘書課 大臣

7
地域開発関係法令の規定に基づく国の基本方針の決定又は改定（軽微
な改定を除く。）その他の特に重要なもの

事務次官 関係局部課 大臣

8
地域開発関係法令の規定に基づく国の基本方針の軽微な改定、地方公
共団体が作成する基本計画等に対する同意その他の重要なもの

地域力創造
審議官

関係局部課 大臣

9
地域開発関係法令の規定に基づく関係行政機関への通知その他の軽微
なもの

室長 関係局部課 大臣

過疎対策室 行過
1

過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに実施の
うち重要なもの

地域力創造
審議官

地域力創造
審議官

2 過疎対策に係る地域の振興に関するものの実施のうち軽微なもの 室長 室長

3
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２条第２項の
規定による過疎地域の市町村の公示

地域力創造
審議官

官房総務課 大臣

4
過疎地域自立促進特別措置法第５条第４項の規定による自立促進方針
の策定に係る同意並びに都道府県及び関係行政機関の長との協議

地域力創造
審議官

大臣

5
過疎地域自立促進特別措置法第６条第５項の規定による市町村計画の
受理（第６条第７項において準用する場合を含む。）

地域力創造
審議官

6
過疎地域自立促進特別措置法第６条第６項の規定による関係行政機関
の長への市町村計画の内容の通知及び関係行政機関の長の意見の受
理（第６条第７項及び第７条第５項において準用する場合を含む。）

地域力創造
審議官

大臣

7
過疎地域自立促進特別措置法第７条第１項の規定による都道府県計画
の受理（第７条第４項において準用する場合を含む。）

地域力創造
審議官

8
過疎地域自立促進特別措置法第８条の規定による関係行政機関の長に
対する協力の要請

地域力創造
審議官

大臣

9
過疎地域自立促進特別措置法第９条の規定による関係地方公共団体に
ついての調査

地域力創造
審議官

大臣

10
過疎地域自立促進特別措置法施行令（平成１２年政令第１７５号）附則第
３条第１項の規定による特定市町村の公示

地域力創造
審議官

官房総務課 大臣

11
過疎地域自立促進特別措置法施行令附則第３条第５項の規定により過
疎地域自立促進特別措置法附則第５条第２項の規定が適用される市町
村の公示

地域力創造
審議官

官房総務課 大臣

12
過疎地域自立促進特別措置法施行令附則第４条第１項の規定により特
定市町村の区域とみなされる区域の公示

地域力創造
審議官

官房総務課 大臣

公務員部公
務員課

行公

1
地方公務員に関する制度の企画及び立案（給与能率推進室、女性活躍・
人材活用推進室、応援派遣室、安全厚生推進室及び福利課の所掌に属
するものを除く。）

大臣

2
自治法第４条の２第３項の規定による特別の日を地方公共団体の休日と
するための協議

局長 関係局部課 大臣

公務員部給
与能率推進
室

行給
1 地方公務員の給与、定数及び研修に関する制度の企画及び立案 大臣

2
地方公務員給与実態調査に関する統計法第９条又は第１１条の規定に基
づく実施並びに変更及び中止の承認申請

局長 大臣

3
地方公務員給与実態調査規則（昭和３３年総理府令第５７号）の規定に基
づく決定及び指定に関する文書

部長 関係局部課 大臣

4 地方公務員給与実態調査補充調査の調査票様式及び調査要領の決定 部長 関係局部課
5 地方公務員給与実態調査補充調査の集計結果表の作成 部長

公務員部女
性活躍・人材
活用推進室

行女
1 高齢社会に対応する人事行政に関する事項の企画、立案及び総合調整 大臣

2 地方公務員の人事評価に関する制度の企画及び立案 大臣

3
地方公務員の女性職員の活躍及び多様な人材の活用推進に関する事項
の企画及び立案

大臣

公務員部応
援派遣室

行派
1

災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画、立案及び総合
調整のうち特に重要なもの

大臣 大臣

2
災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画、立案及び総合
調整のうち重要なもの

部長 部長

3
災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画、立案及び総合
調整のうち軽微なもの

室長 室長

4 災害マネジメント総括支援員等の登録及び登録抹消に関すること 部長 部長

公務員部福
利課

行福
1 地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案 大臣

2 地方議会議員及び地方団体関係団体職員の年金制度の企画及び立案 大臣

3

地方公務員等共済組合法施行令（昭和３７年政令第３５２号。以下「地共
令」という。）、地方公務員等共済組合法施行規則（昭和３７年自治省令第
２０号。以下「地共則」という。）及び地方公務員等共済組合法施行規程
（昭和３７年総理府、文部、自治省令第１号。以下「地共程」という。）の規
定による運用方針の決定

局長 大臣

4

地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下「地共法」とい
う。）第１４４条の２７第５項の規定による地方公務員共済組合（以下この
項において「組合」という。）又は全国市町村職員共済組合連合会（以下こ
の項において「市町村連合会」という。）若しくは地方公務員共済組合連合
会に対する業務命令

副大臣 大臣

5

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律（平成23年法律第56
号。以下「平成23年改正法」という。）附則第23条第１項の規定によりなお
その効力を有することとされた平成23年改正法による改正前の地共法第
170条第４項の規定による存続共済会（平成23年改正法附則第23条第１
項第３号に規定する存続共済会をいう。以下同じ。）に対する業務命令

副大臣 大臣

6
地共令附則第４１条第１項の規定による都市職員共済組合の設置に係る
承認

局長 大臣
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7
地共令附則第４４条第１項の規定による短期給付に関する規定を適用し
ないことについての承認

局長 大臣

8 地共令附則第７３条第２項又は第３項の規定による追加費用の告示 局長 大臣
9 地共法第５条第３項の規定による組合の定款の変更の認可 局長 大臣

10
地共法第５条第４項の規定による組合の定款変更の認可に係る内閣総理
大臣又は文部科学大臣からの協議

課長 大臣

11
地共法第５条第５項の規定による組合の定款変更の認可に係る協議に係
る財務大臣の意見の聴取

課長 大臣

12 地共法第２８条第２項の規定による市町村連合会の定款の変更の認可 局長 大臣

13
地共法第３８条の３第２項の規定による地方公務員共済組合連合会の定
款の変更の認可

局長 大臣

14
地共法第３８条の３第３項の規定による地方公務員共済組合連合会の定
款変更の認可に係る財務大臣の意見の聴取

課長 大臣

15
地共法第３８条の３第４項の規定による地方公務員共済組合連合会の定
款変更の認可に係る内閣総理大臣及び文部科学大臣との協議

課長 大臣

16 地共法第１２２条の規定による地方財政審議会への意見の聴取 局長 大臣

17
平成23年改正法附則第23条第１項の規定によりなおその効力を有するこ
ととされた平成23年改正法による改正前の地共法第152条第２項の規定
による存続共済会の定款の変更の認可

局長 大臣

18 地共令第２３条の２の規定による附加給付の基準の決定 局長 大臣

19
地共令附則第３０条の２の２第１項の規定により総務大臣が認定する特別
調整組合の決定

局長 大臣

20
地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政
令（昭和５３年政令第２５号。以下「財形令」という。）第２条第１号の規定に
よる総務大臣が定める者の決定

局長 大臣

21
財形令第３条第１項の規定による財産形成事業に係る基本計画の作成又
は変更

局長 大臣

22
財形令第３条第２項の規定による財産形成事業に係る基本計画の作成又
は変更に係る内閣総理大臣又は文部科学大臣との協議

課長 大臣

23
財形令第４条第３項及び第７条の規定による財産形成事業に係る貸付け
の条件等の決定

局長 大臣

24
財形令第７条の規定による財産形成事業に係る分譲及び貸付けの条件
等の決定に係る内閣総理大臣又は文部科学大臣との協議

課長 大臣

25
国民年金法（昭和34年法律第141号）第94条の５第１項及び第２項並びに
国民年金法施行規則（昭和35年厚生省令第12号）第82条の８の規定によ
る基礎年金拠出金等に係る厚生労働大臣への報告

課長 大臣

26
厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第84条の８第１項から第３項及
び厚生年金保険法施行規則（昭和29年厚生省令第37号）第88条の９の規
定による厚生年金拠出金等に係る厚生労働大臣への報告

課長 大臣

27

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政
令（昭和６１年政令第５４号。以下「昭和６１年経過措置政令」という。）第６
２条の６の規定により読み替えられた国民年金法施行令（昭和３４年政令
第１８４号）第１１条の４第６項及び昭和６１年経過措置政令第５９条第１項
の規定による基礎年金拠出金等に係る厚生労働大臣からの協議

課長 大臣

28
厚生年金保険法施行令（昭和29年政令第110号）第４条の２の５第２項及
び第８条の８第１項の規定により読み替えられた第４条の２の11第２項の
規定による厚生年金拠出金等に係る厚生労働大臣からの協議

課長 大臣

29

地共程第12条第２項第２号（地共則第11条の４第２項、第11条の16第２項
又は第12条の８第１項（地共程附則第１条の２第３項の規定により読み替
える場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定による利率の
決定

局長 大臣

30

地共程第13条第１項第２号（地共則第11条の４第２項、第11条の16第２項
又は第12条の８第１項（地共程附則第１条の２第３項の規定により読み替
える場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定による利率の
決定

局長 大臣

31
地共程第13条第１項第２号の規定による利率の決定に係る内閣総理大臣
又は文部科学大臣からの協議

課長 大臣

32

地共程附則第３条の３（地共則第１１条の４第２項、第１１条の１６第２項、
第１２条の８第１項又は地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改
正する省令（平成23年総務省令第52号。以下「平成23年改正省令」とい
う。）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有することとされた平
成23年改正省令第１条の規定による改正前の地共則第１６条の４第１項
において準用する準用する場合を含む。）の規定による利率の決定

局長 大臣

33
地共程附則第３条の３の規定による利率の決定に係る内閣総理大臣又は
文部科学大臣からの協議

課長 大臣

34 地共法第２３条第１項の規定による組合の借入金の承認 部長 大臣

35
地共法第３５条（地共法第３８条の９第１項において準用する場合を含
む。）の規定による市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の借入
金の承認

部長 大臣

36
平成23年改正法附則第23条第１項の規定によりなおその効力を有するこ
ととされた平成23年改正法による改正前の地共法第156条の５の規定に
よる存続共済会の借入金の承認

部長 大臣

37
地共法第１４４条の２８第１項の規定による保険医療機関に対する検査実
施の通知

部長 局長

38 地共令第８条第３号に掲げることの指示 課長 課長

39
地共令第１６条第３項（地共令第２０条又は第２１条の３において準用する
場合を含む。）又は第４項の規定による不動産の取得に係る承認

部長 大臣

40

地共令第１６条第３項（地共令第２０条又は第２１条の３において準用する
場合を含む。）又は第４項の規定による不動産取得以外の資金運用若しく
は有価証券運用又は有価証券信託のうち運用方法を特定するものに係る
承認

課長 大臣

41
地共令第16条の２第１項第１０号（地共令第２０条又は第２１条の３におい
て準用する場合を含む。）の規定による不動産の取得に係る承認

部長 大臣

42
厚生年金保険法第79条の４第３項の規定による積立金基本指針の変更
及び同条第６項の規定による積立金基本指針の公表

部長 大臣

43 厚生年金保険法第79条の４第４項の規定による厚生労働大臣からの協議 課長 大臣

44
地共法第１１２条の３第１項の規定による積立金基本指針の内閣総理大
臣及び文部科学大臣への通知

課長 大臣

45
厚生年金保険法第79条の８第２項の規定による業務概況書の評価及び
公表

部長 大臣
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46

地共法法第１１２条の１５第２項（被用者年金制度の一元化等を図るため
の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第６３号。以
下「一元化法」という。）附則第７５条の３において準用する場合を含む。）
の規定による業務概況書の内閣総理大臣及び文部科学大臣への通知

課長 大臣

47
厚生年金保険法第79条の９第１項の規定による評価報告書の作成及び
公表

部長 大臣

48
厚生年金保険法第79条の９第２項又は第４項の規定による厚生労働大臣
からの協議

課長 大臣

49
厚生年金保険法第７９条の６第４項の規定による管理運用主体の管理運
用の方針の承認

部長 大臣

50
地共法第１１２条の３第４項の規定による地方公務員共済組合連合会の
管理運用の方針の承認に係る内閣総理大臣及び文部科学大臣との協議

課長 大臣

51 地共法第１１２条の４第３項の規定による実施機関の基本方針の承認 部長 大臣

52
地共法第１１２条の４第４項の規定による実施機関の基本方針の承認に
係る主務大臣からの協議

課長 大臣

53
地共法第１１２条の４第５項の規定による実施機関の基本方針の承認に
係る地方公務員共済組合連合会の意見の聴取

課長 大臣

54
地共法第１１２条の１０第４項の規定（一元化法附則第７５条の３において
準用する場合を含む。）による地方公務員共済組合連合会の管理運用の
方針の承認

部長 大臣

55

地共法第１１２条の１０第５項の規定（一元化法附則第７５条の３において
準用する場合を含む。）による地方公務員共済組合連合会の管理運用の
方針の承認に係る財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣との
協議

課長 大臣

56
地共法第１１２条の１１第３項（一元化法附則第７５条の３において準用す
る場合を含む。）の規定による管理運用機関の基本方針の承認

部長 大臣

57
地共法第１１２条の１１条第４項（一元化法附則第７５条の３において準用
する場合を含む。）の規定による管理運用機関の基本方針の承認に係る
主務大臣からの協議

課長 大臣

58
地共済法第１１２条の１１第５項（一元化法附則第７５条の３において準用
する場合を含む。）の規定による管理運用機関の基本方針の承認に係る
地方公務員共済組合連合会の意見の聴取

課長 大臣

59
地共令第２８条第３項の規定による長期給付に要する費用の算定方法の
決定

部長 局長

60
地共令第２８条第４項の規定による長期給付に要する費用の算定方法の
決定に係る財務大臣の意見の聴取

部長 大臣

61 地共則第５条第１項第２号の規定による条例改正の基準 部長 大臣

62
地共法第１４４条の２７第４項の規定による組合又は市町村連合会若しく
は地方公務員共済組合連合会の監査の実施

部長 局長

63
平成23年改正法附則第23条第１項の規定によりなおその効力を有するこ
ととされた平成23年改正法による改正前の地共法第170条第３項の規定
による存続共済会の監査の実施

部長 局長

64
地方公務員共済組合の理事長印の証明及び主たる事務所の所在地変更
の証明

課長 大臣

65
地共令第１６条第１項第３号に掲げる信託のうち運用方法を特定するもの
の信託金の運用組入対象及びその割合の特例の適用を受ける共済組合
等の認定

課長 大臣

66 地共令第２７条第７項の規定による給付制限の割合の特例に関する協議 課長 大臣

67
地共令附則第３０条の２の規定による短期給付財政調整事業に係る調整
掛金率の承認及び調整組合の承認

課長 大臣

68

地共程第７条第１項の規定による総務大臣が定める業務経理へ繰り入れ
る金額の決定及び同条３項の規定による承認（地共則第１１条の４第２
項、第１１条の１６第２項又は第１２条の８第１項（地共程附則第１条の２第
３項の規定において読み替える場合を含む。）において準用する場合を含
む。）

課長 大臣

69

地共程第７条第２項（地共程附則第１条の２第３項の規定において読み替
える場合を含む。）の規定による主務大臣が定める業務経理へ繰り入れ
る金額の決定及び同条４項の規定による承認に係る内閣総理大臣又は
文部科学大臣からの協議

課長 大臣

70 地共則第１２条の３第３項の規定による経理単位の設定 課長 大臣

71
平成23年改正省令附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有する
こととされた平成23年改正省令第１条の規定による改正前の地共則第１４
条第３項の規定による存続共済会の資金運用に係る承認

課長 大臣

72
地共則第１２条の８第２項の規定による地方職員共済組合の財務の様式
の制定

課長 大臣

73
平成23年改正省令第３条第１項の規定によりなおその効力を有することと
された平成23年改正省令第１条の規定による改正前の地共則第１６条の
４第２項の規定による存続共済会の財務の様式の制定

課長 大臣

74 地共則附則第５条の５第１項の規定による財形経理の勘定科目の設定 課長 大臣
75 地共則附則第６条の３の規定による財形経理の勘定科目の制定 課長 大臣
76 地共程第６条第２項の規定による経理単位の設定 課長 大臣

77

地共程第１５条、第１６条、第５８条第３項又は第８６条第２項（地共則第１
１条の４第２項、第１１条の１６第２項又は第１２条の８第１項において準用
する場合を含む。）の規定による債権放棄、資産交換等、勘定科目の設定
又は別途積立金の取崩し

課長 大臣

78

平成23年改正省令第３条第１項の規定によりなおその効力を有することと
された平成23年改正省令第１条の規定による改正前の地共則第12条の８
第１項において準用する地共程第15条、第16条、第58条第３項又は第86
条第２項の規定による債権放棄、資産交換等、勘定科目の設定又は別途
積立金の取崩しの承認

課長 大臣

79 地共程第５８条第２項の規定による指定経理の勘定科目の設定 課長 大臣
80 地共程附則第１０条第１項の規定による財形経理の勘定科目の制定 課長 大臣

81
地共令附則第７３条第２項の規定による追加費用の告示に基づく支給条
件又は数値の決定

課長 大臣

82 地共令第３０条の４の規定による地方の長期給付に係る収入科目の設定 課長 課長
83 地共令第３０条の５の規定による地方の長期給付に係る支出科目の設定 課長 課長

行安
1

地方公務員の厚生、安全衛生及び公務災害補償に関する制度の企画及
び立案

大臣

2
地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号。以下「地公災法」とい
う。）第５条第２項の規定による地方公務員災害補償基金（以下「地公基
金」という。）の定款の変更の認可

局長 大臣

3 地公災法第２０条第１項の規定による地公基金に対する権限の行使 局長 大臣

公務員部安
全厚生推進
室
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4
地公災法第２１条の規定による地公基金に対する定款の変更その他監督
上必要とする命令の実施

副大臣 大臣

5
地公災法第５条第３項の規定による地公基金の定款変更の認可に係る協
議に係る財務大臣の意見の聴取

局長 大臣

6
地公災法第１２条第２項の規定による業務規程の制定又は変更について
の報告の処理

局長

7
地方公務員災害補償法施行令（昭和４２年政令第２７４号。以下「地公災
令」という。）第２条の規定による地公災法第５条第２項の総務大臣の認可
を要しない定款変更事項の指示

局長 大臣

8
地公災法第２条第９項及び地方公務員災害補償法施行規則（昭和４２年
省令第２７号。以下「地公災則」という。）第３条第４項の規定による改定率
の指定

部長 大臣

9
地公災則第２条第１１項及び第１３項の規定による最高限度額及び最低
限度額の決定

部長 大臣

10 地公災法第３０条の２第１項の規定による介護補償の額の指定 部長 大臣
11 地公災法第３０条の２第１項第２号の規定による施設の指定 部長 大臣

12
地公災法第３６条第２項第２号並びに地公災法施行規則附則第３条の３
第１項及び第２項並びに第５条の規定による再評価率の指定

部長 大臣

13 地公災法第１７条の規定による地公基金の事業計画及び予算の報告 部長

14
地公災法第１８条第２項の規定による地公基金の貸借対照表及び損益計
算書の報告

部長

15 地公災法第１９条ただし書の規定による地公基金における借入金の承認 部長 大臣

16
地公災令第１条第１項第２号の規定による地公災法第２条第１項の職員
に含まれる常時勤務を要しない地方公務員の指定

部長 大臣

17
地公災令第３条の規定による船員である地公災法第２条第１項の職員に
係る日額旅費のうちの一部で、同法同条第５項までの規定による平均給
与額に加えるべきものの指定

部長 大臣

18 地公災則第３条第６項の規定による地公基金が定める平均給与額の承 部長 大臣
19 地公災規則第３条第７項の規定による最低限度額の指定 部長 大臣

20
地公災則第７条第４号の規定による地公基金が定める資金の運用方法
の承認

部長 大臣

21
地公災則第３９条の規定による地公基金がする福祉事業の内容について
の報告

部長

22
地公災則第４４条の規定による地公基金が定める概算負担金の追加納
付についての承認

部長 大臣

23
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇
等に関する法律第５条第２項の規定による平均給与額等を定める省令第
１条第３項の規定による地公基金が定める平均給与額の承認

部長 大臣

24
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇
等に関する法律第５条第２項の規定による平均給与額等を定める省令第
３条第１項の規定による改定率の指定

部長 大臣

行選 1 公職選挙等の制度の企画及び立案 大臣

2
最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に関す
る投票の制度の企画及び立案

大臣

3
地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票の制度の企画
及び立案

大臣

4
一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票の制度
の企画及び立案

大臣

5 政党その他の政治団体の制度の企画及び立案 大臣

6

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号。以下「公選令」という。）第２
条第１項及び第２項の規定による市町村の境界変更（人口異動を伴うも
のに限る。）に係る区域が属すべき選挙区の決定、告示及び関係機関へ
の通知

大臣 大臣

7
公選令第２条第１項及び第２項の規定による市町村の境界変更（人口異
動を伴うものを除く。）に係る区域が属すべき選挙区の決定、告示及び関
係機関への通知

部長 官房総務課 大臣

8
公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「公選法」という。）第４９条の
２の規定による外務大臣との協議

部長 大臣

9 公選令第５９条の５の３第１項の規定による関係大臣との協議 部長 大臣
10 公選令第１４２条第６項の規定による領事官の定める時間の承認 部長 大臣

選挙部管理
課

行管
1

公選令第１３１条第１項の規定による選挙の一部無効による再選挙に関
する事務を行うべき選挙管理委員会の指定

大臣 大臣

2
公選法第１０８条第２項の規定による衆議院議員又は参議院議員の当選
人の内閣総理大臣への報告

部長 大臣

3
公選法第１１１条第１項第１号の規定による衆議院（小選挙区選出）議員
又は参議院（選挙区選出）議員に欠員が生じた場合の都道府県の選挙管
理委員会への通知

部長 大臣

4
公選法第１１１条第１項第２号の規定による衆議院（比例代表選出）議員
又は参議院（比例代表選出）議員に欠員が生じた場合の中央選挙管理会
への通知

部長 大臣

5
最高裁判所裁判官国民審査法第３３条第２項の規定による審査の結果報
告についての内閣総理大臣への通知

部長 大臣

6
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１
７９号。以下「執行経費法」という。）第１８条第１項の規定による経費の交
付決定

部長 官房会計課 大臣

7 執行経費法第１８条第２項の規定による経費の追加交付決定 部長 官房会計課 大臣
8 総選挙及び通常選挙啓発事業の実施計画の作成 部長

9
総選挙及び通常選挙啓発推進事業要綱の作成及び民間団体に対する協
力依頼

部長 部長

10 選挙をきれいにする国民運動推進本部の開催 部長 大臣

11
財団法人明るい選挙推進協会に対する明るい選挙推進事業委託要綱第
７条第１項の規定に基づく財産の処分の承認

局長 官房会計課 大臣

12
執行経費法第１９条の規定による投票区又は開票区の設置の基準の定
め

部長 大臣

13 中央選挙管理会の開催 部長 大臣

14
公選法第１５０条第６項の規定による政見放送の日本放送協会等との協
議

部長 大臣

15
公選法第２０１条の６第３項（公選法第２０１条の７第２項において準用す
る場合を含む。）の規定による政党その他の政治団体に対する確認書の
交付

部長 大臣

16
公選法第２０１条の６第４項（公選法第２０１条の７第２項において準用す
る場合を含む。）の規定による都道府県の選挙管理委員会への通知

部長 大臣

選挙部選挙
課
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17
公選法第２０１条の１１第３項の規定による政治活動のための自動車の表
示の交付

部長 大臣

18 執行経費法第２条第４項の規定による都道府県の出先機関の認定 部長 大臣

19
執行経費法第７条第４項の規定による選挙公報の配付に特に経費を要す
る町村の額の定め

部長 大臣

20
執行経費法第８条の２の規定によるポスター掲示場の経費の特別の額の
定め

部長 大臣

21 執行経費法第１１条の規定による新聞広告等の公営に要する経費の定め 部長 大臣
22 執行経費法第１３条第１項の規定による事務費の基本額の協議 部長 大臣

23
執行経費法第１３条第８項の規定による選挙人名簿又は在外選挙人名簿
の抄本の作成経費の加算額の定め

部長 大臣

24
執行経費法第１３条第９項の規定による投票所入場券又は不在者投票若
しくは在外投票に関する書類の送付経費の加算額の定め

部長 大臣

25
執行経費法第１３条第１０項の規定による超過勤務手当費の加算額の定
め

部長 大臣

26 執行経費法第１３条第１２項の規定による船舶借上の必要の認定 部長 大臣
27 執行経費法第１４条第２項の規定による選挙長等の費用弁償額の定め 部長 大臣
28 執行経費法第１８条第３項の規定による不要額の還付命令 部長 官房会計課 大臣
29 総選挙及び通常選挙啓発放送の実施 部長 官房会計課 部長

30
総選挙及び通常選挙啓発事業又は総選挙及び通常選挙開票速報委託
要領の作成、同委託要領に基づく委託費の交付の手続及び交付決定の
取消等の措置

部長 官房会計課 大臣

31
財団法人明るい選挙推進協会に対する明るい選挙推進事業委託要綱第
４条第１項の規定に基づく事業の承認又は変更の承認

部長 大臣

選挙部政治
資金課

行資
1

政治資金制度に関する企画及び立案（政党助成室の所掌に属するものを
除く。）

大臣

2
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）に基づく届出書類等の形式
上の不備等について同法第３１条の規定による訂正命令（収支公開室の
所掌に属するものを除く。）

大臣 大臣

3 政治資金規正法第７条の２の規定による政治団体の名称等の公表 部長 官房総務課 大臣
4 政治資金規正法第１７条の規定による政治団体の解散等の告示 部長 官房総務課 大臣

選挙部収支
公開室

行収
1

政治資金規正法に基づく公職の候補者に係る資金管理団体の届出書類
及び政治団体の収支報告書等の形式上の不備等について同法第３１条
の規定による訂正命令

大臣 大臣

2 政治資金規正法第２０条第１項の規定による報告書の要旨の公表 部長 官房総務課 大臣
3 政治資金規正法第１９条の２の規定による資金管理団体の名称等の公表 部長 官房総務課 大臣

4
租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の規定による寄
附金控除のための確認（管理課の所掌に属するものを除く。）

課長 大臣

選挙部支出
情報開示室

行支
1

政治資金規正法第１９条の１６第５項の規定による少額領収書等の写し
の提出命令

部長 大臣

2
政治資金規正法第１９条の１６第９項の規定による少額領収書等の写し
の提出の期間延長通知

課長 大臣

3
政治資金規正法第１９条の１６第１１項の規定による少額領収書等の写し
の開示決定

部長 大臣

4
政治資金規正法第１９条の１６第１２項の規定による少額領収書等の写し
の開示をしない旨の通知

部長 大臣

5
政治資金規正法第１９条の１６第１３項及び第１４項の規定による少額領
収書等の写しの開示決定の期限の延長通知

課長 大臣

6
政治資金規正法第１９条の１６第１６項の規定による少額領収書等の写し
を提出しない旨の通知及び国会議員関係政治団体の名称等の公表

部長 大臣

1 政党助成制度に関する企画及び立案 大臣

2
政党助成法（平成６年法律第５号）第１０条第１項（第２７条第６項において
準用する場合を含む。）の規定による政党交付金の額の決定

大臣 官房会計課 大臣

3 政党助成法第１０条第２項の規定による政党交付金の額の変更又は決定 大臣 官房会計課 大臣

4
政党助成法第１０条第３項（第２３条第８項又は第２７条第６項において準
用する場合を含む。）の規定による政党交付金の額の決定通知又は変更
通知

大臣 官房会計課 大臣

5 政党助成法第２３条第６項の規定による未交付金の額の決定 大臣 官房会計課 大臣

6
政党助成法第３３条第１項の規定による政党交付金の交付の停止又は返
還の命令

大臣 官房会計課 大臣

7 政党助成法第３３条第２項の規定による政党交付金の返還の命令 大臣 官房会計課 大臣

8

政党助成法第３３条第６項（同条第１１項又は第３４条第２項において準用
する場合を含む。）の規定による停止に係る政党交付金の額若しくは返還
すべき政党交付金の額又は控除した政党交付金若しくは加算金若しくは
延滞金の額等の通知

大臣 官房会計課 大臣

9
政党助成法第３３条第１０項の規定による政党交付金の額から、返還を命
ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額の控除の決定

大臣 官房会計課 大臣

10
政党助成法第３４条第１項の規定による報告書等を提出しない政党に対
して交付すべき政党交付金の交付の停止の決定

大臣 官房会計課 大臣

11
政党助成法に基づく届出書類等の形式上の不備等について同法第３７条
の規定による訂正命令

大臣 大臣

12 政党助成法第３１条の規定による報告書等の要旨の公表 部長 官房総務課 大臣

13
政党助成法第５条第４項（第６条第２項、第２４条第３項、第２５条第３項又
は第２７条第６項において準用する場合を含む。）の規定による届出事項
の告示

部長 官房総務課 大臣

14
政党助成法第１０条第４項（第２３条第８項又は第２７条第６項において準
用する場合を含む。）の規定による政党交付金の額の告示

部長 官房総務課 大臣

15
政党助成法第１３条（第２７条第６項において準用する場合を含む。）の規
定によるその年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して
交付した政党交付金等の額の告示

部長 官房総務課 大臣

16

政党助成法第２１条第２項（第２７条第６項又は第３３条第５項において準
用する場合を含む。）の規定による政党等が政治団体でなくなった場合若
しくは政党が政党要件を満たさなくなった場合の届出又は政党交付金によ
る支出に充てていない政党交付金の引継の届出の告示

部長 官房総務課 大臣

17
政党助成法第３３条第７項（第３４条第２項において準用する場合を含
む。）の規定による停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付
金の額の告示

部長 官房総務課 大臣

18
政党助成法第３８条及び政党助成事務委託要綱第２条の規定による政党
助成事務委託費の交付額の決定

部長 官房会計課 大臣

19
政党助成事務委託要綱第５条第２項の規定による政党助成事務委託費
の返還命令

部長 官房会計課 大臣

選挙部政党
助成室

行助
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20
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第１０条の１０第３項の規定による解散した法人である政党等の財産の国
庫帰属の承認

部長 官房会計課 大臣

21
中央選挙管理会の開催（政党交付金の交付を受ける政党等に対する法
人格の付与に関する法律（平成６年法律第１０６号）に基づくものに限る。）

部長 大臣

（自治財政局） 

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

財政課 財財
1

地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案（他の所掌に属するも
のを除く。）

大臣

2
地方財政法（昭和２３年法律第１０９号。以下「地財法」という。）第２６条の
規定による地方交付税の額の減額又は返還の命令

大臣 官房会計課 大臣

3
地財法第２７条第３項の規定による都道府県の行う建設事業に対する市
町村の負担額に関する市町村の異議申立ての受理及び同条第４項の規
定による負担額の更正

大臣 大臣

4
地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号。以下「地交法」という。）第７条
の規定による地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額に関する
書類の原案の作成

大臣

5
地交法第１５条第２項及び第３項の規定により地方公共団体に対して交
付すべき特別交付税の額の決定又は額の変更及び当該交付決定額の通
知又は変更額の通知

大臣 官房会計課 大臣

6 地交法附則第１５条第２項の規定による震災復興特別交付税の返還 事務次官 官房会計課 大臣
7 地方公共団体の財政運営の助言に関する措置 事務次官 大臣
8 地交法第１６条の規定による特別交付税の額の交付決定 局長 官房会計課 大臣

9
地交法附則第１５条第２項の規定による震災復興特別交付税の返還方法
に関する意見の聴取

課長 大臣

調整課 財調

1

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
（昭和４５年法律第７号。以下「新空港財政援助法」という。）及び公害の防
止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和４６年
法律第７０号。以下「公害防止財政援助法」という。）に関する企画立案

大臣

2
地財法第２１条の規定による地方公共団体の負担を伴うものに関する法
令案等についての意見の申出

大臣 大臣

3
地財法第２２条の規定による地方公共団体の負担を伴う経費の見積りに
対する意見の申出

大臣 大臣

4
新空港財政援助法第２条第３項、第４項、第５項及び第６項の規定による
整備計画の通知、整備計画の協議、決定、通知及び変更

大臣 関係局部課 大臣

5
公害防止援助法第３条第４項の規定による公害防止対策事業の協議及
び指定

局長 関係局部課 大臣

6
新空港財政援助法第３条第１項の規定による整備計画に基づく事業の協
議及び指定

局長 大臣

7 公害防止財政援助法第５条の規定による地方債の指定 局長 関係局部課 大臣

8
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施
行令（昭和４６年政令第３２５号）第１条第５項の規定による事業の協議及
び指定

局長 関係局部課 大臣

9
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別
措置法（平成元年法律第６１号）第２１条第１項の規定による地方公共団
体の出資の協議

局長 大臣

10
宅地開発又は住宅建設に関連する利便施設の建設及び公共施設の整備
に関する了解事項（５省協定）に基づく計画の承認についての協議

局長 地方債課 大臣

11

独立行政法人農林漁業信用基金法（平成１４年法律第１２８号）、漁業災
害補償法（昭和３９年法律第１５８号）、地方住宅供給公社法（昭和４０年
法律第１２４号）、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防
止等に関する法律（昭和４２年法律第１１０号）、広域臨海環境整備セン
ター法（昭和５６年法律第７６号）及び中部国際空港の設置及び管理に関
する法律（平成１０年法律第３６号）の規定による地方公共団体の出資の
承認

局長 大臣

12
空港法（昭和３１年法律第８０号）第２９条第１項の規定による地方公共団
体の無利子貸付の承認

局長 大臣

交付税課 財交 1 地方交付税制度の企画及び立案 大臣

2
地交法第１０条第３項の規定による普通交付税の額の決定又は変更及び
同条第４項の規定による決定通知又は変更通知

大臣 官房会計課 大臣

3
地交法第１８条第１項の規定による地方交付税の額に関する地方公共団
体の審査の請求の受理並びに同条第２項の規定による審査決定及び通
知

大臣 大臣

4 地交法第１９条第４項の規定による地方交付税の超過額の返還 大臣 官房会計課 大臣

5
地交法第１９条第７項及び第８項の規定による地方交付税の額の算定に
用いる数の錯誤等の措置に対する異議申立ての受理及び決定

大臣 大臣

6
地交法第２０条第１項及び第２項の規定による地方交付税の額の減額等
の聴聞並びに同条第３項の規定による処分の取消又は変更

大臣 大臣

7
地交法第２０条の２の規定による関係行政機関の勧告等の通知の受理及
び既に交付した地方交付税の全部又は一部の返還の措置

大臣 官房会計課 大臣

8
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律（平成１１年法律
第１７号。以下「特例交付金法」という。）第５条第１項の規定による地方特
例交付金の額の決定及び同条第２項の規定による決定通知

大臣 官房会計課 大臣

9 地交法第１９条第２項の規定による普通交付税の返還 事務次官 官房会計課 大臣
10 地交法第１６条の規定による普通交付税の交付 局長 官房会計課 大臣

11
地交法第１９条第１項の規定による地方交付税の額の算定に用いる数の
錯誤の措置の決定

事務次官 官房会計課 大臣

12
地交法第１７条の３の規定による地方交付税の額の算定に用いた資料の
検査

局長 局長

13 特例交付金法第６条の規定による地方特例交付金の交付 局長 官房会計課 大臣
14 普通交付税の額の算定に用いる基礎数値及び規則の承認 課長 大臣
15 普通交付税の額の算定に用いる数値等の通知 課長 大臣

16
地交法第１９条第２項の規定による普通交付税の返還方法に関する意見
の聴取

課長 大臣

17 地方特例交付金の額の算定に用いる基礎数値及び規則の承認 課長 大臣
18 地方特例交付金の額の算定に用いる数値等の通知 課長 大臣

19
交通安全対策特別交付金等に関する政令（昭和５８年政令第１０４号）第
７条の規定による交通安全対策特別交付金の額の決定及び通知

事務次官 官房会計課 大臣

地方債課 財地 1 地方債制度の企画及び立案のうち重要なもの 大臣 大臣
2 地方債制度の企画及び立案（重要なもの及び軽微なものを除く。） 局長 大臣
3 地方債制度の企画及び立案（軽微なものに限る。） 課長 大臣

決裁処理番号
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4 地方債計画の策定のうち重要なもの 大臣 大臣

5 地方債計画の策定（重要なもの及び軽微なものを除く。） 局長 大臣

6 地方債計画の策定（軽微なものに限る。） 課長 大臣
7 地方債同意等基準の決定のうち重要なもの 大臣 大臣
8 地方債同意等基準の決定（重要なもの及び軽微なものを除く。） 局長 大臣
9 地方債同意等基準の決定（軽微なものに限る。） 課長 大臣

10
地方財政法施行令（昭和２３年政令第２６７号。以下「地財令」という。）第
20条第４項の規定による地方債充当率の決定のうち重要なもの

大臣 大臣

11
地財令第20条第４項の規定による地方債充当率の決定（重要なもの及び
軽微なものを除く。）

局長 大臣

12
地財令第20条第４項の規定による地方債充当率の決定（軽微なものに限
る。）

課長 大臣

13 地財法第５条の４の規定による許可団体の指定又は指定の解除 局長 大臣
14 当せん金付証票の発売計画の受理 局長

15
当せん金付証票法（昭和２３年法律第１４４号。以下「当せん証法」とい
う。）第４条の規定による市の指定

事務次官 大臣

16 競馬法（昭和２３年法律第１５８号）第１条の規定による市町村の指定 局長 大臣

17
自転車競技法（昭和２３年法律第２０９号）第１条の規定による市町村の指
定又は取消

局長 大臣

18
モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）第２条の規定による市
町村の指定又は取消

局長 大臣

19 地方債の同意及び許可手続、届出の手続のうち重要なもの 局長 大臣
20 地方債の同意及び許可手続、届出の手続（重要なものを除く。） 課長 大臣

21

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１０２条第１項及び災害対
策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）第４３条第３項並びに激甚災
害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令（昭和３７年
政令第４０３号）第４３条第２項、第４４条第２項及び第４５条第２項の規定
による地域又は市町村の指定

局長 大臣

22
当せん証法第４条の規定による当せん金付証票の発売の許可及び同法
第５条第２項の規定による指定のうち重要なもの

大臣 大臣

23
当せん証法第４条の規定による当せん金付証票の発売の許可及び同法
第５条第２項の規定による指定（重要なもの及び軽微なものを除く。）

局長 大臣

24
当せん証法第４条の規定による当せん金付証票の発売の許可及び同法
第５条第２項の規定による指定（軽微なものに限る。）

課長 大臣

25
当せん金付証票法施行規則（昭和６０年省令第２０号）第２条の規定によ
る資金の管理方法の指定

課長 大臣

26
地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)第5条第2項の規定によ
る定款の変更認可

局長 大臣

27
地方公共団体金融機構法第18条第5項の規定による監事からの意見の
提出の処理

局長 供覧

28
地方公共団体金融機構法第19条第3項の規定による役員の任命及び同
法第22条第4項の規定による役員の解任に係る届出の処理

局長 関係部局課 供覧

29
地方公共団体金融機構法第31条第1項の規定による業務方法書の届出
の処理

局長 供覧

30
地方公共団体金融機構法第34条第2項の規定による予算等の届出の処
理

課長 供覧

31
地方公共団体金融機構法第36条第1項及び第2項の規定による財務諸表
等の提出の処理

課長 供覧

32
地方公共団体金融機構法第47条第1項の規定による地方公共団体健全
化基金に係る収入及び支出の見込み及び基金運用益による地方債の利
子の軽減の方針を記載した書類の提出の処理

課長 供覧

33
地方公共団体金融機構法第47条第2項の規定による地方公共団健全化
基金に係る収入及び支出の実績並びに基金運用益による地方債の利子
の軽減の状況を記載した書類の提出の処理

課長 供覧

34 地方公共団体金融機構法第48条の規定による会計規程の届出の処理 課長 供覧
35 地方公共団体金融機構法第50条第1項の規定による報告及び検査 局長 大臣
36 地方公共団体金融機構法第51条第1項の規定による違法行為等の是正 事務次官 大臣

37
地方公共団体金融機構法附則第13条第4項の規定による一般勘定と管
理勘定との間における資金融通の認可

課長 大臣

38
地方公共団体金融機構法附則第15条第1項の規定による公庫債権管理
計画の認可

課長 大臣

39
地方公共団体金融機構法附則第15条第3項の規定による公庫債権管理
計画の変更の命令

局長 大臣

40
地方公共団体金融機構法附則第15条第4項の規定による長期借入又は
機構債券発行の報告の処理

課長 供覧

41
地方公共団体金融機構法附則第17条第1項及び第2項の規定による短期
借入金の認可

局長 大臣

42
地方公共団体金融機構法附則第18条の規定による重要な財産の処分等
の認可

局長 大臣

43
地方公共団体金融機構法附則第20条第1項の規定による公庫債権管理
業務に係る報告及び検査

局長 大臣

44
地方公共団体金融機構法附則第20条第3項の規定による公庫債権管理
業務の運営の改善の求め

局長 大臣

45
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第34条第2項の規
定による総務大臣の定める率の定め

課長 大臣

46
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第41条第2項の規
定に基づく総務大臣の定める地方債の定め

課長 大臣

47
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第43条第2項の規
定に基づく総務大臣の定め

課長 大臣

48
地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第3条の規定
に基づく総務大臣及び財務大臣が定める率の定め

課長 大臣

公営企業課 財公 1 地方公営企業制度の企画及び立案 大臣

2

自治法第２５２条の１７の６の規定に基づく総務大臣の権限の行使で公営
企業に係るものの基本方針の決定（公営企業経営室及び準公営企業室
の所掌に属するものを除く。以下この項の第６号、第７号、第１６号から第
１９号まで、第２７号及び第３０号において同じ。）

副大臣 大臣

3 地企法第４１条の規定によるあっせん、調停又は勧告 副大臣 大臣

4

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「地独法」という。）
第７条の規定による地方独立行政法人（同法第８１条に規定する公営企
業型地方独立行政法人に限る。）の設立認可（特定地方独立行政法人に
係る認可の場合を除く。）

事務次官
行政経営支

援室
大臣
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5
地独法第７条の規定による地方独立行政法人（同法第８１条に規定する
公営企業型地方独立行政法人に限る。）の設立認可（特定地方独立行政
法人に係る認可の場合に限る。）

事務次官
行政経営支

援室
公務員課

大臣

6
地独法第８８条第１項第１号の規定による地方独立行政法人（同法第８１
条に規定する公営企業型地方独立行政法人に限る。）の解散認可（特定
地方独立行政法人に係る認可の場合を除く。）

事務次官
行政経営支

援室
大臣

7
地独法第８８条第１項第１号の規定による地方独立行政法人（同法第８１
条に規定する公営企業型地方独立行政法人に限る。）の解散認可（特定
地方独立行政法人に係る認可の場合に限る。）

事務次官
行政経営支

援室
公務員課

大臣

8

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１０８条第１項の規定
による地方独立行政法人（同法第８１条に規定する公営企業型独立行政
法人に限る。）の吸収合併認可（特定地方独立行政法人に係る認可の場
合を除く。）

事務次官
行政経営支

援室
大臣

9

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１０８条第１項の規定
による地方独立行政法人（同法第８１条に規定する公営企業型地方独立
行政法人に限る。）の吸収合併認可（特定地方独立行政法人に係る認可
の場合に限る。）

事務次官
行政経営支

援室
公務員課

大臣

10

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１１２条第１項の規定
による地方独立行政法人（同法第８１条に規定する公営企業型地方独立
行政法人に限る。）の新設合併認可（特定地方独立行政法人に係る認可
の場合を除く。）

事務次官
行政経営支

援室
大臣

11

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１１２条第１項の規定
による地方独立行政法人（同法第８１条に規定する公営企業型地方独立
行政法人に限る。）の新設合併認可（特定地方独立行政法人に係る認可
の場合に限る。）

事務次官
行政経営支

援室
公務員課

大臣

12
自治法第２５２条の１７の６の規定に基づく総務大臣の権限の行使で公営
企業に係るものの実施

局長 大臣

13 地企法第４０条の３第１項の規定による助言又は勧告 局長 大臣
14 地企法第４０条の３第２項の規定による報告の要求 局長 大臣

15
地独法第８条第２項の規定による地方独立行政法人（同法第８１条に規定
する公営企業型地方独立行政法人に限る。）の定款の変更認可（特定地
方独立行政法人に係る認可の場合を除く。）

局長
行政経営支

援室
大臣

16
地独法第８条第２項の規定による地方独立行政法人（同法第８１条に規定
する公営企業型地方独立行政法人に限る。）の定款の変更認可（特定地
方独立行政法人に係る認可の場合に限る。）

局長
行政経営支

援室
公務員課

大臣

17 公営企業の統計に関する調査及び公表 局長 局長

18
公営企業のうち公営企業経営室及び準公営企業室の所掌に属するもの
以外の地方債の同意等予定額の決定（都道府県、指定都市、市町村）

事務次官 大臣

19

公営企業のうち公営企業経営室及び準公営企業室の所掌に属するもの
以外に係る地財法第５条の３第１項の規定による地方債の協議に対する
総務大臣の同意又は同法第５条の４第１項、第３項、第４項若しくは第５項
の規定による総務大臣の許可（都道府県及び指定都市）

局長 大臣

20
公営企業のうち公営企業経営室及び準公営企業室の所掌に属するもの
以外に係る地財法第５条の３第６項の規定による地方債の届出の処理

局長 大臣

21
公営企業のうち公営企業経営室及び準公営企業室の所掌に属するもの
以外に係る地財令第１７条第３項の規定による地方債の報告の処理

局長 大臣

22
公営企業のうち公営企業経営室及び準公営企業室の所掌に属するもの
以外に係る地財令第２条第３項の規定による同意又は同令第21条第３項
若しくは同令第28条第２項の規定による同意（市町村）

局長 大臣

23
地道公法第9条第3項の規定による国土交通大臣が行う認可に関する協
議

局長 大臣

24
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号。以
下「健全化法」という。）第22条第3項の規定により準用する同法第3条第5
項の規定による資金不足比率の概要の公表

局長 大臣

25
健全化法第24条の規定により準用する同法第5条第5項の規定による経
営健全化計画の概要の公表

事務次官 大臣

26
健全化法第24条の規定により準用する同法第5条第 3項において準用す
る場合の同条第5項の規定による経営健全化計画の変更の概要の公表

局長 大臣

27
健全化法第24条の規定により準用する同法第6条第3項の規定による経
営健全化計画の実施状況の概要の公表

局長 大臣

28
健全化法第24条の規定により準用する同法第7条第1項の規定による経
営健全化団体の長に対する勧告及び同条第2項の規定によるその内容の
公表

大臣 大臣

29
健全化法第27条第6項の規定により準用する同条第3項の規定による経
営健全化計画完了の報告の概要の公表

局長 大臣

30
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則（平成20年総務省
令第8号）第9条第1号の規定による地方債の指定

課長 大臣

31
地財法第３３条の５の７第１項の規定による第三セクター等改革推進債の
経過措置に係る計画についての総務大臣の承認

副大臣 大臣

32 公営企業の経営の健全化に関する事務（第23号から第28号までを除く。） 課長 課長

33
法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和２１年法律第２４
号）第３条ただし書の規定による法人の債務の指定

副大臣 大臣

公営企業経
営室

財営
1

公営企業のうち水道事業、工業用水事業、交通事業、電気事業・ガス事
業及び簡易水道事業（以下この項において「水道事業等」という。）に係る
地方債の同意等予定額の決定（都道府県、指定都市、市町村）

事務次官 大臣

2 水道事業等に係る経営健全化団体等の指定及び指定の取消し 大臣 大臣

3
水道事業等に係る地財法第５条の３第１項の規定による地方債の協議に
対する総務大臣の同意又は同法第５条の４第１項、第３項、第４項若しく
は第５項の規定による総務大臣の許可（都道府県及び指定都市）

局長 大臣

4
水道事業等に係る地財法第５条の３第６項の規定による地方債の届出の
処理

局長 大臣

5
水道事業等に係る地財令第１７条第３項の規定による地方債の報告の処
理

局長 大臣

6
水道事業等に係る地財令第２条第３項の規定による同意又は同令第21条
第３項若しくは同令第28条第２項の規定による同意（市町村）

局長 大臣

7
自治法第２５２条の１７の６の規定に基づく総務大臣の権限の行使で水道
事業等に係るものの基本方針の決定

事務次官 大臣

8 地企法第４１条の規定による水道事業等に係るあっせん、調停又は勧告 副大臣 大臣
9 水道事業等に係る地方債の資金区分の決定、同意及び許可手続 局長 局長

10
自治法第２５２条の１７の６の規定に基づく総務大臣の権限の行使で水道
事業等に係るものの実施

局長 大臣

11 地企法第４０条の３第１項の規定による水道事業等に係る助言又は勧告 局長 大臣
12 地企法第４０条の３第２項の規定による水道事業等に係る報告の要求 局長 大臣
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13 水道事業等に係る経営健全化計画等の変更の同意 局長 大臣
14 水道事業等に係る地方債の起債予定額一覧表様式の決定 室長 室長
15 水道事業等に係る地方債の起債台帳の整備 課長 局長

準公営企業
室

財準

1

公営企業のうち港湾整備事業、病院事業・介護サービス事業、市場事業、
と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、下水道事業その他の自治財
政局準公営企業室において所掌する「水道事業等」以外の事業（以下こ
の項において「下水道事業等」という。）に係る地方債の同意等予定額の
決定（都道府県、指定都市、市町村）

事務次官 大臣

2
下水道事業等に係る地財法第５条の３第１項の規定による地方債の協議
に対する総務大臣の同意又は同法第５条の４第１項、第３項、第４項若し
くは第５項の規定による総務大臣の許可（都道府県及び指定都市）

局長 大臣

3
下水道事業等に係る地財法第５条の３第６項の規定による地方債の届出
の処理

局長 大臣

4
下水道事業等に係る地財令第１７条第３項の規定による地方債の報告の
処理

局長 大臣

5
下水道事業等に係る地財令第２条第３項の規定による同意又は同令第21
条第３項若しくは同令第28条第２項の規定による同意（市町村）

局長 大臣

6
自治法第２５２条の１７の６の規定に基づく総務大臣の権限の行使で下水
道事業等に係るものの基本方針の決定

事務次官 大臣

7
地企法第４１条の規定による下水道事業等に係るあっせん、調停又は勧
告

副大臣 大臣

8 下水道事業等に係る地方債の資金区分の決定、同意及び許可手続 局長 局長

9
自治法第２５２条の１７の６の規定に基づく総務大臣の権限の行使で下水
道事業等に係るものの実施

局長 大臣

10
地企法第４０条の３第１項の規定による下水道事業等に係る助言又は勧
告

局長 大臣

11 地企法第４０条の３第２項の規定による下水道事業等に係る報告の要求 局長 大臣

12
日本下水道事業団法（昭和４７年法律第４１号）第４条第５項の規定による
日本下水道事業団に対する出資の協議

局長 大臣

13 下水道事業等に係る地方債の起債予定額一覧表様式の決定 室長 室長
14 下水道事業等に係る地方債の起債台帳の整備 課長 局長

財務調査課 財務

1

健全化法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措
置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号。以下「辺地法」という。）、後
進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法
律（昭和３６年法律第１１２号。以下「後進法」という。）、首都圏、近畿圏及
び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関
する法律（昭和４１年法律第１１４号。以下「首都圏等財政措置法」とい
う。）及び新産業都市建設促進法等を廃止する法律（平成１３年法律第１４
号。以下「新産法等廃止法」という。）附則第４条の規定によりなおその効
力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備の
ための国の財政上の特別措置に関する法律（昭和４０年法律第７３号）に
関する企画立案

大臣

2 地財法第３０条の２の規定による地方財政の状況報告の原案の作成 大臣 関係局部課 大臣
3 都道府県及び市町村の決算概況とその説明 局長 関係局部課 大臣
4 健全化法第３条第５項の規定による健全化判断比率の概要の公表 局長 大臣

5
自治法第２５２条の１７の６の規定による実地検査（公営企業課、公営企
業経営室及び準公営企業室の所掌に属するものを除く。以下この項の第
１２号において同じ。）

事務次官 大臣

6
地方独立行政法人法第７条の規定による地方独立行政法人（同法第６８
条第１項に規定する公立大学法人に限る。）の設立認可

事務次官
行政経営支

援室
大臣

7
地方独立行政法人法第８８条第１項第１号の規定による地方独立行政法
人（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人に限る。）の解散認可

事務次官
行政経営支

援室
大臣

8
地方独立行政法人法第１０８条第１項の規定による地方独立行政法人
（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人に限る。）の吸収合併認可

事務次官
行政経営支

援室
大臣

9
地方独立行政法人法第１１２条第１項の規定による地方独立行政法人
（同法第６８条第１項に規定する公立大学法人に限る。）の新設合併認可

事務次官
行政経営支

援室
大臣

10
地方独立行政法人法第８条第２項の規定による地方独立行政法人（同法
第６８条第１項に規定する公立大学法人に限る。）の定款の変更認可

局長
行政経営支

援室
大臣

11 辺地法第３条第７項の規定による各省庁の長に対する通知 局長 大臣
12 辺地法第６条の規定による地方債の指定 局長 関係局部課 大臣
13 辺地法第７条の規定による市町村に対する助言及び調査 局長 大臣
14 過疎地域自立促進特別措置法第１２条第３項の規定による地方債の指定 局長 関係局部課 大臣
15 地方財政状況に関する調査及び公表（第３号に規定するものを除く。） 局長 局長

16
後進法第３条第４項の規定による開発指定事業に係る国の負担割合の引
上率の通知

局長 大臣

17
新産法等廃止法附則第４条第２項の規定によりなおその効力を有するこ
ととされる旧新産等財政措置法第４条第６項及び第５条第４項の規定によ
る特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の通知

局長 大臣

18
首都圏等財政措置法第５条第５項の規定による特定事業に係る国の負担
割合の引上率の通知

局長 大臣

19
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律（昭和５７
年法律第８５号）の規定による特定事業に係る国の負担割合の引上率の
通知

局長 大臣

20
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する
法律施行令（昭和３６年政令第２５８号）第２条の規定による協議及び同意

局長 大臣

21
健全化法第5条第5項の規定による財政健全化計画及び同法第15条の規
定による財政再生計画の概要の公表

事務次官 大臣

22
健全化法第５条第３項において準用する場合の同条第５項の規定による
財政健全化計画の変更及び同法第９条第３項において準用する場合の
第15条の規定による財政再生計画の変更の概要の公表

局長 大臣

23
健全化法第6条第3項の規定による財政健全化計画の実施状況の概要の
公表及び同法第18条第2項の規定による財政再生計画の実施状況の概
要の公表

局長 大臣

24

健全化法第7条第1項の規定による財政健全化団体の長に対する勧告及
び同条第2項の規定によるその内容の公表並びに同法第20条第1項の規
定による財政再生団体の長に対する勧告及び同条第4項の規定によるそ
の内容の公表

大臣 関係局部課 大臣

25 健全化法第10条第2項の規定による財政再生計画の同意基準の公表 大臣 関係局部課 大臣
26 健全化法第10条第3項の規定による同意及び同条第6項の同意 局長 関係局部課 大臣
27 健全化法第13条第1項の規定による地方債の同意等予定額の通知 大臣 関係局部課 大臣
28 健全化法第13条第1項の規定による地方債の起債の許可 局長 関係局部課 大臣

29
健全化法第14条第1項の規定による財政再生団体に係る各省庁の長へ
の通知

局長 関係局部課 大臣
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30
健全化法第27条第3項の規定による財政健全化計画完了及び同条第5項
の規定による財政再生計画完了の報告の概要の公表

局長 大臣

31 地方財政の健全化に関する事務（第21号から第30号までを除く。） 課長 関係局部課 課長

（自治税務局）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

企画課 税企
1

地方税に関する制度の企画及び立案（都道府県税課、市町村税課及び
固定資産税課の所掌に属するものを除く。）

大臣

2 外国の租税に関する条約並びに協定の企画及び立案 大臣
3 税理士制度並びに納税貯蓄組合制度の企画及び立案 大臣

4
地方税法（昭和２５年第２２６号。以下「地税法」という。）第２５９条第１項
の規定による道府県法定外普通税の新設又は変更の協議に対する同意
のうち課税客体や税率等の主な要件に類例がないもの

大臣 関係局部課 大臣

4-2
地税法第２５９条第１項の規定による道府県法定外普通税の新設又は変
更の協議に対する同意（前号に掲げるものを除く。）

局長 関係局部課 大臣

5
地税法第６６９条第１項の規定による市町村法定外普通税の新設又は変
更の協議に対する同意のうち課税客体や税率等の主な要件に類例がな
いもの

大臣 関係局部課 大臣

5-2
地税法第６６９条第１項の規定による市町村法定外普通税の新設又は変
更の協議に対する同意（前号に掲げるものを除く。）

局長 関係局部課 大臣

6
地税法第７３１条第２項の規定による法定外目的税の新設又は変更の協
議に対する同意のうち課税客体や税率等の主な要件に類例がないもの

大臣 関係局部課 大臣

6-2
地税法第７３１条第２項の規定による法定外目的税の新設又は変更の協
議に対する同意（前号に掲げるものを除く。）

局長 関係局部課 大臣

7

地方揮発油譲与税制度、地方道路譲与税制度、石油ガス譲与税制度、自
動車重量譲与税制度、特別とん譲与税制度、航空機燃料譲与税制度、森
林環境譲与税、特別法人事業譲与税、地方法人特別譲与税制度の企画
及び立案

大臣 関係局部課

8
地方揮発油譲与税法第４条の規定による地方揮発油譲与税譲与金の譲
与

事務次官 関係局部課 大臣

9
地方揮発油譲与税法第７条の規定による地方揮発油譲与税譲与金の算
定に錯誤があった場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

10
地方道路譲与税法（昭和３０年第１１３号。以下「地道法」という。）第４条
の規定による地方道路譲与税譲与金の譲与

事務次官 関係局部課 大臣

11
地道法第７条の規定による地方道路譲与税譲与金の算定に錯誤があっ
た場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

12
石油ガス譲与税法（昭和４０年第１５７号。以下「石譲法」という。）第３条の
規定による石油ガス譲与税譲与金の譲与

事務次官 関係局部課 大臣

13
石譲法第６条の規定による石油ガス譲与税譲与金の算定に錯誤があった
場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

14
自動車重量譲与税法（昭和４６年第９０号。以下「自重譲法」という。）第３
条の規定による自動車重量譲与税譲与金の譲与

事務次官 関係局部課 大臣

15
自重譲法第６条の規定による自動車重量譲与税譲与金の算定に錯誤が
あった場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

16
特別とん譲与税法（昭和３２年第７７号。以下「特とん譲法」という。）第３条
の規定による特別とん譲与税譲与金の譲与

事務次官 関係局部課 大臣

17
特とん譲法第４条の規定による特別とん譲与税譲与金の算定に錯誤が
あった場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

18
航空機燃料譲与税法（昭和４７年第１３号）第３条の規定による航空機燃
料譲与税譲与金の譲与

事務次官 関係局部課 大臣

19
航空機燃料譲与税法第６条の規定による航空機燃料譲与税譲与金の算
定に錯誤があった場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

20
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条の規定による森林
環境譲与税譲与金の譲与

事務次官 関係局部課 大臣

21
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第32条の規定による森林
環境譲与税譲与金の算定に錯誤があった場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

22
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第31条の規定に
よる特別法人事業譲与税譲与金の譲与

事務次官 関係局部課 大臣

23
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第32条の規定に
よる特別法人事業譲与税譲与金の算定に錯誤があった場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

24
地税法第２６０条第１項の規定による協議の申出を受けた場合の財務大
臣に対する通知

局長 大臣

25
地税法第６７０条第１項の規定による協議の申出を受けた場合の財務大
臣に対する通知

局長 大臣

26
地税法第７３２条第１項の規定による協議の申出を受けた場合の財務大
臣に対する通知

局長 大臣

27 特とん譲法第１条第１項の規定による開港所在市町村の告示 局長 官房総務課 大臣

28
特とん譲法施行規則第２条の規定による開港所在市町村ごとのあん分率
の告示

局長 官房総務課 大臣

29 航空機燃料譲与税法第１条第２項の規定による航空関係市町村の告示 局長 官房総務課 大臣

30
地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成２０年第２５号。以下「法人
特別税法」という。）第３４条の規定による地方法人特別譲与税譲与金の
譲与

事務次官 関係局部課 大臣

31
法人特別税法第３５条の規定による地方法人特別譲与税譲与金の算定
に錯誤があった場合の更正措置

事務次官 官房会計課 大臣

32
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）別表第一の備考の規定による厚
生労働省令に係る協議に対する同意

局長 大臣

税都 1 都道府県税に関する制度の企画及び立案 大臣

2
地税法第８条の規定による地方団体間の協議がととのわない場合の決定
（市町村税課及び固定資産税課の所掌に属するものを除く。）

大臣 大臣

3
地方税法施行規則（昭和２９年第２３号。以下「地税則」という。）第８条の
５８第２項及び第３項の規定による軽油引取税の道路面積の補正率の決

事務次官 財政課 大臣

4
地税法第５９条第２項の規定による分割法人の法人税割の分割の修正に
不服がある場合の決定及び第４項の規定による通知

局長 大臣

5
地税法第７２条の４８の２第８項の規定による分割法人の事業税の課税標
準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定に関し
不服がある場合における指示及び第９項の規定による通知

局長 大臣

6
地税法第７２条の５４第５項の規定による分割個人の事業税の課税標準
とすべき所得に不服がある場合の決定、同条第６項の規定による通知及
び第７項の規定による指示

局長 大臣

決裁処理番号

都道府県税
課
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7
地税法第１４４条の７第１項又は第２項の規定による軽油引取税の元売業
者の指定又は指定の取消し

局長 大臣

8
地税法第１４４条の９第６項の規定による軽油引取税の特約業者の指定
の取消しについて関係道府県知事の意見が異なる場合における指示及
び第７項の規定による通知

局長 大臣

9
地税則第８条の３２第３項の規定による軽油引取税の元売業者の指定又
は取消の告示

局長 官房総務課 大臣

10
地税法第７２条の４９の５第１項、第７２条の６３第１項及び第１４４条の３８
第１項の規定による質問検査権の行使をする職員の指定

局長 大臣

11
地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第２２条第１０号の規定によ
る事業税の電気供給事業等の収入金額の指定

局長 大臣

12
地税則第６条の２第３項の規定による事業税の電気供給事業の事務所又
は事業所ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合の承認

局長 大臣

13 地税法第１９条の６の規定による審査請求があった場合等の通知 課長 局長

14
地税法第７２条の４９の６第１項、第７２条の６３の２第１項及び第１４４条
の３８の２第１項の規定による調査の事前通知

局長 大臣

15
地税法第７２条の４９の８第１項、第７２条の６３の４第１項及び第１４４条
の３８の４第１項の規定による調査終了の際の通知

局長 大臣

16
地税法附則第５１条第４項に規定する居住困難区域を指定する旨及び当
該指定を解除する旨の公示

局長 関係局部課 大臣

17
地税法附則第５２条第２項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨
及び当該指定を解除する旨の公示

局長 関係局部課 大臣

市町村税課 税市
1

市町村税に関する制度（固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に
関するものを除く。）の企画及び立案

大臣

2
地税法第８条の規定による地方団体間の協議がととのわない場合の決定
（都道府県税課及び固定資産税課の所掌に属するものを除く。）

大臣 大臣

3
地税法第３２１条の１５第２項の規定による分割法人の法人税額の分割修
正に不服がある場合の決定、同条第３項の規定による通知、同条第７項
の規定による裁決及び第８項の規定による通知

局長 大臣

4 地税法第８条の２の規定による市町村の廃置分合の場合の決定 大臣 大臣
5 地税法第３１６条の規定による所得の計算の協議に対する同意 副大臣 大臣
6 地税法第１９条の６の規定による審査請求があった場合等の通知 課長 局長

7
地税則第１６条の４の４第１項に規定する前々年度の全国の市町村たば
こ税の額の合計額として総務大臣が定める額の告示

局長 官房総務課 大臣

8
地税法第３７条の２第２項及び第３１４条の７第２項の規定による特例控除
対象寄附金に係る都道府県等の指定又は指定の取消し

大臣 大臣

固定資産税
課

税固
1

固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する制度の企画及び
立案

大臣

2
国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有
提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整交付金
に関する制度の企画及び立案

大臣

3
地税法第８条の規定による、地方団体間の協議がととのわない場合の決
定（都道府県税課及び市町村税課の所掌に属するものを除く。）

大臣

4
地税法第３８８条第１項の規定による固定資産評価基準の告示（法令改
正による用語の変更等、形式的なものを除く。）

大臣 大臣

5
地税法第３８８条第１項の規定による固定資産評価基準の告示のうち、法
令改正による用語の変更等、形式的なもの

局長 官房総務課 大臣

6
国有資産等所在市町村交付金法（昭和３１年第８２号。以下「交付金法」と
いう。）第９条第６項の規定による各省庁の長又は地方公共団体の長に対
する意見の申出

大臣 大臣

7
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令（昭和３２年
第３２１号。以下「国交令」という。）第７条の規定による国有提供施設等所
在市町村助成交付金の額の交付決定

大臣 関係局部課 大臣

8 施設等所在市町村調整交付金の額の交付決定 大臣 関係局部課 大臣
9 地税法第３８９条第１項の規定による価格等の決定及び配分 事務次官 大臣

10 地税法第３９３条の規定による価格等の決定通知 事務次官 大臣

11
地税法第３９９条又は第４１７条第４項の規定による異議申立てに対する
決定通知

事務次官 大臣

12 地税法第４１７条第２項の規定による価格等の決定又は修正 事務次官 大臣
13 地税則第１５条の６第４項の規定による固定資産の指定告示 事務次官 大臣

14
交付金法附則第１３項の規定による政令（昭和３１年第１０８号）の規定に
よる公示

事務次官 大臣

15
国交令第８条の規定による市町村助成交付金の算定に錯誤があった場
合の修正措置

大臣 大臣

16
地税法第３４９条の４第８項の規定による大規模償却資産に係る都道府
県知事に対する通知

局長 大臣

17 固定資産申告書の提出に関する督促 課長 課長
18 地税則第１５条の７の規定による概要調書の様式の決定 課長 大臣
19 地税法第３９６条第１項の規定による調査 課長 課長
20 地税法第３９６条の２第１項の規定による調査の事前通知 局長 大臣
21 地税法第３９６条の４の規定による調査終了の際の通知 局長 大臣

資産評価室 税評 1 地税法第４２２条の２第１項の規定による価格の修正に関する指示 大臣 大臣
2 土地家屋の提示平均価額の算定及び通知 局長 大臣

（国際戦略局）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

国際戦略局
共通

国共

1 国際戦略局の所掌に係る検査職員証明書の発行等に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

2 国際戦略局の所掌に係る検査職員証明書等の調製・送付に関する文書 課長 局長

3 所掌事務に関し報告を徴することに関する文書

局長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

4 所掌事務に関し各種会議の開催に関する文書 局長、課長 局長、課長

5
個人情報の保護に関する法律第３２条の規定に基づく報告に関する文書
のうち個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合に関するもの

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

決裁処理番号
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6
職員以外の者の海外渡航又は海外からの要人招聘等に伴う外部への依
頼（国際戦略局の業務に係る事項に限る。）に関する文書

課長 局長、課長

7 外国要人来日に伴う警察諸対策に対する協力要請に関する文書 局長 局長

8
職員の国際会議等への出席に伴う外務事務官併任発令依頼に関する文
書

課長 局長、課長

9
国際戦略局の所掌に関する国際機関及び国際会議に関する文書のうち
特に重要なもの

大臣 大臣

10
国際戦略局の所掌に関する国際機関及び国際会議に関する文書のうち
重要なもの

局長 局長

11
国際戦略局の所掌に関する国際機関及び国際会議に関する文書（特に
重要なもの及び重要なものを除く。）

課長 課長

12 外国主管庁及び国際機関等への連絡及び確認のうち重要なもの 局長 大臣、局長
13 外国主管庁及び国際機関等への連絡及び確認（重要なものを除く。） 課長 課長
14 外国人講演会に関する文書 課長 課長
15 外国政府職員等との意見交換会の実施 課長 局長
16 国際機関への分担金・拠出金等の支出に関する文書 局長 局長

総務課 国総 1 職員の結成する労働組合その他団体の要求書等に対する回答 課長
2 国際戦略局の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する文書 局長 関係課 局長
3 国際戦略局内の庶務に関する事項に関する文書 課長 課長

技術政策課 国技
1

租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第５条の３第１４項第３
号ロ及び同令第２７条の４第１１項第３号ロに規定する大臣の認定

局長 関係部局 大臣

2
租税特別措置法施行令第５条の３第１４項第５号及び同令第２７条の４第
１１項第５号に規定する大臣の認定

局長 関係部局 大臣

3
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成１１年１２月
２２日法律第１９２号）第２１条第２項の規定に基づく協議

局長 関係課 大臣

4 標準時の調整の公表 局長
総合通信基
盤局移動通

信課、関係課
5 国立研究開発法人情報通信研究機構の資本金の増加の認可 局長 関係局部課 大臣

6
戦略的情報通信研究開発推進事業の管理・運営・評価に係る者の委嘱に
関する文書（各総合通信局等が開催する評価委員会に係るものを除く。）

局長 局長

7
戦略的情報通信研究開発推進事業の研究開発課題に係る評価に関する
文書（各総合通信局等が開催する評価委員会に係るものを除く。）

局長 関係局部課 局長

8
戦略的情報通信研究開発推進事業の研究開発課題に係る契約（委託契
約及びこの検査等を含む。）に関する文書（各総合通信局等が開催する
評価委員会に係る研究開発を除く。）

局長
関係局部課
官房会計課

局長

9

戦略的情報通信研究開発推進事業の評価に係る者の委嘱に関する文書
（各総合通信局等が開催する評価委員会に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

10

戦略的情報通信研究開発推進事業の研究開発課題に係る評価に関する
文書（各総合通信局等が開催する評価委員会に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

11

戦略的情報通信研究開発推進事業の研究開発課題に係る契約（委託契
約及びこの検査等を含む。）に関する文書（各総合通信局等が開催する
評価委員会に係る研究開発に限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

12
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成９年法律第３７号）
に基づく利用計画の認定に関する文書

局長 関係局部課 大臣

13

独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律（平成１４年法律
第１３４号）附則第３条第４項に規定する財務諸表の承認及び同項の規定
によりなお効力を有するものとされた旧通信・放送機構法第４３条第１項
の財務大臣協議に関する文書

局長 大臣

14
基盤技術研究円滑化法（昭和６０年法律第６５号）第６条に規定する民間
において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な
方針の制定又は変更に関する文書

局長 大臣

通信規格課 国規 1 日本産業規格（ＪＩＳ）に関する文書（審査・協議） 局長 関係局部課 大臣
2 日本産業規格（ＪＩＳ）に関する文書（照会案） 課長 課長

3
産業標準化法施行規則（昭和２４年総理府・文部省・厚生省・農林省・通
商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第１号）を改正
する命令の制定等に関する文書

局長 関係局部課

4 各種標準化推進機関の委員等への就任等に関する文書 課長

5
オブジェクト識別子に係る推奨通信方式（平成２年郵政省告示第７２９号）
第三の４の（２）のイの具体的な値の指定に関する文書

課長 大臣

6
オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程を定める件（平成２
年郵政省告示第７３０号）第５条の規定に基づく構成要素値の指定等に関
する文書

課長 　 大臣

7
オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程を定める件（平成２
年郵政省告示第７３０号）第８条の規定に基づく構成要素値の指定等に関
する文書

課長 大臣

8
オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程を定める件（平成２
年郵政省告示第７３０号）第１１条の規定に基づく構成要素値の取消し等
に関する文書

課長 大臣

9
非標準機能提供者コードに関する規程（昭和６３年郵政省告示第８６４号）
第５条の規定に基づくコードの指定等に関する文書

課長 大臣

10
非標準機能提供者コードに関する規程（昭和６３年郵政省告示第８６４号）
第８条の規定に基づくコードの指定の取消し等に関する文書

課長 大臣

11 諸外国標準化機関等への書簡文に関する文書 課長 関係局部課 局長、課長
宇宙通信政
策課

国宇
1

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構に係る文書（共通第１０８号か
ら第１１１号までに掲げるものを除く。）

課長 局長

2 衛星開発に係る海外からの物品調達に関する文書 局長 関係課 局長

3
宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約
に関する文書のうち、他国等に重大な損害を与えた場合に関するもの

局長 大臣

4
宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約
に関する文書（前号に掲げるものを除く。）

課長 課長

5
宇宙飛行士の救難及び返還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返
還に関する協定に関する文書

課長 局長

6 宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約に関する文書 課長 課長
国際政策課 国国 1 海外報道機関に対する報道発表案件の資料提供の実施 課長 課長

2 国際電気通信連合への民間部門からの業務参加 課長 課長

3
国際電気通信条約に付属する国際電気通信規則付録第２第２項の規定
に基づく計算担当機関の指定

課長 大臣
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4

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第５条第１項の規定によ
る募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集、
株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権の発行又は資金の借入
の認可

局長 大臣

5
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第５条第２項の規定によ
る新株予約権の行使による株式発行の届出に関する文書

課長 供覧

6
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第10条第2項の規定によ
る機構の設立の認可

大臣 大臣

7
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第11条の規定による設立
時取締役及び設立時監査役の選任及び解任の認可

大臣 大臣

8
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第14条の規定による取締
役及び監査役の選任及び解任の決議の認可

副大臣 大臣

9
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第18条第４項の規定によ
る海外通信・放送・郵便事業委員会の委員の選定及び解職の決議の認可

副大臣 大臣

10
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第22条の規定による定款
の変更の決議の認可

副大臣 大臣

11
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第23条第２項の規定によ
る機構の目的を達成するために必要な業務の認可

局長 大臣

12
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第24条第２項の規定によ
る外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣への協議

局長 大臣

13
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第第25条第２項の規定に
よる対象事業支援の決定の認可

局長 大臣

14
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第25条第３項の規定によ
る外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣への協議

局長 大臣

15
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条第１項の規定によ
る株式等又は債権等の譲渡その他の処分の決定の認可

局長 大臣

16
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第30条第１項の規定によ
る予算の認可（変更の認可を含む。）

局長 大臣

17
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第31条の規定による剰余
金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可

局長 大臣

18
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第32条の規定による財務
諸表の提出に関する文書

局長 供覧

19
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第34条第２項の規定によ
る監督上必要な命令

局長 大臣

20
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第35条の規定による財務
大臣への協議

局長 大臣

21
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第36条第２項に基づく機
構の事業年度ごとの業務の実績の評価の結果の通知及び公表

課長 大臣

22
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第38条の規定による合
併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議の認可

大臣 大臣

23
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第39条第１項の規定によ
る報告の徴収及び立入検査

局長 大臣

国際経済課
多国間経済
室

国多

1
先進各国との電子商取引、国際紛争対策（日ＥＵ及び二国間に関するも
のを除く。）及び対内直接投資等に関する命令に関する文書

局長 局長

2
外国為替及び外国貿易法第27条第２項及び第28条第２項の規定による
期間の短縮に係る通知

課長 大臣

3
外国為替及び外国貿易法第27条第３項及び第28条第３項の規定による
期間の延長を行わない旨の通知

課長 課長

4
外国為替及び外国貿易法第27条第３項及び第28条第３項の規定による
期間の延長に係る通知

局長 大臣

5
外国為替及び外国貿易法第27条第４項及び第28条第４項の規定による
期間の短縮に係る通知

局長 大臣

6
外国為替及び外国貿易法第27条第５項及び第28条第５項の規定による
関税・外国為替等審議会への諮問

副大臣 大臣

7
外国為替及び外国貿易法第27条第５項及び第28条第５項の規定による
変更又は中止勧告

副大臣 大臣

8 行政手続法第13条の規定による弁明の機会の付与に関する文書 局長 大臣

9
外国為替及び外国貿易法第27条第10項及び第28条第７項の規定による
変更又は中止命令

副大臣 大臣

10
外国為替及び外国貿易法第27条第11項及び第28条第７項の規定による
変更勧告又は変更命令の取消し

副大臣 大臣

11 外国為替及び外国貿易法第29条の規定による措置命令 局長 大臣

12 外国為替及び外国貿易法第55条の８の規定による報告を徴すること
局長、次長、

課長
大臣

13
外国為替及び外国貿易法第69条の３の規定による外務大臣その他の関
係行政機関の長に対する協力要請に関する文書

局長 大臣

14
外国為替及び外国貿易法第69条の４の規定による外国執行当局への情
報提供に関する文書

局長 大臣

（情報流通行政局）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

情報流通行
政局共通

情共

1 情報流通行政局の所掌に係る検査職員証明書の発行等に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

2
情報流通行政局の所掌に係る検査職員証明書等の調製・送付に関する
文書

課長 局長

3 情報流通行政局の所掌に係る総合通信局部長等会議に関する文書 局長、課長 局長、課長
4 情報流通行政局の所掌に係る総合通信局課長等会議に関する文書 局長、課長 局長、課長
5 情報流通行政局の所掌に係る総合通信局等との連絡調整に関する文書 局長、課長 局長、課長

6 所掌事務に関し報告を徴することに関する文書

局長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

7 局長等の挨拶等に関する文書 局長等 局長等
8 所掌事務に関し各種会議の開催に関する文書 局長、課長 局長、課長

決裁処理番号
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9 登録免許税関係の事務処理に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係課

局長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

10
個人情報の保護に関する法律に関する文書のうち個人情報の漏えい、滅
失又はき損があった場合の報告に関するもの

局長 供覧

11
通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律（平成１３年法律第４４
号）第３条に規定する通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基
本的な方針の制定・変更

局長 関係局部課 大臣

12 電波法第38条の２に関する申出人へ通知する文書 課長 大臣、課長
13 法令等に基づき行う協議等に関する文書 局長 大臣

14
法令等に基づき行う協議等に関する文書（通知等その他の定例的なもの
に限る。）

課長 大臣

15 職員以外の者の海外渡航又は海外からの要人招聘等に伴う外部への依
頼（情報流通行政局の業務に係る事項に限る。）に関する文書

課長 局長等

総務課 情総 1 情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関する文書 局長、課長 局長、課長

2
放送法（昭和２５年法律第１３２号）第１４２条の規定による電気通信紛争
処理委員会に対するあっせん又は仲裁の申請の経由に関する文書

課長 大臣

3
行政事件訴訟法に基づく行政事件訴訟の提起に伴う異議申立て関係記
録の送付（電波法第９８条関係）

局長 関係局部課 大臣

4
情報流通行政局の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する文
書

局長 関係課長 局長

5 情報流通行政局内の庶務に関する事項に関する文書 課長 課長
総務課総合
通信管理室

情管
1 情報通信政策研究所の研修実施に関する規程の制定 局長 局長

2 情報通信政策研究所の組織及び運営に関する文書 局長 局長
3 電波の日の記念行事の実施に関する文書 局長 関係局部課 大臣、局長
4 電波の日に関する軽微な事項の処理 室長 室長
5 情報通信月間の記念行事の実施に関する文書 局長 関係局部課 大臣、局長
6 情報通信月間に関する文書のうち軽微なもの 室長 室長
7 情報化月間の記念行事の実施に関する文書 局長 関係局部課 大臣、局長
8 情報化月間に関する文書のうち軽微なもの 室長 室長
9 総合通信局等のＯＪＴ規定の制定 局長 局長

10 総合通信局等の組織及び運営に関する文書 局長 局長
11 各総合通信局長等会議等の開催に関する文書 局長 関係局部課 局長

12 情報通信審議会の庶務に関する文書
局長、課長、

室長
局長、課長、

室長
情報通信政
策課

情政
1 税制改正要望書の提出

大臣官房総
括審議官

関係局部課

情報通信政
策課情報通
信経済室

情済
1 情報通信白書等の発行に関する文書

大臣官房総
括審議官

大臣官房総
括審議官

2 情報通信統計調査の実施の承認申請 室長 関係局部課
3 統計機構等調べ 室長 関係局部課

4
情報通信統計調査の実施に係る調査回答者への督促並びに関係団体へ
の調査協力依頼及び申請（実施の承認申請に係るものを除く。）

室長
総括審議官

等

5
統計法第32条及び第33条の規定による、調査票情報提供の承認等の通
知

大臣官房総
括審議官

大臣

情報流通振
興課

情振
1

特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成２年法律第３５号）第３条に
規定する「特定通信・放送開発事業の実施に関する指針」の公表

大臣官房総
括審議官

官房総務課 大臣

2
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第３条に規定する「特定通信・放
送開発事業の実施に関する指針」の決定、変更及び変更の際の関係行
政機関の長への協議

大臣官房総
括審議官

大臣

3
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第３条に規定する「特定通信・放
送開発事業の実施に関する指針」の決定の審議会の意見聴取

大臣官房総
括審議官

官房総務課 大臣

4
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第４条に規定する通信・放送新規
事業の実施に関する計画の認定

大臣官房総
括審議官

大臣

5
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第４条に規定する通信・放送新規
事業の実施に関する計画の認定に係る関係行政機関の長への協議

大臣官房総
括審議官

大臣

6
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第５条に規定する通信・放送新規
事業の実施に関する計画の変更の認定

大臣官房総
括審議官

大臣

7
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第５条に規定する通信・放送新規
事業の実施に関する計画の変更の認定に係る関係行政機関の長への協
議

大臣官房総
括審議官

大臣

8
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第５条に規定する通信・放送新規
事業の実施に関する計画の認定の取消し

大臣官房総
括審議官

大臣

　
9

特定通信・放送開発事業実施円滑化法第６条第１項第４号に規定する金
融機関の指定

大臣官房総
括審議官

大臣官房総
括審議官

10
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第７条に規定する資金の融通の
あっせん

課長
大臣官房総
括審議官

11
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第８条に規定する認定事業者に
対する報告の徴収、処理

課長 大臣

12
中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第３条に規定する基本
方針の策定、変更

大臣官房総
括審議官

大臣

13
中小企業等経営強化法第３条に規定する基本方針に関する関係行政機
関の長への協議、審議会の意見聴取、公表

大臣官房総
括審議官

大臣

14
中小企業等経営強化法第33条第１項に規定する特定補助金等の中小企
業者及び個人向け支出実績額等の通知

大臣官房総
括審議官

関係課 大臣

15 中小企業等経営強化法第２条第１２項に基づく特定補助金等の指定
大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

16
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵーＴ）研究委員会等への対
処

課長 関係局部課

17
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵーＴ）研究委員会等への日
本寄書

課長 関係局部課 課長

18
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される同法第４条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の認定

大臣官房総
括審議官

大臣

19
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される同法第４条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の認定に係る関係行政機関の長への協議

大臣官房総
括審議官

大臣
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20
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される同法第５条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の変更の認定

大臣官房総
括審議官

大臣

21
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される同法第５条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の変更の認定に係る関係行政機関の長への協議

大臣官房総
括審議官

大臣

22
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される同法第５条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の認定の取消し

大臣官房総
括審議官

大臣

23
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第５条の規定により読み替えて適
用される同法第７条に規定する資金の融通のあっせん

課長
大臣官房総
括審議官

24
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第５条の規定により読み替えて適
用される同法第８条に規定する認定事業者に対する報告の徴収、処理

課長 大臣

情活
1

国立研究開発法人情報通信研究機構の会計規定の基本的事項の変更
の承認に関する文書（視聴覚障害者向け番組に係るものを除く。）

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

2

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事
業の推進に関する法律（平成５年法律第５４号）第４条に規定する業務に
係る国立研究開発法人情報通信研究機構業務方法書の認可（視聴覚障
害者向け番組に係るものを除く。）

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

3
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事
業の推進に関する法律に基づく基本方針の制定・変更に関する文書（視
聴覚障害者向け番組に係るものを除く。）

大臣官房総
括審議官

官房総務課 大臣

情報流通振
興課情報流
通高度化推
進室

情流

1
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関
する法律（平成１０年法律第５３号）第３条の基本方針の策定及び第７条
の基本方針に係る財務大臣への協議

大臣官房総
括審議官

大臣

情作 1 放送法第１６７条の規定に基づく放送番組センターの指定 局長 官房総務課 大臣

2
放送法第１７２条の規定に基づく放送番組センターに対する監督上必要な
命令

局長 官房総務課 大臣

3 放送法第１７３条の規定に基づく放送番組センターの指定の取消し 局長 官房総務課 大臣

4
租税特別措置法施行令の規定に基づく地域の振興に資する放送番組を
制作する事業を的確に行う能力がある者であることの認定及び認定の取
消しに関すること

局長 大臣

5
租税特別措置法施行令の規定に基づく地域の振興に資する放送番組を
制作する事業を的確に行う能力がある者であることの認定申請書等の内
容変更に係る届出に関すること

局長

6 公益事業振興補助事業の要望に対する推薦に関する文書 課長 課長

7

独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律（平成１４年法律
第１３４号）附則第１０条第２項に基づく有線テレビジョン放送番組充実事
業及び受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施している者に
関する計画の変更の認定及び取り消し並びに計画に関する報告の徴収
に関する文書

局長 大臣

8
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵーＴ）研究委員会等への対
処

課長 関係局部課

9
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵーＴ）研究委員会等への日
本寄書

課長 関係局部課 課長

地域通信振
興課

情地
1

沖縄振興特別措置法（平成１４年度法律第１４号）第２８条第６項（同条第
８項において準用する場合を含む。）の規定に基づく情報通信産業振興計
画に関する関係行政機関の長への通知

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

2
沖縄振興特別措置法第２８条第７項（同条第８項において準用する場合を
含む。）の規定に基づく情報通信産業振興計画の変更の求め

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

3
沖縄振興特別措置法第２９条第２項の規定に基づく情報通信産業振興計
画についての必要な措置の求め

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

4
沖縄振興特別措置法第２９条第３項の規定に基づく情報通信産業振興計
画についての廃止又は変更の勧告

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

5
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基
本的な方針の制定、変更

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

6
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基
本的な方針の制定についての協議（変更協議を含む。）

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

7
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法
律（平成４年法律第７６号）に基づく移転計画の認定（変更認定を含む。）

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

8
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法
律に基づく移転計画の認定の取消

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

9 テレトピア無利子融資等の希望調査に関する文書 課長 課長

10
特定基金に対する負担金の必要経費又は損金参入の特例を受ける公益
法人等の指定申請等に関する文書

大臣官房総
括審議官

大臣官房総
括審議官

11 「ＣＡＰＴＡＩＮ」関連商標等の登録に関する文書
大臣官房総
括審議官

大臣官房総
括審議官

12
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関
する法律第５条に規定する基本計画の同意、計画の変更の同意

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

13
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関
する法律第５条第５項に規定する基本計画に係る主務大臣の同意基準等
の制定及び都道府県への通知

大臣官房総
括審議官

関係局部課 大臣

14
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農
林水産物の利用促進に関する法律第５条に規定する計画の同意、同法
第６条に規定する計画の変更の同意

大臣官房総
括審議官

関係部局課 大臣

放送政策課 情放
1 放送法第１８条の規定に基づく日本放送協会の定款変更認可 局長

関係課
官房総務課

大臣

2
放送法第２０条第２項第９号の規定に基づく日本放送協会の放送及びそ
の受信進歩発達に必要な業務認可（出捐等）

局長
関係課

官房総務課
大臣

3
放送法第２０条第３項の規定に基づく日本放送協会の設備賃貸等の業務
認可

局長
関係課

官房総務課
大臣

4 放送法第２０条第９項の規定に基づく実施基準の認可及び変更認可 局長
関係課

官房総務課
大臣

5 放送法第２０条第１３項の規定に基づく実施計画の届出 課長 供覧

6 放送法第２０条第１５項の規定に基づく日本放送協会に対する勧告 局長
関係課

官房総務課
大臣

7 放送法第２０条第１６項の規定に基づく実施基準の認可の取消し 局長
関係課

官房総務課
大臣

8 放送法第２２条の規定に基づく日本放送協会の出資認可 局長
関係課

官房総務課
大臣

情報流通振
興課情報活
用支援室

情報通信作
品振興課



34

9
放送法第６４条の規定に基づく日本放送協会の受信規約、受信料免除基
準の認可

局長
関係課

官房総務課
大臣

10
放送法第６４条の規定に基づく日本放送協会の受信規約、受信料免除基
準の変更認可

局長
関係課

官房総務課
大臣

11
放送法第６４条第２項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準
に基づく承認

局長 関係課 大臣

12
放送法第７１条の規定に基づく日本放送協会の暫定予算等の認可、国会
報告

大臣 関係課 大臣

13 放送法第７２条の規定に基づく日本放送協会の業務報告書等の国会報告 大臣 関係課 大臣

14 放送法第７４条の規定に基づく日本放送協会の財務諸表の内閣提出 局長
関係課

官房総務課
大臣

15 放送法第８５条の規定に基づく日本放送協会の放送設備賃貸の認可 局長
関係課

官房総務課
大臣

16 日本放送協会の収支予算の国会承認（通知） 局長 関係課 局長

17 日本放送協会経営委員会委員の委嘱（通知） 局長 関係課 局長

18 日本放送協会放送受信料免除基準の変更に係る関係団体への通知 局長 関係課 局長

19
放送大学学園法（平成１４年法律第１５６号）第７条の規定に基づく放送大
学学園の事業計画の認可及び変更認可

局長 関係課 大臣

20 放送大学学園法第８条の規定に基づく放送大学学園の借入金の認可 局長 関係課 大臣

21
放送大学学園法第９条の規定に基づく放送大学学園の重要な財産の譲
渡等の認可

局長 関係課 大臣

放送技術課 情術 1 総合通信局及び沖縄総合通信事務所から指示伺いに関する文書 課長 関係課 局長
2 日本放送協会の放送技術委員の嘱託に関する文書 局長 関係課 局長

3
基幹放送用周波数使用計画（昭和６３年郵政省告示第６６１号）の一部変
更に関する利害関係者からの意見の聴取に関する文書

局長 関係課 局長

4
放送の技術に関し国際機関又は海外政府関係機関への文書の送付又は
送付依頼に関する文書

課長 関係課 課長

5
放送の技術に関し国際会議に係る対処方針並びに寄与文書等の送付又
は送付依頼に関する文書

課長 関係課 課長

6
電波法第９条第４項又は同法第１７条第１項の規定に基づく基幹放送の
業務に用いられる電気通信設備の変更の許可に関する文書

局長 関係課 大臣

7
放送法第９７条第１項の規定に基づく基幹放送の業務に用いられる電気
通信設備の概要の変更の許可に関する文書

局長 関係課 大臣

8
放送法第１１４条第１項の規定に基づく基幹放送設備の改善命令に関す
る文書

局長
関係課

官房総務課
大臣

9
放送法第１１４条第２項の規定に基づく特定地上基幹放送局等設備の改
善命令に関する文書

局長
関係課

官房総務課
大臣

10 放送法第１１５条第１項又は第２項の規定に基づく立入検査に関する文書 課長 関係課 大臣
11 放送法第１１５条第１項又は第２項の規定に基づく報告に関する文書 局長 関係課 大臣

12
放送法第１２３条の規定に基づく基幹放送局設備の改善命令に関する文
書

局長
関係課

官房総務課
大臣

13 放送法第１２４条第１項の規定に基づく立入検査に関する文書 課長 関係課 大臣
14 放送法第１２４条第１項の規定に基づく報告に関する文書 局長 関係課 大臣

15
放送法第１３８条の規定に基づく同法第１２６条第１項の登録に係る電気
通信設備の改善命令に関する文書（有線一般放送に関するものを除く。）

局長 関係課 大臣

16
放送法第１３９条第１項の規定に基づく立入検査に関する文書（有線一般
放送に関するものを除く。）

課長 関係課 大臣

17
放送法第１３９条第１項の規定に基づく報告に関する文書（有線一般放送
に関するものを除く。）

局長 関係課 大臣

地上放送課 情上 1 総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長からの指示伺いに対する指示 局長 関係課 局長

2
電波法第７条第６項又は無線局免許手続規則（昭和２５年電波監理委員
会規則第１５号）第９条各項の規定に基づく無線局（地上放送に係るもの
に限る。）の資料の提出又は補正等に関する文書

課長 関係課 局長

3

電波法第８条第１項の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限
る。）の予備免許に関する文書。ただし、地上基幹放送試験局、基幹放送
を行う実用化試験局、多重放送を行う基幹放送局、電波法第27条の13第
１項の認定を受けた者が認定計画に従って開設する特定基地局及び補完
中継局を除く。

大臣 関係局部課 大臣

4

電波法第８条第１項の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限
る。）の予備免許に関する文書。ただし、地上基幹放送試験局、基幹放送
を行う実用化試験局、多重放送を行う基幹放送局、電波法第27条の13第
１項の認定を受けた者が認定計画に従って開設する特定基地局及び補完
中継局のうち基幹放送用周波数使用計画第４の４に定める周波数を使用
するものに限る。

局長 関係局部課 大臣

5
電波法第８条第２項の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限
る。）の工事落成期限の延長に関する文書

局長 関係局部課 大臣

6
電波法第９条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の変
更に関する文書

局長 関係局部課 大臣

7
電波法第１１条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の
免許拒否に関する文書

局長 関係課 大臣

8

電波法第１３条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の
再免許に関する文書。ただし、地上基幹放送試験局、基幹放送を行う実
用化試験局、多重放送を行う基幹放送局及び電波法第27条の13第１項
の認定を受けた者が認定計画に従って開設する特定基地局を除く。

副大臣 関係局部課 大臣

9

電波法第１３条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の
再免許に関する文書。ただし、地上基幹放送試験局、基幹放送を行う実
用化試験局、多重放送を行う基幹放送局及び電波法第27条の13第１項
の認定を受けた者が認定計画に従って開設する特定基地局に限る。

局長 関係局部課 大臣

10
電波法第１７条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の
変更に関する文書

局長 関係局部課 大臣

11
電波法第１９条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の
指定の変更に関する文書

局長 関係局部課 大臣

12
電波法第２０条の各項の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限
る。）の地位の承継に関する文書

局長 関係課 大臣

13
電波法第27条の13第４項に基づく特定基地局の開設に関する計画の認
定に関すること（地上放送に係るものに限る。）

大臣 関係局部課 大臣

14
電波法第27条の14第１項に基づく開設計画の変更の認定に関すること
（地上放送に係るものに限る。）

局長 関係局部課 大臣

15
電波法第27条の14第３項に基づく認定計画に係る周波数の指定の変更
に関すること（地上放送に係るものに限る。）

局長 関係局部課 大臣
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16
電波法第27条の14第４項に基づく認定の有効期間の延長に関すること
（地上放送に係るものに限る。）

局長 関係局部課 大臣

17 電波法第27条の15第１項に基づく認定の取消しに関すること 大臣 関係局部課 大臣

18
電波法第27条の15第２項に基づく認定の取消しに関すること（地上放送に
係るものに限る。）

大臣 関係局部課 大臣

19
電波法第27条の15第３項に基づく認定又は免許等の取消しに関すること
（地上放送に係るものに限る。）

大臣 関係局部課 大臣

20
電波法第27条の16に基づく認定開設者の地位の承継の許可に関すること
（地上放送に係るものに限る。）

局長 関係局部課 大臣

21
電波法第７１条各項の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限
る。）の変更等に関する文書

局長 関係局部課 大臣

22
電波法第７４条の各項又は同第７４条の２の各項（電波法第７０条の７第４
項において準用する場合を含む。）の規定に基づく無線局（地上放送に係
るものに限る。）の命令及び措置等に関する文書

大臣 関係局部課 大臣

23

電波法第７５条又は同第７６条（電波法第７０条の７第４項において準用す
る場合を含む。）の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の
制限又は取消等、並びに同第７７条の規定に基づく文書の送付に関する
文書

大臣 関係局部課 大臣

24
電波法第９章の各条の規定に基づく罰則のうち、無線局（地上放送に係る
ものに限る。）及びその無線従事者等に関する文書

局長 関係局部課 大臣

25
電波法第１０４条の２の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限
る。）の処分に係る条件等の付与及び条件履行の確認に関する文書

局長 関係課 大臣

26
放送法第８６条の規定に基づく日本放送協会所属基幹放送局又はその放
送の業務（地上放送に係るものに限る。）の廃止、休止の認可（審議会へ
諮問を要するものに限る。）

局長
関係課

官房総務課
大臣

27
放送法第８９条の規定に基づく放送大学学園所属基幹放送局又はその放
送の業務（地上放送に係るものに限る。）の廃止、休止の認可

局長
関係課

官房総務課
大臣

28
放送法第９３条の規定に基づく基幹放送の業務の認定（地上放送に係る
ものに限る。）

副大臣 関係課 大臣

29
基幹放送の業務の認定に係る認定方針の策定又は変更（地上放送に係
るものに限る。）

局長 関係課

30
放送法第９６条第１項の規定に基づく基幹放送の業務の認定の更新（地
上放送に係るものに限る。）

局長 関係課 大臣

31
放送法第９７条第１項の規定に基づく放送事項又は基幹放送の業務に用
いられる電気通信設備の概要の変更の許可（地上放送に係るものに限
る。）

局長 関係課 大臣

32
放送法第９７条第３項の規定に基づく基幹放送の業務に係る指定事項の
変更（地上放送に係るものに限る。）

局長 関係課 大臣

33
放送法第９８条第２項及び第３項の規定に基づく認定基幹放送事業者の
地位の承継の認可（地上放送に係るものに限る。）

局長 関係課 大臣

34
放送法第９９条の規定に基づく基幹放送業務認定証の訂正（地上放送に
係るものに限る。）

課長 大臣

35
放送法第１０３条第１項の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し
（地上放送に係るものに限る。）

副大臣 関係課 大臣

36
放送法第１０４条の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し（地上放
送に係るものに限る。）

副大臣 関係局部課 大臣

37
放送法第１０５条の規定に基づく認定基幹放送事業者の基幹放送の業務
に用いられる基幹放送局の免許を受けた者への通知（地上放送に係るも
のに限る。）

課長 大臣

38 放送法第116条の２第１項の規定に基づく指定放送対象地域の指定 局長 関係課 大臣

39
放送法第116条の２第２項の規定に基づく指定放送対象地域の指定の解
除

局長 関係課 大臣

40 放送法第116条の３第１項の規定に基づく経営基盤強化計画の認定 副大臣 関係課 大臣

41
放送法第116条の４第１項の規定に基づく経営基盤強化計画の変更の認
定

局長 関係課 大臣

42
放送法第116条の４第２項の規定に基づく経営基盤強化計画の変更の届
出

課長 関係課 - 供覧

43
放送法第116条の４第４項の規定に基づく経営基盤強化計画の実施状況
に関する報告

課長 関係課 - 供覧

44 放送法第116条の４第５項の規定に基づく認定の取消し 副大臣 関係課 大臣

45
放送法第１２０条の規定に基づく放送局設備供給役務提供条件の変更の
命令（地上放送に係るものに限る。）

局長 官房総務課 大臣

46
放送法第１５６条の規定に基づく命令等（地上放送に係るものに限る。）に
関する文書

局長 官房総務課 大臣

47
放送法第１５９条第１項の規定に基づく認定放送持株会社の認定に関す
る文書

局長 関係課 大臣

48 放送法第１６５条第１項の規定に基づく地位の承継に関する文書 局長
関係課

官房総務課
大臣

49 放送法第１６６条第１項又は第２項の規定に基づく認定の取消し 局長 関係課 大臣

50
放送法第１７４条の規定に基づく基幹放送の業務の停止の命令（地上放
送に係るものに限る。）

副大臣 大臣

51
放送法第１７５条の規定に基づく資料の提出（地上放送に係るものに限
る。）に関する文書

局長 局長

52
放送法第１７９条の規定に基づく電波監理審議会からの勧告に伴う措置
等（地上放送に係るものに限る。）に関する文書

局長 関係局部課 大臣

53
放送法施行規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１０号）第８１条第１項
の規定に基づく基幹放送業務認定証の再交付（地上放送に係るものに限
る。）

局長 大臣

54
放送法施行規則第１９５条第１項又は第４項の規定に基づく認定放送持
株会社認定証の訂正

課長 関係課 課長

55
放送法施行規則第１９６条第１項の規定に基づく認定放送持株会社認定
証の再交付

局長 関係課 大臣

56
放送法施行規則第86条の２第１項の規定に基づく基幹放送設備等整備計
画の確認又は第101条の２第１項の規定に基づく基幹放送局設備整備計
画の確認に関する文書

局長 関係課 大臣

57
放送法施行規則第86条の２第３項の規定に基づく基幹放送設備等整備計
画の変更の確認又は第101条の２第３項の規定に基づく基幹放送局設備
整備計画の変更の確認に関する文書

局長 関係課 大臣
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58

放送法施行規則第86条の２第２項（同条第４項において準用する場合を
含む。）の規定に基づく確認に係る基幹放送設備等整備計画の内容の公
表又は第101条の２第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の
規定に基づく確認に係る基幹放送局設備整備計画の内容の公表に関す
る文書

局長 関係課 大臣

59
放送法第１１章の各条の規定に基づく罰則（地上放送に係るものに限
る。）に関する文書

局長 関係局部課 大臣

60
電波法施行規則第４３条の３の各項の規定に基づく届出及び報告（地上
放送に係るものに限る。）に関する文書

課長 関係課 局長

61
放送法施行規則第８６条の各項の規定に基づく届出及び報告（地上放送
に係るものに限る。）に関する文書

課長 関係課 局長

62
緊急警報信号を使用して放送を行う基幹放送（地上放送に係るものに限
る。）の公示に関する文書

局長 関係課 大臣

63 基幹放送用周波数使用計画の変更に関する利害関係者からの意見聴取 局長 関係課 大臣

64
免許申請手数料及び検査手数料等の還付（地上放送に係るものに限
る。）に関する文書

課長 関係課 局長

65
基幹放送事業者（地上放送を行うものに限る。）の事業計画実施状況の調
査に関する文書

課長

66
総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長からの無線局（地上放送に係
るものに限る。）又は基幹放送の業務（衛星基幹放送を除く。）の事務処理
及び監理監督等に係る指示伺い又は照会に関する文書

課長 関係課 局長

67

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等の災害、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合に口頭又は電話等により電波
法第６条、第１７条又は第１９条の規定による申請（いずれも地上放送に
係るものに限る。）があった場合の免許又は許可等に関する文書

局長 関係課 大臣

68

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等の災害、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合に口頭又は電話等により放送
法第９３条又は第９７条の規定による申請（いずれも地上放送に係るもの
に限る。）があった場合の認定又は許可等に関する文書

局長 関係課 大臣

69

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等の災害、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合に免許人（地上放送に係るも
の無線局の免許人及び関係団体等に限る。）又は基幹放送事業者（衛星
基幹放送を除く。）に対して行う監理監督運用等に係る通知、報告並びに
要請に関する事項であって成例のあるもの

局長 関係局部課 大臣、局長

70

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由
享有基準の特例に関する省令（平成27年総務省令第26号）第11条第２項
の規定に基づき、同条第１項第１号ハに掲げる事項に該当していることに
ついての確認に関する文書

局長 関係局部課 大臣

71
独立行政法人情報通信研究機構の会計規定の基本的事項の変更の承
認に関する文書（視聴覚障害者向け番組に係るものに限る。）

局長 関係局部課 大臣

72

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事
業の推進に関する法律（平成５年法律第５４号）第４条に規定する業務に
係る独立行政法人情報通信研究機構業務方法書の認可（視聴覚障害者
向け番組に係るものに限る。）

局長 関係局部課 大臣

73
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事
業の推進に関する法律に基づく基本方針の制定・変更に関する文書（視
聴覚障害者向け番組に係るものに限る。）

局長 官房総務課 大臣

74 視聴覚障害者向け放送の実施状況に係る実態調査に関すること 局長 関係局部課 局長
75 字幕放送等の拡充に係る依頼に関する文書 局長 関係局部課 局長

衛星・地域放
送課

情衛

1

電波法第７条第６項又は無線局免許手続規則第９条各項の規定に基づく
衛星基幹放送局（衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験
局を含む。２を除き、以下同じ。）、衛星放送に係る実験を行う無線局、人
工衛星局及び地球局（以下「衛星基幹放送局等」という。）の資料の提出
又は補正等に関する文書

課長 関係課 局長

2 電波法第８条第１項の規定に基づく衛星基幹放送局の予備免許 副大臣 関係局部課 大臣

3
電波法第８条第１項の規定に基づく衛星基幹放送試験局、基幹放送を行
う実用化試験局、衛星放送に係る実験を行う無線局、人工衛星局及び地
球局の予備免許

局長 関係局部課 大臣

4
電波法第８条第２項の規定に基づく衛星基幹放送局及び人工衛星局の工
事落成期限の延長

局長 関係局部課 大臣

5
電波法第９条第４項の規定に基づく衛星基幹放送局等の変更に関する文
書

局長 関係局部課 大臣

6
電波法第１１条の規定に基づく衛星基幹放送局等の免許拒否に関する文
書

局長 関係課 大臣

7
電波法第１３条の規定に基づく衛星基幹放送局等（宇宙運用業務用の人
工衛星局及び地球局を除く。）の再免許に関する文書

局長 関係局部課 大臣

8
電波法第１７条の規定に基づく衛星基幹放送局等の変更（放送事業用地
球局の通信の相手方の変更であって、変更前の通信の相手方の一部と
なる場合を除く。）に関する文書

局長 関係局部課 大臣

9
電波法第１９条の規定に基づく衛星基幹放送局等の指定の変更に関する
文書

局長 関係局部課 大臣

10
電波法第２０条各項の規定に基づく衛星基幹放送局等の地位の承継に関
する文書

局長 関係課 大臣

11
電波法第７１条各項の規定に基づく衛星基幹放送局等の変更等に関する
文書

局長 関係局部課 大臣

12
電波法第７４条各項又は第７４条の２各項（電波法第７０条の７第４項にお
いて準用する場合を含む。）の規定に基づく衛星基幹放送局等の命令及
び措置等に関する文書

大臣 関係局部課 大臣

13
電波法第７５条又は第７６条（電波法第７０条の７第４項において準用する
場合を含む。）の規定に基づく衛星基幹放送局等の制限又は取消等、並
びに第７７条の規定に基づく文書の送付に関する文書

大臣 関係局部課 大臣

14
電波法第９章の各条の規定に基づく罰則の内、衛星基幹放送局等及びそ
の無線従事者等に関する文書

局長 関係局部課 大臣

15
電波法第１０４条の２の規定に基づく衛星基幹放送局等の処分に係る条
件等の付与及び条件履行の確認に関する文書

局長 関係課 大臣

16
放送法第２４条の規定により読み替えて適用する第９３条の規定に基づく
日本放送協会の基幹放送の業務の認定

局長
関係課

官房総務課
大臣

17
放送法第８６条の規定に基づく日本放送協会の基幹放送の業務の廃止、
休止の認可（衛星放送に係るものに限る。）

局長
関係課

官房総務課
大臣

18
放送法第８９条の規定に基づく放送大学学園の基幹放送の業務の廃止、
休止の認可（衛星放送に係るものに限る。）

局長
関係課

官房総務課
大臣
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19
放送法第９３条の規定に基づく基幹放送の業務の認定（衛星放送に係る
ものに限る。）

副大臣 関係課 大臣

20
放送法第９６条第２項の規定に基づく基幹放送の業務の認定の更新（衛
星放送に係るものに限る。）

局長 大臣

21
放送法第９７条第１項の規定に基づく放送事項又は基幹放送の業務に用
いられる電気通信設備の概要の変更の許可（衛星放送に係るものに限
る。）

局長 関係課 大臣

22
放送法第９７条第３項の規定に基づく基幹放送の業務に係る指定事項の
変更（衛星放送に係るものに限る。）

局長 関係課 大臣

23
放送法第９８条第２項の規定に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継
の認可（衛星放送に係るものに限る。）

局長 関係課 大臣

24
放送法第９９条の規定に基づく基幹放送業務認定証の訂正（衛星放送に
係るものに限る。）

課長 大臣

25
放送法第１０３条第１項の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し
（衛星放送に係るものに限る。）

副大臣 大臣

26
放送法第１０４条の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し（衛星放
送に係るものに限る。）

副大臣 関係課 大臣

27
基幹放送の業務の認定に係る認定方針の策定、変更（衛星放送に係るも
のに限る。）

局長

28
放送法第１０５条の規定に基づく認定基幹放送事業者の基幹放送の業務
に用いられる基幹放送局の免許を受けた者への通知（衛星放送に係るも
のに限る。）

課長 大臣

29
放送法施行規則第８１条第１項の規定に基づく基幹放送業務認定証の再
交付（衛星放送に係るものに限る。）

局長 大臣

30
放送法第１２０条の規定に基づく放送局設備供給役務提供条件の変更の
命令（衛星放送に係るものに限る。）

局長 官房総務課 大臣

31
放送法第１２７条第１項の規定に基づく登録及び同条第２項の規定に基づ
く通知（衛星放送に係るものに限る。）

局長 関係課 大臣

32
放送法第１２８条の規定に基づく登録の拒否（衛星放送に係るものに限
る。）

局長 関係課 大臣

33
放送法第１３０条第３項において準用する同法第１２７条第１項の規定に
基づく変更登録及び同条第２項の規定に基づく通知（衛星放送に係るもの
に限る。）

課長 関係課 大臣

34
放送法第１３０条第３項において準用する同法第１２８条の規定に基づく変
更登録の拒否（衛星放送に係るものに限る。）

局長 関係課 大臣

35
放送法第１３０条第４項後段の規定に基づく変更登録（衛星放送に係るも
のに限る。）

課長 関係課

36 放送法第１３１条の規定に基づく登録の取消し 局長
関係課

官房総務課
大臣

37 放送法第１３２条の規定に基づく登録の抹消 課長 関係課
38 放送法第１３４条第２項後段の規定に基づく変更登録 課長 関係課

39
放送法第１５６条の規定に基づく命令等（衛星放送に係るものに限る。）に
関する文書

局長
関係課

官房総務課
大臣

40
放送法第１７４条の規定に基づく業務停止命令（衛星放送に係るものに限
る。）

副大臣 関係課 大臣

41
放送法第１７５条の規定に基づく資料の提出（衛星放送に係るものに限
る。）に関する文書

局長 大臣

42
放送法第１７９条の規定に基づく電波監理審議会からの勧告に伴う措置
等（衛星放送に係るものに限る。）に関する文書

局長 関係局部課 大臣

43
電波法施行規則第４３条の３の各項の規定に基づく届出及び報告（衛星
放送に係るものに限る。）に関する文書

課長 関係課 局長

44
放送法施行規則第８６条の各項の規定に基づく届出及び報告（衛星放送
に係るものに限る。）に関する文書

課長 関係課 局長

45
緊急警報信号を使用して放送を行う基幹放送（衛星放送に係るものに限
る。）の公示に関する文書

局長 関係課 大臣

46 視聴覚障害者向け放送の実施状況に係る実態調査に関すること 局長 関係局部課 局長

1
国際放送又は中継国際放送を行う基幹放送局の指定事項の変更に係る
総合通信局長への通知

局長 関係課 局長

2
電波法第７条第６項又は無線局免許手続規則第９条各項の規定に基づく
国際放送又は中継国際放送を行う基幹放送局の資料の提出又は補正等
に関する文書

課長 関係課 局長

3
電波法第８条第１項の規定に基づく日本放送協会所属の国際放送を行う
基幹放送局又は中継国際放送を行う基幹放送局の予備免許

局長
関係課

官房総務課
大臣

4
電波法第８条第２項の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基
幹放送局の工事落成期限の延長

局長 関係課 大臣

5
電波法第９条第４項の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基
幹放送局の変更

局長 関係課 大臣

6
電波法第１１条の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放
送局の免許拒否

局長 関係課 大臣

7
電波法第１３条の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放
送局の再免許

局長 関係課 大臣

8
電波法第１７条の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放
送局（いずれも総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長が処理すること
としたものを除く。）の変更

局長 関係課 大臣

9
電波法第１９条の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放
送局（いずれも総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長が処理すること
としたものを除く。）の指定の変更

局長 関係課 大臣

10
電波法第７６条の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放
送局の制限又は取消等、並びに第７７条の規定に基づく文書の送付

大臣 関係局部課 大臣

11
電波法第９章の各条の規定に基づく罰則の内、国際放送又は中継国際放
送を行う基幹放送局及びその無線従事者等に関する文書

局長 関係局部課 大臣

12
電波法第１０４条の２の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基
幹放送局の処分に係る条件等の付与及び条件履行の確認

局長 関係課 大臣

13
放送法第２０条第８項の規定に基づく日本放送協会の中継国際放送の協
定の締結、変更の認可

局長
関係課

官房総務課
大臣

14
放送法第２４条の規定により読み替えて適用する同法第９３条の規定に
基づく日本放送協会の協会国際衛星放送に関する認定

局長
関係課

官房総務課
大臣

15 放送法第６５条の規定に基づく日本放送協会の国際放送の実施要請 局長
関係課

官房総務課
大臣

16
放送法第６５条の規定に基づく日本放送協会の協会国際衛星放送の実施
要請

局長 官房総務課 大臣

衛星・地域放
送課
国際放送推
進室

情国
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17
放送法第６５条第５項において準用する同法第２０条第８項の規定に基づ
く中継国際放送の協定の廃止の認可

局長
関係課

官房総務課
大臣

18
放送法第６７条の規定に基づく国際放送又は協会国際衛星放送に要する
費用の支払い

局長 関係局部課 局長

19
放送法第８６条第1項の規定に基づく日本放送協会所属基幹放送局又は
その放送の業務（国際放送、中継国際放送又は協会国際衛星放送に係
るものに限る。）の廃止、休止の認可

局長
関係課

官房総務課
大臣

20

放送法第８６条第４項又は第５項の規定により読み替えて適用する同法
第１０５条の規定に基づく認定基幹放送事業者の基幹放送の業務に用い
られる基幹放送局の免許を受けた者への通知（国際放送又は協会国際
衛星放送に係るものに限る。）

課長 大臣

21
放送法第１７４条（同法第８１条第６項において準用する場合を含む。）の
規定に基づく基幹放送の業務の停止の命令

局長 官房総務課 大臣

22
放送法第１７５条（同法第８１条第６項において準用する場合を含む。）の
規定に基づく国際放送及び協会国際衛星放送の業務に関する資料の提
出に関する通知

局長 関係課 局長

23
日本放送協会の国際放送又は協会国際衛星放送の開始、変更の届出に
関する通知

局長 関係課 局長

24
日本放送協会の国際放送又は協会国際衛星放送の廃止、休止の届出に
関する通知

局長 関係課 局長

25

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等の災害、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合に口頭又は電話等により電波
法第６条、第１７条又は第１９条の規定による申請（国際放送又は中継国
際放送を行う基幹放送局に限る。）があった場合の免許又は許可等に関
する文書

局長 関係課 大臣

26
放送法第１７５条（同法第８１条第６項において準用する場合を含む。）の
規定に基づく国際放送又は協会国際衛星放送の業務に関する資料の提
出

室長
供覧

27 日本放送協会の国際放送又は協会国際衛星放送の廃止、休止の届出 局長 関係課
供覧

28 日本放送協会の国際放送又は協会国際衛星放送の開始、変更の届出 局長 関係課
供覧

29
放送法及び電波法の一部を改正する法律（平成26年法律第96号）附則第
４条の規定に基づく外国の放送局を用いて行われる国際放送の届出

局長 関係課
供覧
経過措置

1 総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長からの指示伺いに対する指示 室長 局長

2
平成１２年郵政省告示第５２４号別表第十号別記第１注３の規定に基づく
限定受信方式識別子の指定

局長 関係課 大臣

3 基幹放送用周波数使用計画の変更に関する利害関係者からの意見聴取 局長 関係課 大臣
4 電波法第８条第１項の規定に基づく予備免許 局長 関係局部 大臣
5 電波法第８条第２項の規定に基づく工事落成期限の延長 局長 関係局部 大臣
6 電波法第１１条の規定に基づく免許の拒否 局長 大臣
7 電波法第１３条の規定に基づく再免許 局長 関係局部 大臣
8 電波法第１７条第１項の規定に基づく変更許可 局長 関係局部 大臣
9 電波法第１９条の規定に基づく指定変更 局長 関係局部 大臣

10 電波法第２０条の各項の規定に基づく地位の承継の許可 局長 関係課 大臣
11 電波法第７１条の各項の規定に基づく無線局の指定事項の変更等 局長 関係局部 大臣
12 電波法第７４条の規定に基づく放送局への放送実施命令 局長 関係課 大臣

13
電波法第７５条の規定に基づく取消、それに伴う同第７７条の規定に基づ
く文書の送付

局長 関係課 大臣

14
電波法第７６条（電波法第７０条の７第４項において準用する場合を含
む。）の規定に基づく無線局の運用の停止、制限、免許の取消等、それに
伴う同第７７条の規定に基づく文書の送付

局長 関係局部 大臣

15 緊急警報信号を使用して放送を行う放送局等の公告 局長 関係課 大臣

16
放送法第１０３条第１項の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し
（コミュニティ放送に係るものに限る。）

副大臣 関係課 大臣

17
放送法第１０４条の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し（コミュ
ニティ放送に係るものに限る。）

副大臣 関係局部課 大臣

18
放送法第１２７条第１項の規定に基づく登録及び同条第２項の規定に基づ
く通知

局長 関係課 大臣

19 放送法第１２８条の規定に基づく登録の拒否 局長 関係課 大臣

20
放送法第１３０条第３項において準用する同法第１２７条第１項の規定に
基づく変更登録及び同条第２項の規定に基づく通知

課長 関係課 大臣

21
放送法第１３０条第３項において準用する同法第１２８条の規定に基づく変
更登録の拒否

局長 関係課 大臣

22 放送法第１３０条第４項後段の規定に基づく変更登録 室長 関係課

23 放送法第１３１条の規定に基づく登録の取消し 局長
関係課

官房総務課
大臣

24 放送法第１３２条の規定に基づく登録の抹消 室長 関係課
25 放送法第１３４条第２項後段の規定に基づく変更登録 室長 関係課

26
放送法第１３８条の規定に基づく同法第１２６条第１項の登録に係る電気
通信設備の改善命令（有線一般放送に関するものに限る。）

局長
関係課

官房総務課
大臣

27
放送法第１３９条第１項の規定に基づく立入検査に関する文書（有線一般
放送に関するものに限る。）

室長 大臣

28
放送法第１３９条第１項の規定に基づく報告に関する文書（有線一般放送
に関するものに限る。）

局長 関係課 大臣

29 放送法第１４０条第１項の規定に基づく指定 局長 大臣

30
放送法第１４１条の規定に基づく役務提供条件の変更その他業務の方法
の改善命令

局長 官房総務課 大臣

31 放送法第１４４条の規定に基づく裁定に関する文書 局長 官房総務課 大臣

32
放送法第１４５条第２項の規定に基づく資料の提供その他の協力の依頼
に関する文書

局長 大臣

33 放送法第１４５条第３項の規定に基づく国土交通大臣への通知 局長 大臣
34 放送法第１４５条第４項の規定に基づく立入検査に関する文書 室長 大臣
35 放送法第１４５条第４項の規定に基づ報告に関する文書 局長 関係課 大臣

36
放送法第１５６条の規定に基づく命令等（有線一般放送及びコミュニティ放
送に関するものに限る。）に関する文書

局長 官房総務課 大臣

37
放送法第１５９条第１項の規定に基づく認定放送持株会社の認定（子会社
である地上基幹放送の業務を行う者が行う放送がコミュニティ放送のみで
あるものに限る。）に関する文書

局長 関係課 大臣

38
放送法第１６５条第１項の規定に基づく地位の承継（子会社である地上基
幹放送の業務を行う者が行う放送がコミュニティ放送のみであるものに限
る。）に関する文書

局長
関係課

官房総務課
大臣

衛星・地域放
送課
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39
放送法第１６６条第１項又は第２項の規定に基づく認定（子会社である地
上基幹放送の業務を行う者が行う放送がコミュニティ放送のみであるもの
に限る。）の取消

局長 関係課 大臣

40
放送法施行規則第１９５条第１項又は第４項の規定に基づく認定放送持
株会社認定証（子会社である地上基幹放送放送の業務を行う者が行う放
送がコミュニティ放送のみであるものに限る。）の訂正

室長 関係課 室長

41
放送法施行規則第１９６条第１項の規定に基づく認定放送持株会社認定
証（子会社である地上基幹放送放送の業務を行う者が行う放送がコミュニ
ティ放送のみであるものに限る。）の再交付

局長 関係課 大臣

42
放送法第１７４条の規定に基づく業務停止命令（有線一般放送及びコミュ
ニティ放送に関するものに限る。）

副大臣 大臣

43
放送法第１７５条の規定に基づく資料の提出（有線一般放送に関するもの
に限る。）の要求

局長 大臣

44
緊急警報信号を使用して放送を行う基幹放送（コミュニティ放送に係るも
のに限る。）の公示に関する文書

局長 関係課 大臣

45
電気通信基盤充実臨時措置法（平成３年法律第２７号）第３条に基づく基
本指針の制定に関する協議（変更協議を含む。）

局長 関係局部課 大臣

46
電気通信基盤充実臨時措置法第４条に基づく高度有線テレビジョン放送
施設整備事業の実施計画の認定

局長 大臣

47
電気通信基盤充実臨時措置法第５条に基づく高度有線テレビジョン放送
施設整備事業の実施計画に係る変更の認定又は認定の取消し

局長 大臣

48
電気通信基盤充実臨時措置法第８条に基づく認定事業者に対する高度
有線テレビジョン放送施設整備事業の実施状況についての報告の徴収

局長 大臣

49
高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る地方税法施行令附則第１
１条の適用に係る証明に関する文書

室長 大臣

50
産業活力再生特別措置法第３条に規定する事業再構築支援計画の認
定、変更等に関する文書

局長 大臣

51
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵ－Ｔ）研究委員会等への対
処に関する文書

室長 関係局部

52
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵ－Ｔ）研究委員会等におけ
る日本寄書等の提出に関する文書

室長 関係局部 課長

53
産業活力再生特別措置法第３条に規定する事業再構築支援計画の認定
に関する租税特別措置法第８０条の適用に係る証明に関する文書

室長 大臣

郵政行政部
共通

郵共
1 所掌事務に関し報告を徴すること

部長、課長、
室長

大臣

2 法令等の規定に基づき行う協議等に関する文書（軽微なものは除く。） 部長 関係課 大臣
3 法令等の規定に基づき行う協議等に関する文書のうち軽微なもの 課長 関係課 大臣

4 郵政行政部の所掌に係る総合通信局等との連絡調整に関する文書 部長、課長
局長､部長、

課長
5 税制改正要望書の提出 部長

6 所掌事務に関し各種会議の開催に関する文書 部長、課長
局長､部長、

課長

7

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７
年法律第１０２号）第２条の規定による廃止前の日本郵政公社法（平成１４
年法律第９７号。以下「旧公社法」という。）第５８条の規定に基づく報告に
関する文書のうち重要なもの

部長 関係課 大臣
経過
措置

8 旧公社法第５８条の規定に基づく報告に関する文書のうち軽微なもの 課長 関係課 大臣
経過
措置

9
旧公社法第６１条第１項の規定に基づく法令違反等の是正命令及び同条
第２項の規定に基づく公表に関する文書

大臣 関係課 大臣
経過
措置

10 防災・危機管理に関する文書（軽微なものは除く。） 部長 関係課 部長
11 防災・危機管理に関する文書のうち軽微なもの 課長 関係課 課長

12 国際協力に関する文書
部長、課長、

室長
関係課

大臣、部長、
課長、室長

1 郵政行政部が所掌する事務の総合調整に関する文書 部長 関係局部課 部長
2 郵政行政部内の庶務に関する文書 課長 課長

3
郵政民営化法（平成１７年法律第９７号。以下「民営化法」という。）第９１
条の規定に基づく民営化委員会の意見の聴取に関する文書

部長 大臣

4
民営化法第９３条第２項の規定に基づく民営化委員会への通知に関する
文書

課長 大臣

5
民営化法第１８０条第１項第２号の規定に基づく財務省令で定める証明に
関する文書

課長 大臣

6
日本郵政株式会社法（平成１７年法律第９８号）第４条第２項の規定に基
づく目的達成業務の認可に関する文書

部長 大臣

7
日本郵政株式会社法第８条第１項の規定に基づく募集株式若しくは募集
新株予約権を引き受ける者の募集、又は株式交換に際して株式若しくは
新株予約権を交付することの認可に関する文書

大臣 大臣

8
日本郵政株式会社法第８条第２項の規定に基づく新株予約権の行使によ
り株式を交付した旨の届出に関する文書

部長 供覧

9
日本郵政株式会社法第９条の規定に基づく取締役の選任及び解任並び
に監査役の選任及び解任の決議の認可に関する文書

大臣 大臣

10
日本郵政株式会社法第１０条前段の規定に基づく事業計画の認可及び同
条後段の規定に基づく事業計画の変更の認可に関する文書

部長 関係課 大臣

11
日本郵政株式会社法第１１条の規定に基づく定款の変更の決議の認可に
関する文書

部長 大臣

12
日本郵政株式会社法第１１条の規定に基づく合併、会社分割及び解散の
決議の認可に関する文書

大臣 大臣

13
日本郵政株式会社法第11条の規定に基づく剰余金の配当その他の剰余
金の処分（損失の処理を除く。）の決議の認可に関する文書

部長 大臣

14
日本郵政株式会社法第１２条の規定に基づく財務諸表の提出に関する文
書

部長 供覧

15
日本郵政株式会社法第１３条第２項の規定に基づく監督命令に関する文
書

大臣 大臣

16 日本郵政株式会社法第１４条第１項の規定に基づく報告に関する文書 部長 大臣

17
日本郵政株式会社法第１６条第１項の規定に基づく情報の公表に関する
文書

部長 供覧

18
日本郵政株式会社法施行規則（平成１８年総務省令第３号）第１４条の規
定に基づく業務に関する規程の届出等に関する文書

課長 供覧

19
日本郵便株式会社法（平成１７年法律第１００号）第４条第４項の規定に基
づく同条第２項の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第３項の業務
の届出に関する文書

部長 供覧

郵政行政部
企画課

郵企
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20
日本郵便株式会社法第９条第１項の規定に基づく新株予約権の募集・交
付の認可に関する文書

大臣 大臣

21
日本郵便株式会社法第９条第２項の規定に基づく新株予約権の行使によ
る株式発行の届出に関する文書

課長 供覧

22
日本郵便株式会社法第１０条の規定に基づく事業計画の作成、変更の認
可に関する文書

部長 関係課 大臣

23
日本郵便株式会社法第１１条の規定に基づく重要財産の譲渡、担保供与
の認可に関する文書

部長 関係課 大臣

24
日本郵便株式会社法第１２条の規定に基づく会社の定款変更の決議の認
可に関する文書

部長 大臣

25
日本郵便株式会社法第１２条の規定に基づく会社の合併、会社分割及び
解散の決議の認可に関する文書

大臣 大臣

26
日本郵便株式会社法第１３条の規定に基づく事業年度の財務諸表の提出
に関する文書

部長 供覧

27
日本郵便株式会社法第１４条の規定に基づく収支を記載した書類に関す
る文書の提出

部長 供覧

28
日本郵便株式会社法第１５条第２項の規定に基づく監督命令に関する文
書

大臣 大臣

29 日本郵便株式会社法第１６条第１項の規定に基づく報告に関する文書 部長 大臣

30
日本郵便株式会社法第１７条の規定に基づく財務大臣との協議に関する
文書

部長 大臣

31
日本郵便株式会社法第１８条の規定に基づく情報の公表に関する文書の
提出

部長 供覧

32 国際関係事務の総括に関する文書 部長 関係課 局長
郵政行政部
企画課
検査監理室

郵検
1

日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便認証司、独立行政法人郵
便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、郵便貯金銀行
及び郵便保険会社の検査に関する文書のうち重要なもの

部長
大臣
部長

2
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便認証司、独立行政法人郵
便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、郵便貯金銀行
及び郵便保険会社の検査に関する文書のうち軽微なもの

室長
部長、課長、

室長

郵政行政部
郵便課

郵郵
1

郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第５９条第１項の規定に基づく郵便認
証司の任命に関する文書

部長 大臣

2 郵便法第６２条の規定に基づく郵便認証司の罷免に関する文書 部長 大臣

3
郵便法第６３条第２項の規定に基づく郵便認証司の兼業の承認に関する
文書

課長 大臣

4
郵便法第６４条の規定に基づく郵便認証司に対する監督命令に関する文
書

部長 大臣

5
郵便法第６５条第１項の規定に基づく郵便認証司の認証事務に関する報
告に関する文書

課長 大臣

6
郵便法第６６条の規定に基づく郵便認証司に対する懲戒処分に関する文
書

部長 大臣

7
郵便法第６７条第１項の規定に基づく郵便に関する料金の変更の届出に
関する文書

課長 供覧

8
郵便法第６７条第３項の規定に基づく郵便に関する料金の変更の認可に
関する文書

部長 大臣

9
郵便法第６７条第５項の規定に基づく郵便に関する料金の変更の届出に
関する文書

課長 供覧

10
郵便法第６７条第７項の規定に基づく郵便事業の収支の状況の報告に関
する文書

課長 供覧

11
郵便法第６８条第１項の規定に基づく郵便約款の変更の認可に関する文
書

部長 大臣

12
郵便法第７０条第１項の規定に基づく郵便業務管理規程の変更の認可に
関する文書

部長 大臣

13
郵便法第７１条の規定に基づく郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業
務管理規程の変更命令に関する文書

大臣 大臣

14 郵便法第７２条第１項の規定に基づく業務の委託に関する文書 部長 大臣

15

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律（昭和２３年法律第１４２号）第
３条第１項の規定に基づく指定及び指定に関する関係大臣との協議並び
に同条第３項の規定に基づく印紙の売りさばきの管理及び手続に関する
事項の関係大臣との協議に関する文書

課長 大臣

16
郵便切手類販売所等に関する法律（昭和２４年法律第９１号）第２条第１
項の規定に基づく郵便切手類の販売等の委託基準の認可に関する文書

部長 大臣

17
簡易郵便局法（昭和２４年法律第２１３号）第６条の規定に基づく日本郵便
株式会社から再委託された委託業務に係る委託基準の認可に関する文
書

部長 大臣

18
郵便物運送委託法（昭和２４年法律第２８４号）第３条第２項の規定に基づ
く郵便物の運送等業務に係る委託基準の認可に関する文書

部長 大臣

19
郵便切手類模造等取締法（昭和４７年法律第５０号）第１条第２項の規定
による許可に関する文書

課長 大臣

20

お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２４年法律第２２４号）第７条第５
項の規定に基づき、会社が寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金の
配分団体、配分額の決定、配分団体が守らなければならない事項及び配
分金の使途についての監査に関する事項を定めるための認可並びに認
可を行うための寄附目的に係る事業を所管する大臣との協議

部長 大臣

21
日本郵便株式会社法第１５条第２項の規定に基づく監督命令に関する文
書

大臣 大臣

22 日本郵便株式会社法第１６条第１項の規定に基づく報告に関する文書 部長 大臣
郵政行政部
郵便課
国際企画室

郵国
1

郵便業務を行う事業に関する制度等の企画及び立案に関する文書並び
に郵便業務等の適正運営確保に関する文書のうち重要なもの（国際郵便
に限る。）

大臣 関係局部課 大臣

2
郵便業務を行う事業に関する制度等の企画及び立案に関する文書並び
に郵便業務等の適正運営確保に関する文書（重要なもの及び軽微なもの
を除く。国際郵便に限る。）

部長 関係局部課
大臣
部長

3
郵便業務を行う事業に関する制度等の企画及び立案に関する文書並び
に郵便業務等の適正運営確保に関する文書のうち軽微なもの（国際郵便
に限る。）

室長 関係局部課 部長、室長

4
郵便法第６７条第１項の規定に基づく郵便に関する料金の変更の届出に
関する文書（国際郵便に限る。）

室長 供覧

5
郵便法第６７条第５項の規定に基づく郵便に関する料金の変更の届出に
関する文書（国際郵便に限る。）

室長 供覧

6
郵便法第６８条第１項の規定に基づく郵便約款の変更の認可に関する文
書（軽微なものを除く。国際郵便に限る。）

大臣 関係課 大臣
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7
郵便法第６８条第1項の規定に基づく郵便約款の変更の認可に関する文
書のうち軽微なもの（国際郵便に限る。）

部長 大臣

8
郵便法第７１条の規定に基づく郵便に関する料金又は郵便約款の変更命
令に関する文書（国際郵便に限る。）

大臣 関係課 大臣

9

条約又は法律（法律に基づく命令を含む。）で定める範囲内での郵便に関
する国際的取決めの協議及び締結並びに万国郵便連合その他の機関と
の連絡に関する文書（軽微なもの及び貯金保険課の所掌に属するものを
除く。）

部長 関係課 部長

10

条約又は法律（法律に基づく命令を含む。）で定める範囲内での郵便に関
する国際的取決めの協議及び締結並びに万国郵便連合その他の機関と
の連絡に関する文書のうち軽微なもの（貯金保険課の所掌に属するもの
を除く。）

室長 関係課 室長

郵政行政部
貯金保険課

郵貯

1

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条の
規定による廃止前の郵便貯金法（昭和２２年法律第１４４号。以下「旧郵便
貯金法」という。）第７０条第１項の規定に基づく貯金の利率の決定方針の
認可及び同条第４項の規定に基づく貯金の利率の決定方針の変更命令
に関する文書

部長 大臣
経過
措置

2
旧郵便貯金法第７０条第３項の規定に基づく貯金の利率の届出に関する
文書

課長
経過
措置
供覧

3
旧郵便貯金法第７０条第５項の規定に基づく貯金の利率の変更命令に関
する文書

部長 大臣
経過
措置

4
旧郵便貯金法第７１条第１項の規定に基づく郵便貯金の特別な取扱いに
関する料金の届出に関する文書

課長
経過
措置
供覧

5
旧郵便貯金法第７１条第２項の規定に基づく郵便貯金の特別な取扱いに
関する料金の変更命令に関する文書

部長 大臣
経過
措置

6
旧郵便貯金法第７２条第１項の規定に基づく貸付金の利率の決定方針の
認可及び同条第４項の規定に基づく貸付金の利率の決定方針の変更命
令に関する文書

部長 大臣
経過
措置

7
旧郵便貯金法第７２条第３項の規定に基づく貸付金の利率の届出に関す
る文書

課長
経過
措置
供覧

8
旧郵便貯金法第７２条第５項の規定に基づく貸付金の利率の変更命令に
関する文書

部長 大臣
経過
措置

9
旧郵便貯金法第７３条の規定に基づく金融庁長官及び財務大臣との協議
に関する文書

部長 大臣
経過
措置

10

郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成19
年政令第235号）第１条の規定による廃止前の郵便貯金法施行令（昭和４
６年政令第２９８号）第５条第２項の規定に基づく金融庁長官又は財務大
臣との協議に関する文書

部長 大臣
経過
措置

11

公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令（平成１９年総務省令第１１３
号）附則第２条の規定による廃止前の郵便貯金法施行規則（平成１５年総
務省令第８号。以下「旧郵便貯金法施行規則」という。）第６条の規定に基
づく郵便貯金資金の地方公共団体に対する貸付利率の決定・通知に関す
る文書

部長 関係課 大臣
経過
措置

12

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条の
規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附
の委託に関する法律（平成２年法律第７２号。以下「旧国際ボランティア貯
金法」という。）第７条の２第１項の規定に基づく配分団体及び配分額の決
定等の認可に関する文書

部長 大臣
経過
措置

13
旧国際ボランティア貯金法第７条の２第２項の規定に基づく関係行政機関
の長との協議に関する文書

部長 大臣
経過
措置

14
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条の
規定による廃止前の郵便為替法第３８条の４第１項の規定に基づく国際
郵便為替に関する料金の届出に関する文書

課長
経過
措置
供覧

15
旧郵便為替法第３８条の４第２項の規定に基づく国際郵便為替の料金の
変更命令に関する文書

部長 大臣
経過
措置

16

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条の
規定による廃止前の郵便振替法（昭和２３年法律第６０号。以下「旧郵便
振替法」という。）第６５条第１項の規定に基づく郵便振替の払込み、振替
及び払出しの料金の上限の認可及び同条第６項の規定に基づく郵便振替
の払込み、振替及び払出しの料金の上限の変更命令に関する文書

部長 大臣
経過
措置

17
旧郵便振替法第６５条第３項及び第５項の規定に基づく郵便振替に関す
る料金の届出に関する文書

課長
経過
措置
供覧

18
旧郵便振替法第６５条第７項の規定に基づく郵便振替の料金の変更命令
に関する文書

部長 大臣
経過
措置

19
旧郵便振替法第６６条第１項の規定に基づく国際郵便振替に関する料金
の届出に関する文書

課長
経過
措置
供覧

20
旧郵便振替法第６６条第２項の規定に基づく国際郵便振替の料金の変更
命令に関する文書

部長 大臣
経過
措置

21 旧郵便振替法第６７条の規定に基づく財務大臣との協議に関する文書 部長 大臣
経過
措置

22

条約又は法律（法律に基づく命令を含む。）で定める範囲内での郵便為替
及び郵便振替に関する国際的取決めの協議及び締結並びに万国郵便連
合その他の機関との連絡に関する文書（郵便課の所掌に属するものを除
く。）

部長
課長

関係課
部長
課長

23

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条の
規定による廃止前の簡易生命保険法（昭和２４年法律第６８号。以下「旧
簡易生命保険法」という。）第１０２条第１項の規定による簡易生命保険約
款の変更の認可に関する文書

部長 関係課 大臣
経過
措置

24
旧簡易生命保険法第１０２条第４項の規定による簡易生命保険約款の変
更命令に関する文書

大臣 大臣
経過
措置

25
旧簡易生命保険法第１０３条第１項の規定による保険料の算出方法書の
変更の認可に関する文書

部長 関係課 大臣
経過
措置

26
旧簡易生命保険法第１０３条第４項の規定による保険料の算出方法書に
記載すべき事項の変更命令に関する文書

大臣 関係課 大臣
経過
措置
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27

公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第２条の規定による廃
止前の簡易生命保険法施行規則（平成１５年総務省令第１５号。以下「旧
簡易生命保険法施行規則」という。）第６条の規定による簡易生命保険資
金の地方公共団体に対する貸付利率の決定・通知に関する文書

部長 関係課 大臣
経過
措置

28
旧簡易生命保険法施行規則第７条等の規定による簡易生命保険資金の
地方公共団体に対する貸付額等の決定・通知に関する文書

部長 関係課 大臣
経過
措置

29
日本郵便株式会社法第４条第４項の規定に基づく届出に関する文書(銀
行代理業並びに保険募集及び所属保険会社等の事務の代行に係るもの
に限る。)

部長 供覧

30
日本郵便株式会社法第７条の規定に基づく銀行窓口業務契約及び保険
窓口業務契約の届出に関する文書

部長 供覧

31
日本郵便株式会社法第１５条第２項の規定に基づく業務に関し監督上必
要な命令に関する文書(銀行代理業並びに保険募集及び所属保険会社等
の事務の代行に係るものに限る。)

部長 大臣

32
民営化法第６３条第２項の規定に基づき適用される日本郵政株式会社法
第１３条第２項の規定に基づく命令に関する文書

部長 大臣

33
民営化法第９３条第２項の規定に基づく民営化委員会への通知に関する
文書

課長 大臣

34
民営化法第１０５条第１項の規定に基づく郵便貯金銀行と他の金融機関
等との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するお
それがないと認める決定に関する文書

大臣 大臣

35
民営化法第１０５条第２項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取
に関する文書

部長 大臣

36
民営化法第１０５条第４項の規定に基づく第1項の決定に関する郵便貯金
銀行及び機構への通知に関する文書

課長 大臣

37
民営化法第１０８条第１項の規定による一般の金融機関がない市町村の
区域の告示

部長
関係局部課
官房総務課

大臣

38 民営化法第１１０条第１項の規定に基づく業務の認可に関する文書 大臣 大臣

39
民営化法第１１０条第６項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取
に関する文書

部長 大臣

40
民営化法第１１０条の２第１項の規定に基づく株式の二分の一以上を処分
した旨を総務大臣に届け出た日以後の業務の実施の届出に関する文書

部長 供覧

41
民営化法第１１０条の２第３項の規定に基づく民営化委員会への通知に関
する文書

課長 大臣

42 民営化法第１１１条第１項の規定に基づく子会社保有の認可に関する文 大臣 大臣

43
民営化法第１１１条第５項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取
に関する文書

部長 大臣

44
民営化法第１１２条第１項の規定に基づく営業所の設置の届出に関する
文書

課長 供覧

45
民営化法第１１２条第１項の規定に基づく営業所の種類の変更の届出に
関する文書

課長 供覧

46
民営化法第１１２条第１項の規定に基づく営業所の廃止の届出に関する
文書

課長 供覧

47
民営化法第１１２条第１項の規定に基づく支店その他の営業所の位置の
変更の届出に関する文書

課長 供覧

48
民営化法第１１２条第２項の規定に基づく銀行法第２条第１４項各号に掲
げる行為を委託する旨の契約の締結の届出に関する文書

課長 供覧

49
民営化法第１１２条第２項の規定に基づく銀行法第２条第１４項各号に掲
げる行為を委託する旨の契約の終了の届出に関する文書

課長 供覧

50
民営化法第１１２条第３項の規定に基づく民営化委員会への通知に関す
る文書

課長 大臣

51
民営化法第１１３条第１項の規定に基づく郵便貯金銀行を当事者とする合
併の認可に関する文書

大臣 大臣

52
民営化法第１１３条第３項の規定に基づく郵便貯金銀行を当事者とする会
社分割の認可に関する文書

大臣 大臣

53
民営化法第１１３条第５項の規定に基づく郵便貯金銀行を当事者とする事
業の全部又は一部の譲渡又は譲受けの認可に関する文書

大臣
部長

大臣

54
民営化法第1１３条第８項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取に
関する文書

部長 大臣

55
民営化法第１１５条第１項第１号の規定に基づく郵便貯金銀行の廃業の
認可に関する文書

大臣 大臣

56
民営化法第１１５条第１項第２号の規定に基づく郵便貯金銀行の解散の
認可に関する文書

大臣 大臣

57
民営化法第１１５条第３項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取
に関する文書

部長 大臣

58
民営化法第１１６条第１項の規定に基づく郵便貯金銀行の中間業務報告
書及び業務報告書の提出に関する文書

部長 供覧

59
民営化法第１１６条第２項の規定に基づく郵便貯金銀行及び子会社等の
業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告
書の提出に関する文書

部長 供覧

60
民営化法第１１６条第４項の規定に基づく民営化委員会への通知に関す
る文書

課長 大臣

61 民営化法第１１７条第４項の規定に基づく通知に関する文書 課長 大臣
62 民営化法第１１８条第６項の規定に基づく通知に関する文書 課長 大臣

63 民営化法第１１９条第１項の規定に基づく業務停止命令等に関する文書
大臣
部長

大臣

64
民営化法第１１９条第２項の規定に基づく民営化委員会への通知に関す
る文書

課長 大臣

65
民営化法第１１９条第４項の規定に基づく信用秩序の維持を図るために必
要な措置に関する財務大臣との協議に関する文書

部長 大臣

66
民営化法第１１９条第５項の規定に基づく業務停止命令の実施に関する
財務大臣への通知に関する文書

課長 大臣

67
民営化法第１２０条第２項の規定に基づく民営化委員会への通知に関す
る文書

課長 大臣

68
民営化法第１２１条第３項の規定に基づく第１項の規定に基づき付された
認可の条件を変更する際の民営化委員会への意見聴取に関する文書

部長 大臣

69
民営化法第１２３条の規定に基づく命令の制定に関する民営化委員会か
らの意見聴取に関する文書

部長 大臣

70
民営化法第１３５条第１項の規定に基づく郵便保険会社と他の生命保険
会社との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害
するおそれがないと認める決定に関する文書

大臣 大臣
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71
民営化法第１３５条第２項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
聴取に関する文書

部長 大臣

72
民営化法第１３５条第４項の規定に基づく郵便保険会社及び独立行政法
人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構への通知に
関する文書

課長 大臣

73
民営化法第１３８条第１項の規定に基づく保険の引受けの認可に関する
文書

大臣 大臣

74 民営化法第１３８条第２項の規定に基づく運用の認可に関する文書 大臣 大臣
75 民営化法第１３８条第３項の規定に基づく業務の認可に関する文書 大臣 大臣

76
民営化法第１３８条第５項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
聴取に関する文書

部長 大臣

77
民営化法第１３８条の２第１項の規定に基づく株式の二分の一以上を処分
した旨を総務大臣に届け出た日以後の業務の実施の届出に関する文書

部長 供覧

78
民営化法第１３８条の２第３項の規定に基づく民営化委員会への通知に関
する文書

課長 大臣

79 民営化法第１３９条第１項の規定に基づく子会社保有の認可に関する文 大臣 大臣

80
民営化法第１３９条第２項の規定に基づく子会社となった子会社対象会社
を引き続き子会社とする認可に関する文書

大臣 大臣

81
民営化法第１３９条第５項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
聴取に関する文書

部長 大臣

82
民営化法第１４０条第２項の規定に基づく郵政民営化委員会への通知に
関する文書

課長 大臣

83
民営化法第１４１条第１項の規定に基づく保険契約の移転の認可に関す
る文書

大臣 大臣

84
民営化法第１４１条第３項の規定に基づく郵便保険会社を当事者とする事
業の全部又は一部の譲渡又は譲受けの認可に関する文書

大臣 大臣

85
民営化法第１４１条第５項の規定に基づく郵便保険会社を当事者とする合
併の認可に関する文書

大臣 大臣

86
民営化法第１４１条第７項の規定に基づく郵便保険会社を当事者とする会
社分割の認可に関する文書

大臣 大臣

87
民営化法第１４１条第１０項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
聴取に関する文書

部長 大臣

88
民営化法第１４２条第１項第１号の規定に基づく郵便保険会社の廃業の
認可に関する文書

大臣 大臣

89
民営化法第１４２条第１項第２号の規定に基づく郵便保険会社の解散の
認可に関する文書

大臣 大臣

90
民営化法第１４２条第３項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
聴取に関する文書

部長 大臣

91
民営化法第１４４条第１項の規定に基づく郵便保険会社の中間業務報告
書及び業務報告書の提出に関する文書

部長 供覧

92
民営化法第１４４条第４項の規定に基づく郵政民営化委員会への通知に
関する文書

課長 大臣

93 民営化法第１４５条第４項の規定に基づく通知に関する文書 課長 大臣
94 民営化法第１４６条第６項の規定に基づく通知に関する文書 課長 大臣

95 民営化法第１４７条第１項の規定に基づく業務停止命令等に関する文書
大臣
部長

大臣

96
民営化法第１４７条第２項の規定に基づく郵政民営化委員会への通知に
関する文書

課長 大臣

97
民営化法第１４７条第４項の規定に基づく信頼性の維持を図るために必要
な措置に関する財務大臣との協議に関する文書

部長 大臣

98
民営化法第１４７条第５項の規定に基づく業務停止命令の実施に関する
財務大臣への通知に関する文書

課長 大臣

99
民営化法第１４９条第２項の規定に基づく郵政民営化委員会への通知に
関する文書

課長 大臣

100
民営化第１５０条第３項の規定に基づく認可の条件を変更する際の郵政
民営化委員会への意見聴取に関する文書

部長 大臣

101
民営化法第１５１条の規定に基づく命令の制定に関する民営化委員会か
らの意見聴取に関する文書

部長 大臣

102
第１号から第101号までに掲げるほか関係法令等に基づく認可、承認、任
命、指示、届出、指定、報告等及び関係法令等に規定する事務に関する
文書

部長
課長

大臣
局長
部長
課長

1
信書便事業等に係る制度等の企画及び立案に関する文書のうち重要なも
の

大臣 関係局部課 大臣

2
信書便事業に係る制度等の企画及び立案に関する文書（重要なもの及び
軽微なものを除く。）

部長 関係局部課
大臣
部長

3
信書便事業等に係る制度等の企画及び立案に関する文書のうち軽微なも
の

課長 関係局部課
部長、
課長

4
一般信書便事業者に関し、民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成１４年法律第９９号。以下「信書便法」という。）第６条の規定による
事業の許可に関する文書

大臣 大臣

5
一般信書便事業者に関し、信書便法第１２条第１項の規定による事業計
画の変更の認可に関する文書

部長 大臣

6
一般信書便事業者に関し、信書便法第１３条第１項の規定による事業の
譲渡し及び譲受けの認可に関する文書

部長 大臣

7
一般信書便事業者に関し、信書便法第１３条第２項の規定による法人の
合併及び分割の認可に関する文書

部長 大臣

8
一般信書便事業者に関し、信書便法第１４条第１項の規定による相続の
認可に関する文書

部長 大臣

9
一般信書便事業者に関し、信書便法第１５条第１項の規定による法人の
休止又は廃止の許可に関する文書

部長 大臣

10
一般信書便事業者に関し、信書便法第１５条第２項の規定による法人の
解散の決議又は総社員の同意の認可に関する文書

部長 大臣

11
一般信書便事業者に関し、信書便法第１７条第１項の規定による信書便
約款の設定又は変更の認可に関する文書

部長 大臣

12
一般信書便事業者に関し、信書便法第２２条第１項の規定による信書便
管理規程の設定又は変更の認可に関する文書

部長 大臣

13
一般信書便事業者に関し、信書便法第２３条第１項の規定による業務委
託の認可に関する文書

部長 大臣

14
一般信書便事業者に関し、信書便法第２４条第１項の規定による他の一
般信書便事業者又は特定信書便事業者との信書の送達の事業に関する
協定又は契約の締結の認可に関する文書

部長 大臣

郵政行政部
信書便事業
課

郵信
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15
一般信書便事業者に関し、信書便法第２５条の規定による外国信書便事
業者との信書の送達の事業に関する協定又は契約の締結の認可に関す
る文書

部長 大臣

16
一般信書便事業者に関し、信書便法第２６条の規定による事業計画の遵
守命令に関する文書

大臣 大臣

17
一般信書便事業者に関し、信書便法第２７条第１号の規定による事業計
画、信書便約款又は信書便管理規程の変更命令に関する文書

大臣 大臣

18
一般信書便事業者に関し、信書便法第２７条第２号の規定による一般信
書便役務に関する料金の変更命令に関する文書

大臣 大臣

19
一般信書便事業者に関し、信書便法第２７条第３号の規定による事業運
営の改善命令に関する文書

大臣 大臣

20
一般信書便事業者に関し、信書便法第２８条の規定による事業の全部又
は一部の停止命令に関する文書

大臣 大臣

21
一般信書便事業者に関し、信書便法第２８条の規定による事業の許可の
取消しに関する文書

大臣 大臣

22

特定信書便事業者に関し、信書便法第２９条の規定による事業の許可に
関する文書（提供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖
縄総合通信事務所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便
の役務を含むものに限る。）

部長 大臣

23

特定信書便事業者に関し、信書便法第２９条の規定による事業の許可に
関する文書（提供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖
縄総合通信事務所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便
の役務を含むものを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

24

特定信書便事業者に関し、信書便法第３３条第１項の規定による信書便
約款の設定又は変更の認可に関する文書（提供する信書便の役務のうち
に２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄区域
にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限る。）

部長 大臣

25

特定信書便事業者に関し、信書便法第３３条第１項の規定による信書便
約款の設定又は変更の認可に関する文書（提供する信書便の役務のうち
に２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄区域
にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

26

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第１２
条第１項の規定による事業計画の変更の認可に関する文書（提供する信
書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含
む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限
る。）

部長 大臣

27

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第１２
条第１項の規定による事業計画の変更の認可に関する文書（提供する信
書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含
む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除
く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

28

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第１３
条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可に関する文書（提
供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務
所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むも
のに限る。）

課長 大臣

29

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第１３
条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可に関する文書（提
供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務
所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むも
のを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

30

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第１３
条第２項の規定による法人の合併及び分割の認可に関する文書（提供す
る信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長
を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに
限る。）

課長 大臣

31

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第１３
条第２項の規定による法人の合併及び分割の認可に関する文書（提供す
る信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長
を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを
除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

32

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第１４
条第１項の規定による相続の認可に関する文書（提供する信書便の役務
のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄
区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限る。）

課長 大臣

33

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第１４
条第１項の規定による相続の認可に関する文書（提供する信書便の役務
のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄
区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

34

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２２
条第１項の規定による信書便管理規程の設定又は変更の認可に関する
文書（提供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合
通信事務所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務
を含むものに限る。）

部長 大臣

35

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２２
条第１項の規定による信書便管理規程の設定又は変更の認可に関する
文書（提供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合
通信事務所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務
を含むものを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

36

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２３
条第１項の規定による業務委託の認可に関する文書（提供する信書便の
役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の
管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限る。）

課長 大臣

37

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２３
条第１項の規定による業務委託の認可に関する文書（提供する信書便の
役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の
管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長
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38

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２４
条第１項の規定による他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と
の信書の送達の事業に関する協定又は契約の締結の認可に関する文書
（提供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信
事務所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含
むものに限る。）

課長 大臣

39

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２４
条第１項の規定による他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と
の信書の送達の事業に関する協定又は契約の締結の認可に関する文書
（提供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信
事務所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含
むものを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

40
特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２５
条の規定による外国信書便事業者との信書の送達の事業に関する協定
又は契約の締結の認可に関する文書

課長 大臣

41

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２６
条の規定による事業計画の遵守命令に関する文書（提供する信書便の役
務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管
轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限る。）

大臣 大臣

42

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２６
条の規定による事業計画の遵守命令に関する文書（提供する信書便の役
務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管
轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

43
特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２７
条第１号の規定による事業計画、信書便約款又は信書便管理規程の変
更命令に関する文書

大臣 大臣

44
特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２７
条第３号の規定による事業運営の改善命令に関する文書

大臣 大臣

45

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２８
条の規定による事業の全部又は一部の停止命令に関する文書（提供する
信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（提供する信書便の役務の
うちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄区
域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限る。）

大臣 大臣

46

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２８
条の規定による事業の全部又は一部の停止命令に関する文書（提供する
信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を
含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除
く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

47
特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２８
条第１号の規定による事業の許可の取消しに関する文書

大臣 大臣

48

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２８
条第２号の規定による事業の許可の取消しに関する文書（提供する信書
便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含
む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限
る。）

大臣 大臣

49

特定信書便事業者に関し、信書便法第３４条において準用する同法第２８
条第２号の規定による特定信書便事業の許可の取消しに関する文書（提
供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務
所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むも
のを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

50
信書便法第３７条第１項の規定による報告の処理に関する文書のうち重
要なもの

部長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、部長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

51
信書便法第３７条第１項の規定による報告の処理に関する文書のうち軽
微なもの

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

部長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

52 信書便法第３７条第２項の規定による検査に関する文書のうち重要なもの

部長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、部長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

53 信書便法第３７条第２項の規定による検査に関する文書のうち軽微なもの

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

部長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

54
信書便法第３７条第３項の規定による検査職員証明書の発行等に関する
文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

55

特定信書便事業に関する指示伺いに対する指示に関する文書（提供する
信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を
含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除
く。）

課長 局長

56
一般信書便事業者に関し、信書便法の規定による許可、認可に係る調査
等に関する文書

課長 課長

57

特定信書便事業者に関し、信書便法の規定による許可、認可に係る調査
等に関する文書（提供する信書便の役務のうちに２以上の総合通信局長
（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄区域にわたる役務又は国際信
書便の役務を含むものに限る。）

課長 課長

58 登録免許税関係の事務処理に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係課

局長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長
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情報流通行
政局　地方局
長関係

情地方

1

電波法第８条第１項の規定に基づく予備免許（地上放送を行う基幹放送
事業者若しくは基幹放送局提供事業者又はその地位を得ようとする者（予
備免許を受け、会社等設立の確認が行われた者も含む。）の開設する無
線局（受信障害対策中継放送を行う無線局を含む。）及びエリア放送を行
う地上一般放送局（地上一般放送を行う実用化試験局を含む。以下同
じ。）に限る。ただし、地上のテレビジョン放送又は超短波放送の事業者
（多重単営の放送事業者を含む。）が開設する多重放送を行う放送局以
外の親局、短波放送の中継局及び補完中継局のうち基幹放送用周波数
使用計画第４の４に定める周波数を使用するものを除く（以下「地方処理
無線局」という。）。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事
務所長

2
電波法第７条第６項又は無線局免許手続規則第９条の各項の規定に基
づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の資料の提出又は補正等に関
する軽微なもの

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

3
電波法第７条第６項又は無線局免許手続規則第９条の各項の規定に基
づく衛星基幹放送局等の資料の提出又は補正等に関する文書のうち軽
微なもの

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

4
電波法第８条第２項の規定に基づく工事落成期限の延長（地方処理無線
局に限る。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

5

電波法第９条第１項の規定に基づく工事設計変更の許可（地方処理無線
局に限る。ただし、放送区域の変更を伴わない無線設備及び設置場所の
変更（短波放送に係るものを除く。）に係るもの、受信所及び演奏所の無
線設備及び設置場所の変更に係るもの、放送区域の変更のうち予備の無
線設備又は予備の空中線に係るものを含む。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

6

電波法第９条第４項の規定に基づく変更許可（地方処理無線局に限る。た
だし、放送区域の変更を伴わない無線設備及び設置場所の変更（短波放
送に係るものを除く。）に係るもの、受信所及び演奏所の無線設備及び設
置場所の変更に係るもの、放送区域の変更のうち予備の無線設備又は予
備の空中線に係るものを含む。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

7
電波法第１０条第１項の規定に基づく工事落成検査（地上放送に係るもの
に限る。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

8
電波法第１０条第１項の規定に基づく工事落成検査（衛星基幹放送局等
に限る。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

9
電波法第１１条の規定に基づく免許拒否（地方処理無線局に限る。）に関
する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

10
電波法第１２条の規定に基づく免許等（地上放送に係るものに限る。）に
関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

11
電波法第１２条の規定に基づく免許等（衛星基幹放送局等に限る。）に関
する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

12
電波法第１３条の規定に基づく再免許（衛星基幹放送局等（宇宙運用業務
用の人工衛星局及び地球局に限る。）及び地方処理無線局に限る。）に関
する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

13
電波法第１３条の２の規定に基づく免許の失効（地方処理無線局に限
る。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

14
電波法第１４条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の
免許状に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

15
電波法第１４条の規定に基づく無線局（衛星基幹放送局等に限る。）の免
許状に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

16
電波法第１６条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）運
用開始又は休止に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

17
電波法第１６条の規定に基づく無線局（衛星基幹放送局等に限る。）の運
用開始又は休止に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

18

電波法第１７条第１項の規定に基づく変更許可（地方処理無線局に限る。
ただし、放送区域の変更を伴わない無線設備及び設置場所の変更（短波
放送に係るものを除く。）に係るもの、受信所及び演奏所の無線設備及び
設置場所の変更に係るもの、放送区域の変更のうち予備の無線設備又は
予備の空中線に係るもの、放送事業用地球局の通信の相手方の変更（変
更前の通信の相手方の一部となる場合に限る。）を含む。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

19
電波法第１８条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）の
変更検査に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

20
電波法第１８条の規定に基づく無線局（衛星基幹放送局等に限る。）の変
更検査に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長
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21

電波法第１９条の規定に基づく指定事項の変更（地方処理無線局に限る。
ただし、識別信号の変更（免許人の名称変更又は住所表示の変更に伴う
呼出名称の変更に限る。）に係るもの、放送区域の変更を伴わない空中
線電力の変更（短波放送に係るものを除く。）に係るもの、予備の無線設
備又は予備の空中線に係る電波の型式又は空中線電力の変更（短波放
送に係るものを除く。）に係るもの、現に免許を受けている放送局（テレビ
ジョン放送を行うものに限る。）の補完放送に係る電波の型式、周波数及
び空中線電力の変更に係るもの、超短波放送局の補完放送に係る電波
の型式の変更に係るものを含む。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

22
電波法第２０条の各項の規定に基づく地位の承継（地方処理無線局に限
る。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

23
電波法第２１条の規定に基づく無線局（地上放送に係るものに限る。）免
許状の訂正に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

24
電波法第２１条の規定に基づく無線局（衛星基幹放送局等に限る。）の免
許状の訂正に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

25
電波法第２２条又は同第２４条の規定に基づく無線局（地上放送に係るも
のに限る。）の廃止又は失効等に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

26
電波法第２２条又は同第２４条の規定に基づく無線局（衛星基幹放送局等
に限る。）の廃止又は失効等に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

27
電波法第３９条又は同第５３条の規定に基づく放送局（地上放送に係るも
のに限る。）の無線従事者の選任又は解任等に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

28
電波法第３９条又は同第５３条の規定に基づく無線局（衛星基幹放送局等
に限る。）の無線従事者の選任又は解任等に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

29
電波法第７４条各項又は同第７４条の２各項（電波法第７０条の７第４項に
おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく命令等（地上放送に係るも
のに限る。）に関する軽微な文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

30

電波法第７５条又は同第７６条（電波法第７０条の７第４項において準用す
る場合を含む。）の規定に基づく制限又は取消し等に係るもの、並びに同
第７７条の規定に基づく文書の送付（地上放送に係るもの（放送局の親局
を除く。）に限る。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

31

電波法第１０３条の規定に基づく無線局（地上放送を行う放送事業者又は
その地位を得ようとする者（予備免許を受け、会社等設立の確認が行わ
れた者を含む。）が開設する無線局に限る。）に係る手数料の徴収及び収
納に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

32

電波法第１０３条の規定に基づく無線局（衛星放送を行う放送事業者又は
その地位を得ようとする者（予備免許を受け、会社等設立の確認が行わ
れた者を含む。）が開設する無線局に限る。）に係る手数料の徴収及び収
納に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

33
電波法第１０４条の２の規定に基づ無線局（地方処理無線局に限る。）の
処分に係る条件の付与及び条件履行の確認に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

34
地上放送に関する実験試験局の電波法上の処分又は請求等に関する文
書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

35

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等の災害、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合に口頭又は電話等により電波
法第６条、第１７条又は第１９条の規定による申請（いずれも地上放送に
係るものに限る。）があった場合の免許又は許可等に関する軽微なもの

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

36

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等の災害、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合に口頭又は電話等により放送
法第９３条又は第９７条の規定による申請（いずれも地上放送に係るもの
に限る。）があった場合の認定又は許可等に関する軽微なもの

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

37

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等の災害、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合に免許人（地上放送に係る無
線局の免許人及び関係団体等に限る。）又は基幹放送事業者（衛星基幹
放送を除く。）に対して行う監理監督運用等に係る通知、報告並びに要請
に関する軽微なものであって成例のあるもの

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

38

電波法第７条第６項の規定に基づく放送局（コミュニティ放送を行う放送局
及びその放送局の電波に重畳して多重放送を行う放送局、臨時かつ一時
の目的のための放送を行う放送局及びその放送局の電波に重畳して多
重放送を行う放送局（以下「コミュニティ放送局等」という。）並びにエリア
放送を行う地上一般放送局に限る。）の申請の審査に際し、出頭又は資
料の提出要請

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

39
電波法第８条第１項の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリ
ア放送を行う地上一般放送局に限る。ただし、空中線電力５０Wを超えるコ
ミュニティ放送局を除く。）の予備免許

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

40
電波法第８条第２項の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリ
ア放送を行う地上一般放送局に限る。）の工事落成期限の延長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

41
電波法第９条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）の工事設計等の変更の許可

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
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42
電波法第１０条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）の検査

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

43
電波法第１１条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。ただし、空中線電力が５０Wを超えるコ
ミュニティ放送局を除く。）の免許の拒否

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

44
電波法第１２条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）の免許

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

45
電波法第１３条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等に限る。ただ
し、空中線電力が５０Wを超えるコミュニティ放送局を除く。）の再免許

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

46
電波法第１４条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）への免許状交付

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

47
電波法第１７条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）の変更等の許可

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

48
電波法第１８条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）の検査

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

49
電波法第１９条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。ただし、空中線電力が５０Wを超えるコ
ミュニティ放送局を除く。）の指定の変更

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

50
電波法第２０条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。ただし、空中線電力が５０Wを超えるコ
ミュニティ放送局を除く。）の免許の承継の許可

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

51
電波法第２１条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）の免許状の訂正

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

52
電波法第７４条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）への放送実施命令（急を要する場合に
限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

53
電波法第７５条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）の免許の取消

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

54
電波法第７６条第１項の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエ
リア放送を行う地上一般放送局に限る。）の運用停止又は運用制限

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

55

電波法第７６条第２項（電波法第７０条の７第４項及び第７０条の８第３項
において準用する場合を含む。）及び第４項の規定に基づく放送局（コミュ
ニティ放送局等及びエリア放送を行う地上一般放送局に限る。）の免許取
消

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

56
電波法第７７条の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る。）への文書の送付

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

57
電波法第１０４条の２の規定に基づく放送局（コミュニティ放送局等及びエ
リア放送を行う地上一般放送局に限る。）の処分に対する条件等の付与
及び条件履行の確認

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

58
電波法第１２条に基づく衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人工衛
星局、地球局、実用化試験局の免許

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

59
電波法第９条第１項に基づく衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人
工衛星局、地球局、実用化試験局、の工事設計の変更の許可

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

60
電波法第８条第２項に基づく地球局（人工衛星局を通信の相手方とするも
のに限る。）の工事落成期限の延長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

61
電波法第９条第４項及び第１７条第１項に基づく地球局の無線設備の設
置場所の変更の許可

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

62

電波法施行規則第５２条第５項及び第５２条の３第４項の規定によるエリ
ア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書
類の提出に係る取扱いを定める告示に基づき、相当の期間を指定して申
請者に協議の結果を届け出るべき旨を命ずること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

63 日本放送協会の放送設備賃貸の認可

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

64
放送法第８６条の規定に基づく日本放送協会所属基幹放送局又はその放
送の業務の廃止、休止の認可（審議会へ諮問を要しないものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣
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65 日本放送協会所属国際放送及び中継国際放送を行う指定事項の変更

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

66 所管法令等の定めるところにより大臣に提出する届出及び報告等の処理

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

67 テレトピア構想モデル地域の指定

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

68
中小企業等経営強化法第８条及び第９条に規定する計画の承認、変更の
承認及び承認の取消

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

69 中小企業等経営強化法第１０条及び第１３条に規定する計画の認定

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

70
中小企業等経営強化法第１１条及び第１４条に規定する計画の変更の認
定、認定の取消

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

71 中小企業等経営強化法第１１条に規定する届出の処理

総合通信局
部長、沖縄総
合通信事務

所課長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

72 中小企業等経営強化法第４６条に規定する調査

総合通信局
部長、沖縄総
合通信事務

所課長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

73
放送法第９３条の規定に基づく基幹放送の業務の認定（地上の多重放送
に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

74
放送法第９３条の規定に基づく基幹放送の業務の認定（コミュニティ放送
局等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

75
放送法第９６条第１項の規定に基づく基幹放送の業務の認定の更新（地
上の多重放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

76
放送法第９６条第１項の規定に基づく基幹放送の業務の認定の更新（コ
ミュニティ放送局等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

77
放送法第９７条第１項の規定に基づく放送事項の変更の許可（地上の多
重放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

78
放送法第９７条第１項の規定に基づく放送事項の変更の許可（コミュニティ
放送局等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

79
放送法第９７条第１項の規定に基づく基幹放送の業務に用いられる電気
通信設備の概要の変更の許可（移動受信用地上基幹放送に係るものを
除く地上放送に限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

80
放送法第９７条第１項の規定に基づく基幹放送の業務に用いられる電気
通信設備の概要の変更の許可（コミュニティ放送局等を用いて行うものに
限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

81
放送法第９７条第３項の規定に基づく基幹放送の業務に係る指定事項の
変更（地上の多重放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

82
放送法第９７条第３項の規定に基づく基幹放送の業務に係る指定事項の
変更（コミュニティ放送局等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

83
放送法第９８条第２項及び第３項の規定に基づく認定基幹放送事業者の
地位の承継の認可（地上の多重放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

84
放送法第９８条第２項及び第３項の規定に基づく認定基幹放送事業者の
地位の承継の認可（コミュニティ放送局等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

85
放送法第９９条の規定に基づく基幹放送業務認定証の訂正（移動受信用
地上基幹放送に係るものを除く地上放送に限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

86
放送法第９９条の規定に基づく基幹放送業務認定証の訂正（コミュニティ
放送局等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

87
放送法施行規則第８１条第１項の規定に基づく基幹放送業務認定証の再
交付（移動受信用地上基幹放送に係るものを除く地上放送に限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣
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88
放送法施行規則第８１条第１項の規定に基づく基幹放送業務認定証の再
交付（コミュニティ放送局等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

89
放送法第１０３条第１項の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し
（地上の多重放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

90
放送法第１０４条の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し（地上の
多重放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

91
放送法第１０５条の規定に基づく認定基幹放送事業者の基幹放送の業務
に用いられる基幹放送局の免許を受けた者への通知（地上の多重放送に
係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

92
放送法第１０５条の規定に基づく認定基幹放送事業者の基幹放送の業務
に用いられる基幹放送局の免許を受けた者への通知（コミュニティ放送局
等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

93
放送法第１１４条第１項の規定に基づく基幹放送設備の改善命令に関す
る文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

94
放送法第１１４条第２項の規定に基づく特定地上基幹放送局等設備の改
善命令に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

95 放送法第１１５条第１項又は第２項の規定に基づく立入検査に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

96 放送法第１１５条第１項又は第２項の規定に基づく報告に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

97
放送法第１２０条の規定に基づく放送局設備供給役務提供条件の変更の
命令（地上の多重放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

98
放送法第１２０条の規定に基づく放送局設備供給役務提供条件の変更の
命令（コミュニティ放送局等を用いて行うものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

99
放送法第１２３条の規定に基づく基幹放送局設備の改善命令に関する文
書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

100 放送法第１２４条第１項の規定に基づく立入検査に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

101 放送法第１２４条第１項の規定に基づく報告に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

102
放送法第１２７条第１項の規定に基づく登録及び同条第２項の規定に基づ
く通知

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

103 放送法第１２８条の規定に基づく登録の拒否

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

104
放送法第１３０条第３項において準用する同法第１２７条第１項の規定に
基づく変更登録及び同条第２項の規定に基づく通知

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

105
放送法第１３０条第３項において準用する同法第１２８条の規定に基づく変
更登録の拒否

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

106 放送法第１３０条第４項後段の規定に基づく変更登録

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

107 放送法第１３２条の規定に基づく登録の抹消

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

108 放送法第１３４条第２項後段の規定に基づく変更登録

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

109
放送法第１３８条の規定に基づく同法第１２６条第１項の登録に係る電気
通信設備の改善命令に関する文書（有線一般放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

110
放送法第１３９条第１項の規定に基づく立入検査に関する文書（有線一般
放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣
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111
放送法第１３９条第１項の規定に基づく報告に関する文書（有線一般放送
に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

112 放送法第１４０条第１項の規定に基づく指定

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

113
放送法第１５６条の規定に基づく命令等（地上の多重放送に係るものに限
る。）に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

114
放送法第１７４条の規定に基づく基幹放送の業務の停止の命令（地上の
多重放送に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

115
放送法第１７４条の規定に基づく有線一般放送業務又は地上一般放送業
務の停止その他の処分の決定、執行

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

116
放送法第１７５条の規定に基づく資料の提出（地上の多重放送に係るもの
に限る。）の要求

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

117
放送法第１７５条の規定に基づく資料の提出（有線一般放送、地上一般放
送及びコミュニティ放送に関するものに限る。）の要求

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

118

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
第６条に規定する計画の認定、同法第７条に規定する計画の変更の認定
及び同法第６条第５項（第７条第３項において準用する場合も含む。）に規
定する関係行政機関の長への協議

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

119
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
第７条第２項に規定する計画の認定の取消

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

120
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
第１５条に規定する報告の徴収

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

121
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
（平成２０年法律第３５条）第４条に規定する計画の認定

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

122
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第５条に規定する計画の変更の認定、認定の取消

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

123
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第５条に規定する届出の処理

総合通信局
部長、沖縄総
合通信事務

所課長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

124
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第１７条に規定する報告の徴収

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

125

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農
林水産物の利用促進に関する法律第７条に規定する計画の認定、農地
法の特例に係る関係都道府県知事への協議、同法第８条に規定する計
画の変更の認定、認定の取消

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

126
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農
林水産物の利用促進に関する法律第８条第２項に規定する届出の処理

総合通信局
部長、沖縄総
合通信事務

所課長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

127
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農
林水産物の利用促進に関する法律第２１条第２項に規定する報告の徴収

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

128
個人情報の保護に関する法律第45条の規定に基づき、個人情報保護委
員会に対し、適当な措置をとるべきことを求めることに関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所
長

129
個人情報の保護に関する法律に関する文書のうち個人情報の漏えい、滅
失又はき損があった場合の報告に関するもの

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所
長

（備考）表の情報流通行政局共通の項中の「局長」には大臣官房総括審議官及び部長を含むものとする。

（総合通信基盤局）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

総合通信基
盤局共通

基共

1 総合通信基盤局の所掌に関する検査職員証明書等に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

　

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

2
総務省公印規程（平成１３年１月６日総務省訓令第３２号）第６条に基づく
印影（大臣官房長が公印作成者となっているものに限る。）の印刷の協議
に関する文書

局長 局長

3
総務省公印規程第６条に基づく印影（総合通信基盤局長が公印作成者と
なっているものに限る。）の印刷の協議に関する文書

課長 課長

　 4 総合通信局部長等会議の開催に関する文書 局長 局長
　 5 総合通信局課長等会議の開催に関する文書 局長 局長

決裁処理番号
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6 所掌事務に関し、報告を徴すること

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

　 大臣

7 総合通信基盤局の所掌に関する打合せ会の実施に関する文書 総務課長 課長
8 総合通信基盤局の所掌に関する会議等の出席依頼を行うこと 課長 課長

9
職員以外の者の海外渡航又は海外からの要人招聘等に伴う外部への依
頼（総合通信基盤局の業務に係る事項に限る。）に関する文書

課長 局長等

10 外国要人来日に伴う警察諸対策に対する協力要請に関する文書 局長 局長

11
職員の国際会議等への出席に伴う外務事務官併任発令依頼に関する文
書

課長 局長等

12 法令等に基づき行う協議等に関する文書 局長 大臣

13
法令等に基づき行う協議等に関する文書（通知等その他の定例的なもの
に限る。）

課長 大臣

14 登録免許税関係の事務処理に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係課

局長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

15
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令（昭和29年政令第149
号）第２条から第４条までの規定に基づく特別防衛秘密の秘密区分に係る
指定、変更、解除、標記の表示及び通知に関すること

局長 大臣

16 特定特別防衛秘密の指定に関すること 局長 大臣

17
特別防衛秘密の複製若しくは製作又は特別防衛秘密文書等（特別防衛秘
密を記録する文書及び図画（電磁的記録を含む。）をいう。）の廃棄に係る
承認に関すること

局長 大臣

18
特別防衛秘密の保護（特別防衛秘密の取扱いに関する適格性の付与等
に関することを除く。）に関すること（前３号に掲げるものを除く。）

局長 局長

総務課 基総 1 総合通信基盤局の所掌事務に関する総合調整関係文書 局長 局長

2
総務省組織規則（平成１３年総務省令第１号）第２９３条第２項の規定によ
る関東総合通信局及び近畿総合通信局の陸上第一課、陸上第二課及び
陸上第三課の分掌を定めること

局長 　 局長

　
3

総務省組織規則第２９８条第２項の規定による総合通信局の監視課、監
視第一課、監視第二課、調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課
の分掌を定めること

局長 　 局長

4

有線電気通信法（昭和２８年法律第９６号）第１０条第１項、放送法等の一
部を改正する法律（平成２２年法律第６５号。以下「２２年改正放送法」とい
う。）附則第７条の規定によりなお従前の例によることとされた有線放送電
話に関する法律第１５条第１項又は電気通信事業法（昭和５９年法律第８
６号。以下「事業法」という。）第１７１条第１項の意見の聴取に関する文書

局長 大臣

5
電波法第２７条の３５第５項の規定による電気通信紛争処理委員会に対
するあっせん又は仲裁の申請の経由に関する文書

課長 大臣

6
事業法第１５８条の規定による電気通信紛争処理委員会に対するあっせ
ん又は仲裁の申請の経由に関する文書

課長 大臣

7
行政事件訴訟法に基づく行政事件訴訟の提起に伴う異議申し立て関係記
録の送付（電波法第９８条関係）

局長 関係局部課 大臣

事共 1 事業法第１６２条第２項の規定による勧告の内容を公表すること 局長 大臣

2 事業法第１６６条第１項の規定による報告を徴すること

局長、部長、
課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

3 事業法第１６６条第１項の規定による報告を処理すること

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
部長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

4 事業法第１６６条第１項の規定による検査に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、局長、
部長、課長、
総合通信局

長、沖縄総合
通信事務所

長

5 事業法第１７２条第２項の規定による処理に必要な調査等に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

6 事業法第１７２条第２項の規定により処理した結果を通知すること

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

7
事業法第１７２条第２項の規定による処理に必要な指示伺いに関する文
書

局長、部長、
課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

8
事業法に係る総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）が行う事
項に関し、必要と認める細目の基準を定めること

局長 局長

9
事業法第２９条第１項の規定による業務の方法の改善その他の措置をと
るべきことを命ずること

大臣 大臣

10
総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）が行う電気通信事業者
に対する報告徴収等の実施に関する指示

局長 大臣

11
電子委任状法第10条の規定による事業法の特例に係る事務を処理する
こと（事業法第11条第１項の規定による登録に係るものに限る。）

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事
務所長

大臣

12
電子委任状法第10条の規定による事業法の特例に係る事務を処理する
こと（事業法第11条第１項の規定による登録に係るものを除く。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事
務所長

大臣

電気通信事
業部共通
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1
有線電気通信法第４条ただし書の規定による本邦外にわたる有線電気通
信設備の設置の許可

局長 大臣

2
有線電気通信法第６条の規定による有線電気通信設備を設置した者に対
する報告の徴収又は有線電気通信設備等の検査に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

3
有線電気通信法第７条第１項の規定による他人の有線電気通信設備等
に対する妨害等の防止又は除去のための必要な措置を命ずること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

４
有線電気通信法第７条第２項の規定による通信の秘密の確保等の他人
の利益の確保に関して設備の改善その他の必要な措置をとることを勧告
すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

5
有線電気通信法第８条の規定による非常事態における通信の確保のた
めの必要な措置を行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

６
有線電気通信法及びこれに基づく命令の定めるところにより、大臣に提出
する届書及び報告を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

7
総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長からの有線電気通信法に関す
る指示伺いに対する指示

部長 局長

8

電気通信事業（主たる伝送路設備の設置の区域又は区間が一の総合通
信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄する区域を超えないもの
（本邦内の場所と本邦外の場所との間の伝送路設備を設置しないものに
限る。以下「地域電気通信」という。）を除く。）に関し、事業法第１１条第１
項の規定による登録及び同条第２項の規定による通知を行うこと

局長 大臣

9
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１１条第１項の
規定による登録及び同条第２項の規定による通知を行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

10
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１２条第１項の規
定による登録の拒否及び同条第２項の規定による通知を行うこと

局長 大臣

11
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１２条第１項の
規定による登録の拒否及び同条第２項の規定による通知を行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

12
電気通信事業に関し、事業法第１２条の２第２項において準用する事業法
第１１条第１項の規定による登録の更新及び同条第２項の規定による通
知を行うこと

局長 大臣

13
電気通信事業に関し、事業法第１２条の２第２項において準用する事業法
第１２条第１項の規定による登録の更新の拒否及び同条第２項の規定に
よる通知を行うこと

局長 大臣

14
事業法第１２条の２第４項第２号ロ又はニの規定による特定電気通信設
備の指定に関すること

局長 大臣

15
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１３条第１項の規
定による変更登録及び同条第３項において準用する事業法第１１条第２
項の規定による通知を行うこと

課長 大臣

16
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１３条第１項の
規定による変更登録及び同条第３項において準用する事業法第１１条第
２項の規定による通知を行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

17
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１３条第３項の規
定において準用する事業法第１２条第１項の規定による変更登録の拒否
及び同条第２項の規定による通知を行うこと

局長 大臣

18
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１３条第３項の
規定において準用する事業法第１２条第１項の規定による変更登録の拒
否及び同条第２項の規定による通知を行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

19
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１３条第４項の規
定による届出を処理すること

課長 大臣

20
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１３条第４項の
規定による届出を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

21
事業法第１４条第１項の規定による登録の取消し及び同条第２項の規定
による通知を行うこと

局長 大臣

22
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１５条の規定によ
る登録の抹消を行うこと

課長 大臣

23
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１５条の規定に
よる登録の抹消を行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

24
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１７条第２項の規
定による届出（事業法第９条の登録を受けた電気通信事業者に係るもの
に限る。）を処理すること

課長 大臣

25
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１７条第２項の
規定による届出（事業法第９条の登録を受けた電気通信事業者に係るも
のに限る。）を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

26
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１８条第１項及び
第２項の規定による届出（事業法第９条の登録を受けた電気通信事業者
に係るものに限る。）を処理すること

課長 大臣

27
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１８条第１項及
び第２項の規定による届出（事業法第９条の登録を受けた電気通信事業
者に係るものに限る。）を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

28
事業法第３０条第１項の規定による禁止行為等の規定の適用を受ける電
気通信事業者の指定又は同条第２項の規定による指定の解除をすること

局長 大臣

電気通信事
業部事業政
策課

基事
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29
事業法第３０条第３項第２号の規定による特定関係法人である電気通信
事業者の指定に関すること

局長 大臣

30

事業法第３０条第５項の規定による同条第１項の規定により指定された電
気通信事業者又は事業法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信
設備を設置する電気通信事業者に対する禁止行為の停止又は変更を命
ずること

局長 大臣

31 事業法第３１条第１項の規定による特定関係事業者の指定をすること 局長 大臣

32
事業法第３１条第４項の規定による事業法第３３条第２項に規定する第一
種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する禁止行為の停
止又は変更を命ずること

局長 大臣

33
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関する事業法第１１７条第１項の
規定による電気通信事業の認定をすること

局長 大臣

34
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関する事業法第１１７条第１項
の規定による電気通信事業の認定をすること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

35
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１２０条第３項の
規定による事業開始の指定期間を延長すること

課長 大臣

36
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１２０条第３項の
規定による事業開始の指定期間を延長すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

37
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、第１２０条第４項の規定に
よる届出を処理すること

課長 大臣

38
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、第１２０条第４項の規定に
よる届出を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

39
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関する事業法第１２２条第１項の
規定による変更の認定をすること

課長 大臣

40
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関する事業法第１２２条第１項
の規定による変更の認定をすること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

41
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、第１２２条第２項の規定に
よる届出を処理すること

課長 大臣

42
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、第１２２条第２項の規定に
よる届出を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

43
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１２２条第４項に
おいて準用する事業法第１２０条第３項の規定による事業開始の指定期
間を延長すること

課長 大臣

44
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１２２条第４項に
おいて準用する事業法第１２０条第３項の規定による事業開始の指定期
間を延長すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

45
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１２２条第４項に
おいて準用する事業法第１２０条第４項の規定による届出を処理すること

課長 大臣

46
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１２２条第４項に
おいて準用する事業法第１２０条第４項の規定による届出を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

47
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１２２条第５項の
規定による届出を処理すること

課長 大臣

48
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１２２条第５項の
規定による届出を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

49
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関する事業法第１２３条第２項の
規定による相続の認可をすること

局長 大臣

50
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関する事業法第１２３条第２項
の規定による相続の認可をすること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

51
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関する事業法第１２３条第３項の
規定による法人の合併及び分割の認可をすること

局長 大臣

52
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関する事業法第１２３条第３項
の規定による法人の合併及び分割の認可をすること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

53
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関する事業法第１２３条第４項の
規定による認定電気通信事業の全部の譲渡し及び譲受けの認可をするこ
と

局長 大臣

54
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関する事業法第１２３条第４項
の規定による認定電気通信事業の全部の譲渡し及び譲受けの認可をす
ること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

55
電気通信事業（地域電気通信を除く。）に関し、事業法第１２４条第１項の
規定による届出を処理すること

課長 大臣

56
電気通信事業（地域電気通信に限る。）に関し、事業法第１２４条第１項の
規定による届出を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

57
事業法第１２６条第１項の規定による認定の取消し及び同条第２項の規定
による通知を行うこと

局長 大臣

58
事業法第１２７条第１項の規定による変更の認定の取消し及び同条第２項
により準用する事業法第１２６条第２項の規定による通知を行うこと

局長 大臣

59
事業法第１２８条第１項の規定による土地等の使用権の設定に関する協
議の認可をすること

局長 大臣

60
事業法第１２８条第４項の規定の定めるところにより、土地等の所有者が
提出する意見を処理すること

課長 課長
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61
事業法第１２８条第５項の規定による土地等の所有者に対する通知及び
公告を行うこと

課長 大臣

62 事業法第１２８条第６項及び第８項の規定による届出を処理すること 課長 大臣
63 事業法第１２９条第１項の規定による裁定をすること 局長 大臣

64
事業法第１３０条第１項の規定による裁定の申請の受理、市町村長に対
する送付及び土地等の所有者に対する通知を行うこと

課長 大臣

65
事業法第１３１条の規定の定めるところにより、土地等の所有者等が提出
する意見書を処理すること

課長 大臣

66
事業法第１３２条の規定の定めるところにより、都道府県の収用委員会が
提出する意見を処理すること

課長 課長

67
事業法第１３２条第５項の規定による認定電気通信事業者及び土地等の
所有者に対する通知及び公告を行うこと

課長 大臣

68
事業法第１３３条第２項の規定による他人の土地等の一時使用の許可を
すること

局長 大臣

69
事業法第１３４条第２項において準用する事業法第１３３条第２項の規定
による他人の土地の立入りの許可をすること

局長 大臣

70 事業法第１３６条第１項の規定による植物の伐採の許可をすること 局長 大臣
71 事業法第１３６条第３項の規定による届出を処理すること 課長 大臣
72 事業法第１３８条第３項の規定による裁定をすること 局長 大臣

73
事業法第１４０条第１項の規定による公用水面の使用の届出の処理をす
ること

課長 大臣

74 事業法第１４０条第４項の規定による認可をすること 局長 大臣

75
事業法第１４１条第１項の規定による水底線路の保護区域の指定をする
こと

課長 大臣

76 事業法第１６５条第１項の規定による届出を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

77
事業法附則第５条第１項の規定による第一種電気通信事業の許可をする
こと

局長 大臣

78
事業法附則第５条第１項の規定による電気通信役務の種類等の変更の
許可をすること

局長 大臣

79
事業法附則第５条第１項の規定による事業開始の指定期間を延長するこ
と

課長 大臣

80
事業法附則第５条第１項の規定による事業の開始、氏名等の変更及び電
気通信役務の種類等の軽微な変更の届出を処理すること

課長 大臣

81
事業法附則第５条第１項の規定による第一種電気通信事業の全部又は
一部の休止、又は廃止の許可をすること

局長 大臣

82
事業法附則第５条第１項の規定による第一種電気通信事業の許可の取
消しを行うこと

局長 大臣

83
事業法附則第５条第１項の規定による第一種電気通信事業の変更の許
可の取消しを行うこと

局長 大臣

84
地域電気通信に関する指示伺いに対し、指示を行うこと（登録の拒否及び
認定の拒否に係るものに限る。）

局長 大臣

85
地域電気通信及び国内移動電気通信に関する指示伺いに対し、指示を
行うこと（登録の拒否及び認定の拒否に係るものを除く。）

部長 局長

86
電気通信事業会計規則（昭和６０年郵政省令第２５号）第２条ただし書の
規定による電気通信事業会計規則によらないことの許可をすること

部長 大臣

87
電気通信事業報告規則（昭和６３年郵政省令第４６号）附則第２項の規定
による承認を行うこと

部長 大臣

88 ＮＴＴ法第４条第２項の規定による会社の新株募集等の認可 大臣 大臣
89 ＮＴＴ法第５条第２項の規定による地域会社の新株募集等の認可 大臣 大臣

90
ＮＴＴ法第10条第２項の規定による会社の取締役及び監査役の選任及び
解任の決議の認可

大臣 大臣

91
ＮＴＴ法第１１条第１項の規定による会社及び地域会社の定款の変更の認
可

局長 大臣

92
ＮＴＴ法第１１条第１項の規定による会社及び地域会社の合併、分割及び
解散の決議の認可

大臣 大臣

93 ＮＴＴ法第１１条第１項の規定による会社の剰余金の処分の決議の認可 局長 大臣
94 ＮＴＴ法第１２条の規定による事業計画の認可 局長 大臣
95 ＮＴＴ法第１４条の規定による重要な設備の譲渡等の認可 局長 大臣
96 ＮＴＴ法第１５条の規定による監査命令等 大臣 大臣
97 ＮＴＴ法第１６条第２項の規定による監督命令 大臣 大臣
98 ＮＴＴ法第１７条の規定による報告を処理すること 局長 大臣
99 ＮＴＴ法附則第１４条第１項の規定による届出を処理すること 課長 大臣

100
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則（昭和６０年郵政省令第
２３号）第１４条の規定による業務に関する規程の届出を処理すること

課長 課長

101
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（平成１２年法律第８７号）
第１４条第３項の規定による国土交通大臣への意見書等の送付に関する
文書

課長 大臣

102 電気通信事業分野における競争状況の評価に関する文書 局長 局長

1

２２年改正放送法附則第７条の規定によりなお従前の例によることとされ
る場合における同法附則第２条による廃止前の有線放送電話に関する法
律第５条及び第６条の許可につき申請書を受理し、及びその諾否を決定
すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

2

２２年改正放送法附則第７条の規定によりなお従前の例によることとされ
る場合における同法附則第２条による廃止前の有線放送電話に関する法
律及びこれに基づく命令の定めるところにより、大臣に提出する届出及び
報告を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

3
事業法第１９条第１項の規定による届出を処理すること（地域電気通信に
係るものであって有線テレビジョン放送事業者が営む電気通信事業（以下
「ＣＡＴＶ電気通信」という。）に係るものを除く。）

課長 大臣

4
事業法第１９条第１項の規定による届出を処理すること（地域電気通信に
係るものであってＣＡＴＶ電気通信に係るものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

5 事業法第１９条第２項の規定による契約約款の変更を命ずること 局長 官房総務課 大臣
6 事業法第２０条第１項の規定による届出を処理すること 課長 大臣
7 事業法第２０条第３項の規定による保障契約約款の変更を命ずること 局長 官房総務課 大臣
8 事業法第２１条第１項の規定による基準料金指数を定めること 局長 大臣
9 事業法第２１条第１項の規定による基準料金指数を通知すること 課長 大臣

10
事業法第２１条第２項の規定による料金指数が基準料金指数を超える場
合の料金変更を認可すること

局長 大臣

電気通信事
業部料金
サービス課

基料
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11
事業法第２１条第４項の規定による料金の料金指数が基準料金指数を超
えている場合の料金変更を命ずること

局長 大臣

12
事業法第２１条に定める基準料金指数の設定に係る物価問題に関する関
係閣僚会議に関する文書

大臣 大臣

13
事業法第２７条の３第１項の規定による禁止行為の規定の適用を受ける
電気通信事業者の指定又は指定の解除をすること

局長 大臣

14
事業法第３０条第５項の規定による禁止行為の停止又は変更を命ずるこ
と

局長 大臣

15
事業法第３１条第３項の規定による禁止行為の停止又は変更を命ずるこ
と

局長 大臣

16
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第１項の規定による指定をすること

局長 大臣

17
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第２項の規定による接続約款を認可すること

局長 大臣

18
事業法第３３条第６項の規定による接続約款の変更の認可申請を命ずる
こと

局長 官房総務課 大臣

19
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第７項の規定による接続約款の届出を処理すること

課長 大臣

20 事業法第３３条第８項の規定による接続約款の変更を命ずること 局長 官房総務課 大臣

21
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第１０項の規定による接続に関する協定の締結を認可すること

局長 大臣

22
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第１０項の規定による接続に関する協定の変更を認可すること

課長 大臣

23
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
４条第１項の規定による指定をすること

局長 大臣

24
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
４条第２項の規定による接続約款の届出を処理すること

課長 大臣

25 事業法第３４条第３項の規定による接続約款の変更を命ずること 局長 官房総務課 大臣

26
事業法第３５条第１項及び第２項の規定により、接続に関する協議の開始
又は再開を命ずること

局長 官房総務課 大臣

27
事業法第３５条第３項（事業法第３８条第２項及び第３９条の規定において
準用する場合を含む。）の規定により、裁定をすること

局長 大臣

28
事業法第３５条第４項（事業法第３８条第２項及び第３９条の規定において
準用する場合を含む。）の規定により、裁定をすること

局長 大臣

29
事業法第３５条第５項（事業法第３８条第２項及び第３９条の規定において
準用する場合を含む。）の規定により、通知をすること

課長 大臣

30
事業法第３５条第６項（事業法第３８条第２項及び第３９条の規定において
準用する場合を含む。）の規定により、通知をすること

課長 大臣

31 事業法第３６条第１項の規定による届出を処理すること 課長 大臣

32
事業法第３６条第３項の規定により機能の変更又は追加の計画を変更す
べきことを勧告すること

局長 大臣

33 事業法第３７条第１項及び第２項の規定による届出を処理すること 課長 大臣

34
事業法第３８条第１項の規定による共用に関する協議の開始又は再開を
命ずること

局長 官房総務課 大臣

35 事業法第３８条の２の規定による届出を処理すること 課長 大臣

36
事業法第３９条の規定において準用する事業法第３８条第１項の規定によ
る卸電気通信役務の提供に関する協議の開始又は再開を命ずること

局長 官房総務課 大臣

37
事業法第４０条の規定による外国政府等との電気通信業務に関する協定
又は契約の締結を認可すること

部長 大臣

38
電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業に
関し、事業法第４０条の規定による外国政府等との電気通信業務に関す
る協定又は契約の変更又は廃止を認可すること

部長 大臣

39
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信
事業に関し、事業法第４０条の規定による外国政府等との電気通信業務
に関する協定又は契約の変更又は廃止を認可すること

課長 大臣

40 事業法第108条第１項の規定による適格電気通信事業者を指定すること 局長 大臣

41
事業法第108条第３項の規定による接続約款の変更の届出を処理するこ
と

課長 大臣

42
事業法第109条第１項及び同法第110条第２項の規定による基礎的電気
通信役務の提供に係る交付金及び負担金の額等を認可すること

局長 大臣

43
事業法第110条第８項の規定による負担金及び延滞金を納付すべきこと
を命ずること

局長 大臣

44
事業法の規定に基づく基礎的電気通信役務支援機関の申請に関する文
書（支援業務規程、事業計画及び収支予算の変更の認可を除く。）

局長 大臣

45
事業法の規定に基づく基礎的電気通信役務支援機関の支援業務規程、
事業計画及び収支予算の変更の認可を行うこと

部長 大臣

46

事業法の規定に基づく基礎的電気通信役務支援機関に関し、次の事項を
行うこと
(1) 届出及び報告の処理を行うこと
(2) 必要な事項の公示を行うこと

課長 大臣

47
事業法第121条第２項の規定による業務の方法の改善その他の措置をと
るべきことを命ずること

局長 官房総務課 大臣

48 事業法附則第５条第１項の規定による契約約款の届出を処理すること 課長 大臣
49 事業法附則第５条第１項の規定による契約約款の変更を命ずること 局長 官房総務課 大臣
50 事業法附則第５条第１項の規定による契約約款を認可すること 局長 大臣

51
事業法附則第５条第１項の規定による契約約款の変更の認可申請を命
ずること

局長 官房総務課 大臣

52
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関す
る法律（平成10年法律第58号）附則第６条第５項の規定による料金を認可
すること

局長 大臣

53
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関す
る法律附則第６条第５項の規定による料金の変更の認可申請を命ずるこ
と

局長 官房総務課 大臣

54 事業法施行規則第23条の２第１項による通知をすること 課長 大臣
55 事業法施行規則第23条の９の４第２項の規定に基づき認めること 部長 大臣

56
事業法施行規則第24条の２第１項第２号の規定により日数を定め、同規
則第24条の２第２項の規定による通知を行うこと

部長 大臣

57 事業法施行規則第24条の２第１項第３号ニの規定による承認を行うこと 部長 大臣
58 事業法施行規則第24条の２第３項の規定による公表を行うこと 部長 大臣
59 事業法施行規則第24条の３の規定による承認を行うこと 部長 大臣

60
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する
省令（平成31年総務省令第15号）附則第２条の規定による承認を行うこと

部長 大臣
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61 電気通信事業報告規則第３条の２の規定による報告を処理すること 課長 大臣
62 電気通信事業報告規則附則第2項の規定による承認を行うこと 部長 大臣

63
第一種指定電気通信設備接続会計規則（平成９年郵政省令第91号）第３
条に基づく許可をすること

部長 大臣

64
第一種指定電気通信設備接続料規則（平成12年郵政省令第64号。以下
「一種接続料規則」という。）第３条の規定に基づく許可をすること

局長 大臣

65

一種接続料規則第６条（第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部
を改正する省令（平成31年総務省令第13号。以下、「平成31年改正省令」
という。）附則第６条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）の
規定に基づく通知をすること

課長 大臣

66 平成31年改正省令附則第４条第１項第１号の規定に基づく通知をすること 課長 大臣

67
平成31年改正省令附則第４条第１項第１号の規定に基づく通知に関する
細目等を別に定め通知をすること

課長 局長

68 一種接続料規則附則第７条の規定に基づく許可をすること 局長 大臣
69 一種接続料規則附則第８条の規定に基づく許可をすること 局長 大臣

70
第二種指定電気通信設備接続料規則（平成28年総務省令第31号。）第３
条の規定に基づく承認をすること

部長 大臣

71
第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第１項の規定に基づく承認
をすること

部長 大臣

72
電話加入権質に関する臨時特例法第13条の規定による手数料を認可す
ること

局長 大臣

73
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成
14年総務省令第64号）第３条に基づく許可をすること

局長 大臣

74
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第１５
条に基づく通知をすること

課長 大臣

75
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第27条
第４項に基づく通知をすること

課長 大臣

76
第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成23年総務省令第24号）第３
条に基づく許可をすること

部長 大臣

77 国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）研究委員会等への対処 課長

78
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）研究委員会等への日本
寄書等の提出に関する文書

課長 課長

電気通信事
業部データ通
信課

基デ

1
事業法第１６条第１項から第4項までの規定による届出（ドメイン名電気通
信役務に係るものを除く。）を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

2
事業法第16条第１項から第４項までの規定による届出（ドメイン名電気通
信役務に係るものに限る。）を処理すること

課長 大臣

3
事業法第１７条第２項の規定による届出（ドメイン名電気通信役務に係る
ものを除く。）を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

4
事業法第17条第２項の規定による届出（ドメイン名電気通信役務に係るも
のに限る。）を処理すること

課長 大臣

5
事業法第１８条第１項及び第２項の規定による届出（事業法第１６条第１
項の規定により届け出た電気通信事業者に係るものに限り、ドメイン名電
気通信役務に係るものを除く。）を処理すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

6
事業法第18条第１項及び第２項の規定による届出（ドメイン名電気通信役
務に係るものに限る。）を処理すること

課長 大臣

7 事業法第２０条第１項の規定による届出を処理すること 課長 大臣
8 事業法第２０条第３項の規定による保障契約約款の変更を命ずること 局長 官房総務課 大臣

9
事業法第２１条第４項の規定による料金指数が基準料金指数を超える場
合の料金変更を認可すること

局長 大臣

10

事業法第３０条第５項の規定による第１項の規定により指定された電気通
信事業者又は事業法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備
を設置する電気通信事業者に対する禁止行為の停止又は変更を命ずる
こと

局長 大臣

11
事業法第３１条第４項の規定による事業法第３３条第２項に規定する第一
種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する禁止行為の停
止又は変更を命ずること

局長 大臣

12
事業法第３５条第１項及び第２項並びに第３８条第１項（事業法第３９条の
規定において準用する場合を含む。）の規定による協議の開始又は再開
を命ずること

局長 官房総務課 大臣

13
事業法第３５条第３項及び第４項（事業法第３８条第２項及び第３９条の規
定により準用する場合を含む。）の規定による裁定をすること

局長 大臣

14
事業法第３５条第５項（事業法第３８条第２項及び第３９条の規定により準
用する場合を含む。）の規定による通知をすること

課長 大臣

15
事業法第３５条第６項（事業法第３８条第２項及び第３９条の規定により準
用する場合を含む。）の規定による通知をすること

課長 大臣

16 事業法第３８条の２の規定による届出を処理すること 課長 大臣

17
事業法第39条の３第２項の規定による業務の方法の改善その他の措置を
とるべきことを命ずること

局長 官房総務課 大臣

18
事業法第１２１条第２項の規定による業務の方法の改善その他の措置を
とるべきことを命ずること

局長 官房総務課 大臣

19 電気通信事業報告規則附則第２項の規定による承認を行うこと 部長 大臣

20
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第３条に規定する「特定通信・放
送開発事業の実施に関する指針」の公表

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

21
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第３条に規定する「特定通信・放
送開発事業の実施に関する指針」の決定、変更及び変更の際の関係行
政機関の長への協議

局長 関係局部課 大臣

22
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第３条に規定する「特定通信・放
送開発事業の実施に関する指針」の決定の審議会の意見聴取

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

23
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される同法第４条に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施
に関する計画の認定

局長 大臣

24
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される同法第４条に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施
に関する計画の認定に係る関係行政機関の長への協議

局長 大臣

25
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される特定通信・放送開発事業円滑化法第５条に規定する地域特定電
気通信設備供用事業の実施に関する計画の変更の認定

局長 大臣
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26

特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される特定通信・放送開発事業円滑化法第５条に規定する地域特定電
気通信設備供用事業の実施に関する計画の変更の認定に係る関係行政
機関の長への協議

局長 大臣

27
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第４条の規定により読み替えて適
用される同法第５条に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施
に関する計画の認定の取消し

局長 大臣

28
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第５条の規定により読み替えて適
用される同法第７条に規定する資金の融通のあっせん

課長 局長

29
特定通信・放送開発事業円滑化法附則第５条の規定により読み替えて適
用される同法第８条に規定する認定事業者に対する報告の徴収、処理

課長 大臣

1
事業法第41条第３項の規定による電気通信事業の用に供する電気通信
設備を適正に管理すべき電気通信事業者の指定を行うこと。

局長 大臣

2
事業法第４２条第３項の規定による事業用電気通信設備の自己確認の届
出を処理すること（地域電気通信を除く。）

課長 　 大臣

3
事業法第４２条第３項の規定による事業用電気通信設備の自己確認の届
出を処理すること（地域電気通信に限る。）

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

4

事業法第42条第４項、第５項及び第６項において準用する事業法第42条
第３項の規定による事業用電気通信設備の自己確認の届出を処理するこ
と（地域電気通信及び事業法第41条第４項に規定する電気通信設備の設
置の区域が一の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄
する区域を超えない電気通信事業を除く。）

課長 　 大臣

5

事業法第42条第４項、第５項及び第６項において準用する事業法第42条
第３項の規定による事業用電気通信設備の自己確認の届出を処理するこ
と（地域電気通信及び事業法第41条第４項に規定する電気通信設備の設
置の区域が一の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄
する区域を超えない電気通信事業に限る。）。

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

6
事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０号。以下「事業用設
備規則」という。）第２０条の２の規定による漏えい対策の届出を処理する
こと

課長 大臣

7

事業用電気通信設備規則第35条の18第２項（第36条の３において準用す
る場合を含む。）の規定による通話品質の届出を処理すること（地域電気
通信及び事業法第41条第４項に規定する電気通信設備の設置の区域が
一の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄する区域を
超えない電気通信事業を除く。）

課長 大臣

8

事業用電気通信設備規則第35条の18第２項（第36条の３において準用す
る場合を含む。）の規定による通話品質の届出を処理すること（地域電気
通信及び事業法第41条第４項に規定する電気通信設備の設置の区域が
一の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄する区域を
超えない電気通信事業に限る。）

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

9

事業用電気通信設備規則第35条の１９の２第２項（第55条第１項及び第
56条第１項において準用する場合を含む。）及び第36条の５第２項の規定
による総合品質の届出を処理すること（地域電気通信及び事業法第41条
第４項に規定する電気通信設備の設置の区域が一の総合通信局長（沖
縄総合通信事務所長を含む。）の管轄する区域を超えない電気通信事業
を除く。）

課長 大臣

10

事業用電気通信設備規則第35条の１９の２第２項（第55条第１項及び第
56条第１項において準用する場合を含む。）及び第36条の５第２項の規定
による総合品質の届出を処理すること（地域電気通信及び事業法第41条
第４項に規定する電気通信設備の設置の区域が一の総合通信局長（沖
縄総合通信事務所長を含む。）の管轄する区域を超えない電気通信事業
に限る。）

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

11

事業用設備規則第５７条の規定による特例措置の承認を行うこと（地域電
気通信及び事業法第41条第４項に規定する電気通信設備の設置の区域
が一の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄する区域
を超えない電気通信事業を除く。）

局長 大臣

12

事業用設備規則第５７条の規定による特例措置の承認を行うこと（地域電
気通信及び事業法第41条第４項に規定する電気通信設備の設置の区域
が一の総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）の管轄する区域
を超えない電気通信事業に限る。）

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

13
事業用設備規則第５７条の規定による特例措置の承認に関する指示伺い
に対し指示を行うこと

課長 局長

14
事業法第２８条の規定による報告のうち、総務省令で定める重大な事故
の報告を処理すること

局長、総合通
信局長､沖縄
総合通信事

務所長

大臣

15
事業法第２８条の規定による報告のうち、総務省令で定める電気通信業
務の一部の停止の報告を処理すること

局長、総合通
信局長､沖縄
総合通信事

務所長

大臣

16
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第２項の規定による接続約款を認可すること

局長 大臣

17
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第７項の接続約款の届出を処理すること

課長 大臣

18
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第１０項の規定による接続に関する協定の締結を認可すること

局長 大臣

19
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
３条第１０項の規定による接続に関する協定の変更を認可すること

課長 大臣

20
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し、事業法第３
４条第２項の規定による接続約款の届出を処理すること

課長 大臣

21
電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理規程に関し、事業法第４
４条の規定による届出（ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業
者に係るものを除く。）を処理すること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

22
電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理規程に関し、事業法第
44条の規定による届出（ドメイン名電気通信役務に係るものに限る。）を処
理すること

課長 データ通信課 大臣

23
事業法第44条の２の規定による管理規程の変更及び遵守（ドメイン名電
気通信役務を提供する電気通信事業者に係るものを除く。）を命ずること。

局長 大臣

電気通信事
業部電気通
信技術システ
ム課

基技
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24
事業法第44条の２の規定による管理規程の変更及び遵守（ドメイン名電
気通信役務に係るものに限る。）を命ずること

局長 データ通信課 大臣

25
事業法第４４条の３第２項の規定による届出（ドメイン名電気通信役務を
提供する電気通信事業者に係るものを除く。）を処理すること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

26
事業法第44条の３第２項の規定による届出（ドメイン名電気通信役務に係
るものに限る。）を処理すること

課長 データ通信課 大臣

27
事業法第44条の５の規定による電気通信設備統括管理者の解任（ドメイ
ン名電気通信役務を提供する電気通信事業者に係るものを除く。）を命ず
ること。

局長 大臣

28
事業法第44条の５の規定による電気通信設備統括管理者の解任（ドメイ
ン名電気通信役務に係るものに限る。）を命ずること

局長 データ通信課 大臣

29
電気通信主任技術者に関し、事業法第４５条第２項の規定による届出及
び電気通信主任技術者規則（昭和６０年郵政省令第２７号。以下「技術者
規則」という。）第３条の２第３項の規定による報告を処理すること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

30
技術者規則第４０条の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付
をすること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

31 電気通信主任技術者資格者証に関する指示伺いに対し指示を行うこと 課長 局長
32 事業法第４６条第３項第３号の規定による認定を行うこと 課長 大臣

33
電気通信主任技術者資格者証の再交付、平成22年総務省令第11号附則
第3項の規定に基づく訂正又は返納に係る事務を処理すること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

34
技術者規則第１５条の規定による電気通信主任技術者試験の実施に関し
必要な事項の公示を行うこと

課長 大臣

35

技術者規則に規定する学校及び養成課程に関し、次の事項を行うこと
（１）　認定及び認定の取消しを行うこと
（２）　養成課程の変更の承認を行うこと
（３）　届出及び報告の処理を行うこと

課長、総合通
信局長､沖縄
総合通信事

務所長

大臣

36
技術者規則第１９条の規定による学校等の認定又は技術者規則第２９条
の規定による養成課程の認定に関する指示伺いに対し、指示を行うこと
（拒否及び取消しに限る。）

局長 局長

37
技術者規則第１９条の規定による学校等の認定又は技術者規則第２９条
の規定による養成課程の認定に関する指示伺いに対し、指示を行うこと
（拒否及び取消しを除く。）

課長 局長

38
事業法第５２条第１項又は第７０条第１項の規定による端末設備等の接続
の技術的条件を認可すること

課長 大臣

39
工事担任者規則（昭和６０年郵政省令第２８号。以下「工担者規則」とい
う。）第３８条の規定による工事担任者資格者証を交付すること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

40
事業法第72条第２項において準用する事業法第46条第３項第３号の規定
による認定を行うこと

局長 大臣

41
工事担任者資格者証の再交付、平成22年総務省令第12号附則第3項の
規定に基づく訂正又は返納に係る事務を処理すること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

42
工担者規則第１３条の規定による工事担任者試験の実施に関し必要な事
項の公示を行うこと

課長 大臣

43

工担者規則に規定する学校及び養成課程に関し、次の事項を行うこと。
（１）認定及び認定の取消しを行うこと
（２）養成課程の変更の承認を行うこと
（３）届出及び報告の処理を行うこと

課長、総合通
信局長､沖縄
総合通信事

務所長

大臣

44
工担者規則第１７条の規定による学校等の認定又は工担者規則第２７条
の規定による養成課程に関する指示伺いに対し、指示を行うこと（拒否及
び取消しに限る。）

局長 局長

45
工担者規則第１７条の規定による学校等の認定又は工担者規則第２７条
の規定による工事担任者の養成課程に関する指示伺いに対し、指示を行
うこと（拒否及び取消しを除く。）

課長 局長

46
事業法の規定に基づく指定試験機関の申請を処理すること（試験事務規
程、事業計画及び収支予算の変更の認可並びに試験員の認定を除く。）

局長 大臣

47
事業法の規定に基づく指定試験機関の試験事務規程、事業計画及び収
支予算の変更の認可を行うこと

部長 大臣

48 事業法の規定に基づく指定試験機関の試験員の認定を行うこと 課長 大臣
49 事業法の規定に基づく指定試験機関の必要な事項の公示を行うこと 課長 大臣
50 事業法の規定に基づく指定試験機関の届出及び報告の処理を行うこと 課長 供覧

51 事業法の規定に基づく指定試験機関の監督上必要な命令を行うこと 課長
大臣、局長、
部長、課長

52 事業法第１６６条第４項の規定による報告を徴すること 課長
大臣、局長、
部長、課長

53 事業法第１６６条第４項の規定による報告を処理すること 課長
大臣、局長、
部長、課長

54 事業法第１６６条第４項の規定による検査に関する文書 課長
大臣、局長、
部長、課長

55
事業法の規定に基づく登録講習機関に関する文書（登録講習機関の登
録、登録の更新、適合命令及び改善命令に関するものに限る。）

部長 大臣

56
事業法の規定に基づく登録講習機関に関する文書（登録の取消し及び業
務停止命令に関するものに限る。）

局長 大臣

57
事業法の規定に基づく登録講習機関に関する文書（報告の徴収及び立入
検査に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

58
事業法の規定に基づく登録講習機関の届出及び技術者規則に基づく登
録講習機関の報告に関する文書

課長 供覧

59
事業法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文書（届出番号の通知に関するものに限る。）

課長 大臣



60

60
事業法の規定に基づく登録認定機関により技術基準適合認定又は設計
認証を受けた者（外国取扱業者を含む。）に関する文書（表示の禁止及び
妨害防止命令又は妨害防止請求に関するものに限る。）

局長 大臣

61
事業法の規定に基づく登録認定機関により技術基準適合認定又は設計
認証を受けた者（外国取扱業者を除く。）に関する文書（報告の徴収、立入
検査及び提出命令に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

62
事業法の規定に基づく登録認定機関により技術基準適合認定又は設計
認証を受けた者（外国取扱業者に限る。）に関する文書（報告の徴収、立
入検査及び提出請求に関するものに限る。）

課長 大臣

63
事業法の規定に基づく登録認定機関による設計認証を受けた者（外国取
扱業者を含む。）に関する文書（措置命令及び措置請求に関するものに限
る。）

部長 大臣

64 事業法の規定に基づく表示が付されていないものとみなす文書 局長 大臣

65

事業法第２章第４節第２款並びに第５節第３款及び第４款の規定に基づく
必要な事項の公示に関する文書（技術基準適合自己確認の届出、登録認
定機関の登録、技術基準適合認定及び設計認証の報告、登録認定機関
の登録の取消し、業務停止命令、表示の禁止、承認認定機関の承認及び
承認認定機関の承認の取消しに係る公示を除く。）

課長 大臣

66
事業法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文書（表示の禁止及び妨害防止命令に関するものに限る。）

局長 大臣

67
事業法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文書（措置命令に関するものに限る。）

部長 大臣

68
事業法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文書（報告の徴収、立入検査及び提出命令に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

69
事業法の規定に基づく登録修理業者に関する文書（登録の取消し、登録
の抹消及び妨害防止命令に関するものに限る。）

局長 大臣

70
事業法の規定に基づく登録修理業者に関する文書（登録、変更登録、適
合命令及び改善命令に関するものに限る。）

部長 大臣

71
事業法の規定に基づく登録修理業者に関する文書（報告の徴収、立入検
査及び提出命令に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

72
事業法の規定に基づく登録認定機関に関する文書（登録の取消し及び業
務停止命令に関するものに限る。）

局長 大臣

73

事業法の規定に基づく登録認定機関に関する文書（登録認定機関の登
録、登録の更新、適合命令及び改善命令に関する文書並びに技術基準
適合認定又は設計認証についての大臣の命令及び申請者への通知に関
するものに限る。）

部長 大臣

74
事業法の規定に基づく登録認定機関に関する文書（報告の徴収及び立入
検査に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

75
事業法の規定に基づく承認認定機関に関する文書（承認の取消しに関す
るものに限る。）

局長 大臣

76
事業法の規定に基づく承認認定機関に関する文書（承認認定機関の承
認、改善請求に関する文書並びに技術基準適合認定又は設計認証につ
いての大臣の請求及び申請者への通知に関するものに限る。）

部長 大臣

77
事業法の規定に基づく承認認定機関に関する文書（報告の徴収及び立入
検査に関するものに限る。）

課長 大臣

78
事業法の規定に基づく承認認定機関により技術基準適合認定又は設計
認証を受けた者に関する文書（妨害防止請求及び表示の禁止に関するも
のに限る。）

局長 大臣

79
事業法の規定に基づく承認認定機関により設計認証を受けた者に関する
文書（措置請求に関するものに限る。）

部長 大臣

80
事業法の規定に基づく承認認定機関により技術基準適合認定又は設計
認証を受けた者に関する文書（それぞれ報告の徴収、立入検査及び提出
請求に関するものに限る。）

課長 大臣

81
事業法の規定に基づく登録修理業者、登録認定機関、技術基準適合認定
を受けた者、設計認証を受けた者、承認認定機関及び届出業者の届出並
びに報告の処理に関する文書

課長 供覧

82 電気通信事業報告規則附則第２項の規定による承認を行うこと 部長 大臣

83
総合通信基盤局長が指示する電気通信事業者に対する総務省設置法第
４条第57号及び第60号の規定に基づく検査の実施及び報告に関すること

課長 局長

84
総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が指示する電気通信事業者に
対する総務省設置法第４条第57号及び第60号の規定に基づく検査の実
施及び報告に関すること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

85

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関
する法律（平成１３年法律第１１１号。以下「相互承認実施法」という。）の
規定に基づく認定適合性評価機関及び指定調査機関に関する文書（登録
のための手続、国外適合性評価事業の用に供する設備の概要等の変更
の認定、調査業務規程の変更の認可、届出、通報、通知及び報告の処理
並びに必要な事項の公示に関する文書を除く。）

局長 大臣

86
相互承認実施法の規定に基づく国外適合性評価事業の用に供する設備
の概要等の変更の認定及び調査業務規程の変更の認可に関する文書

部長 大臣

87
相互承認実施法の規定に基づく登録のための手続、通報及び通知の処
理並びに必要な事項の公示に関する文書

課長 大臣

88 相互承認実施法の規定に基づく届出及び報告の処理 課長 供覧

89
相互承認実施法第３１条の規定により適用される事業法の規定に基づく
表示が付されていないものとみなす文書

局長 大臣

90

相互承認実施法第３１条の規定により適用される事業法の規定に基づく
登録外国適合性評価機関により技術基準適合認定又は設計認証を受け
た者（外国取扱業者を含む。）に関する文書（表示の禁止及び妨害等防止
命令又は妨害等防止請求に関するものに限る。）

局長 大臣

91

相互承認実施法第31条の規定により適用される事業法の規定に基づく登
録外国適合性評価機関により技術基準適合認定又は設計認証を受けた
者（外国取扱業者を除く。）に関する文書（報告の徴収、立入検査及び提
出命令に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
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92

相互承認実施法第31条の規定により適用される事業法の規定に基づく登
録外国適合性評価機関により技術基準適合認定又は設計認証を受けた
者（外国取扱業者に限る。）に関する文書（報告の徴収、立入検査及び提
出請求に関するものに限る。）

課長 大臣

93
相互承認実施法第31条の規定により適用される事業法の規定に基づく登
録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者（外国取扱業者を含
む。）に関する文書（措置命令及び措置請求に関するものに限る。）

部長 大臣

94
相互承認に関する日本国と外国との間の協定に基づく合同委員会、適合
性評価機関の登録及び登録を受けた適合性評価機関に関する文書（通
報、情報交換、登録の提案及び情報の更新に関する文書を除く。）

局長 大臣

95
相互承認に関する日本国と外国との間の協定に基づく通報、情報交換、
登録の提案及び情報の更新に関する文書

課長 大臣

96 国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）研究委員会等への対処 課長

97
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）研究委員会等への日本
寄書等の提出に関する文書

課長 課長

基番
1

事業法第50条第２項の規定による電気通信番号計画（同法第50条の12
の規定により記載するものに限る。）の公示を行うこと

室長 大臣

2
事業法第50条の４の規定による同法第50条の２第１項の認定（利用者設
備識別番号の指定を行うものに限る。）を行うこと

局長 大臣

3

事業法第50条の４の規定による同法第50条の２第１項の認定（利用者設
備識別番号の指定を行うものを除く。）又は同法第50条の11の規定による
利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定（同項の認定に伴い指
定を行う場合に限る。）を行うこと

室長 大臣

4

事業法第50条の６第２項において準用する同法第50条の４の規定による
同法第50条の６第１項の変更の認定（以下この項において「変更認定」と
いう。）（指定を受けている利用者設備識別番号と異なる種別の利用者設
備識別番号の指定を行うものに限る。）を行うこと

局長 大臣

5

変更認定（指定を受けている利用者設備識別番号と異なる種別の利用者
設備識別番号の指定を行うもの及び固定電話番号の数の増加又は減少
に係る事項のみ変更を行うものを除く。）又は同法第50条の11の規定によ
る利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定（変更認定に伴い指
定を行う場合に限る。）を行うこと

室長 大臣

　

6
変更認定（固定電話番号の数の増加又は減少に係る事項のみ変更を行う
ものに限る。）を行うこと

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

7 変更認定に係る指示伺いに対し、指示を行うこと 室長 局長

8
事業法第50条の６第３項第２号に定める軽微な変更に係る届出（固定電
話番号の数の減少又は固定電話番号に係る電気通信役務の提供の開始
の日の繰り上げに係るものを除く。）を処理すること

室長 大臣

　

9
事業法第50条の６第３項第２号に定める軽微な変更に係る届出（固定電
話番号の数の減少又は固定電話番号に係る電気通信役務の提供の開始
の日の繰り上げに係るものに限る。）を処理すること

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

10
事業法第50条の６第３項第３号に定める電気通信番号を使用しない電気
通信事業者になった旨の届出を処理すること

室長 大臣

11

事業法第50条の９の規定による同法第50条の２第１項の認定の取消し又
は同法第50条の11の規定による利用者設備識別番号以外の電気通信番
号の指定の取消し（同法第50条の８の規定による同法第50条の２第１項
の認定の失効に係るものを除く。）を行うこと

局長 大臣

12
事業法第50条の10の規定による利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等
に関する事項を処理すること

室長 大臣

13 事業法第51条の規定による適合命令を行うこと 局長 大臣

14

電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改
正する法律（平成30年法律第24号）附則第３条第１項又は第２項の規定
により引き続き使用する者が電気通信番号を従前の例により引き続き使
用することに係る届出を処理すること

室長 大臣 経過措置

15 電気通信事業報告規則附則第２項の規定による承認を行うこと 部長 大臣

16
平成元年郵政省告示第470号第４条の規定によるプライベート・ドメイン名
の指定を行うこと

室長 大臣

17 国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）研究委員会等への対処 室長

18
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）研究委員会等への日本
寄書等の提出に関する文書

室長 室長

19 電気通信番号の運用に関する国際電気通信連合との連絡に関する文書 室長 室長
電気通信事
業部消費者
行政第一課

基一

1
事業法第２９条第２項の規定による業務の方法の改善その他の措置をと
るべきことを命ずること

局長､総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

2
事業法第２９条第２項の規定による業務の方法の改善その他の措置をと
るべきことを命ずることに関する指示伺いに対し、指示を行うこと

局長 大臣

3
事業法第７３条の２第１項から第５項までの規定による届出を処理するこ
と

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、課長

4
電気通信事業法施行規則第２２条の２の７第１項第５号の規定による確認
措置に係る電気通信役務の認定に関すること

局長 大臣

5
電気通信事業法施行規則第２２条の２の７第３項の規定による届出を処
理すること

課長 大臣

6
電気通信事業者又は媒介等業務受託者の業務の適正性を確保するため
の調査等に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

7
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律（平成20年法律第79号）第24条第2項の規定に基づくフィルタリング
推進機関の登録に関する文書

局長 大臣

8
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律第24条第6項及び法第25条第1項の規定に基づく届出に関する文
書

課長 供覧

9
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律第26条の規定に基づくフィルタリング推進機関の登録の取消しに関
する文書

局長 大臣

電気通信事
業部電気通
信技術システ
ム課番号企
画室
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10
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律第27条の規定に基づく報告又は資料の提出の要求に関する文書

局長 大臣

電気通信事
業部消費者
行政第二課

基二

1
事業法第２８条の規定による報告のうち、通信の秘密の漏えいの報告を
処理すること

局長､総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

2
事業法１１６条の２第１項の規定による認定送信型対電気通信設備サイ
バー攻撃対処協会の認定

局長 大臣

3

事業法１１６条の２第５項の規定による認定送信型対電気通信設備サイ
バー攻撃対処協会のサイバー攻撃対処業務の範囲及びその実施の方法
の変更（サイバー攻撃対処協会のサイバー攻撃対処業務の範囲の縮小
を除く。）

局長 大臣

4

事業法１１６条の２第７項の規定による認定送信型対電気通信設備サイ
バー攻撃対処協会の名称及び住所並びに代表者の氏名の変更、特定会
員の氏名又は名称の変更並びにサイバー攻撃対処協会のサイバー攻撃
対処業務の範囲の縮小の届出

局長 供覧

5
電気通信事業法施行規則第４０条の８の６の規定による認定送信型対電
気通信設備サイバー攻撃対処協会の廃止の届出

局長 供覧

6
事業法第１１６条の６第１項の規定による送信型対電気通信設備サイ
バー攻撃対処協会業務の運営に関して、改善に必要な措置をとるべきこ
との命令

局長 大臣

7
事業法第１１６条の６第２項の規定による認定送信型対電気通信設備サ
イバー攻撃対処協会の認定の取消及び業務の停止の命令

局長 大臣

8
事業法第１１６条の７の規定による認定送信型対電気通信設備サイバー
攻撃対処協会に対する情報提供

局長 大臣

9
事業法第１１６条の８の規定による認定送信型対電気通信設備サイバー
攻撃対処協会の認定、名称及び住所並びに代表者の氏名の変更の届出
並びに認定の取消及び業務の停止の命令の公示

局長 大臣

10
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成１４年法律第２６
号）第７条に基づく措置命令に関する文書

局長 大臣

11
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第８条第２項に基づく消
費者庁長官への通知に関する文書

課長 大臣

12
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第１３条に基づく研究開
発等の状況の公表に関する文書

課長 大臣

13
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第２５条に基づく登録の
取消し及び業務停止命令に関する文書

局長 大臣

14

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第１４条第１項に基づく
登録送信適正化機関の登録、同法第１７条第１項に基づく登録の更新、
同法第２３条に基づく適合命令及び同法第２４条に基づく改善命令に関す
る文書

局長 大臣

15
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第２８条第１項又は第２
項に基づく報告の徴収及び立入検査に関する文書

局長 大臣

16
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第２８条第５項に基づく
消費者庁長官への通知に関する文書

課長 大臣

17
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第２９条に基づく送信者
に関する情報の提供の求めに関する文書

課長 大臣

18
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第３０条各号に基づく外
国執行当局への情報提供に関する文書

局長 大臣

19
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律に係る事務を行うための総合通信
局長及び沖縄総合通信事務所長への協力の要請

課長 局長

20
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律に係る事務についての総合通信局
長及び沖縄総合通信事務所長への指示（指示伺いに対する指示を除く。）

課長 局長

21

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律第14条に基づく立入検査の結果に
係る総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長による通知についての確
認

課長 局長

22
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律第15条に基づく是正命令等に係る
事務についての指示伺いに対する指示

部長 局長

23
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律に係る告発についての総合通信局
長及び沖縄総合通信事務所長からの指示伺いに対する指示

課長 局長

24
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律に係る告発についての警察庁刑事
局長への協議

課長 局長

25
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律に係る告発についての警察庁刑事
局長への事務の委任

課長 局長

26
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律の法執行手続についての報告書の
総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長への通知

課長 局長

27
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第１９条、第２０条第１項
及び第２１条に基づく届出に関する文書

課長 供覧

28
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律（平成１７年法律第３１号）第１３条に
基づく報告又は資料の提出の要求に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

29
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律第１４条に基づく立入検査に関する
文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

30
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律第１５条に基づく法令違反の是正命
令に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

電波部共通 波共
1

無線局の免許又は登録、運用及び監督に関し、大臣が別に指定し、若しく
は決定し、又は告示すると定めている事項の指定若しくは決定又は告示

局長 大臣
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2
電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）に基づき総合通信局長及び沖
縄総合通信事務所長が行う事務（放送に関する無線局に係るものを除
く。）に関し、必要な事務取扱方法を定める通達の制定、改正又は廃止

局長 局長

3
電波法に基づき総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長が行う事務
（放送に関する無線局に係るものを除く。）に関し必要な細目の基準を定
める通達の制定、改正又は廃止

電波部長 局長

4
電波法に基づき総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長が行う事務
（放送に関する無線局に係るものを除く。）に関し、課又は室の所掌事務
の範囲内で必要な細目を定める通達の制定、改正又は廃止

電波部課室
長

局長

5

地球局、携帯基地地球局、海岸地球局、航空地球局、宇宙局、実験試験
局及び実用化試験局に関する次の処分（いずれも総合通信局長及び沖
縄総合通信事務所長が処理することとしたものを除く。）についての総合
通信局長及び沖縄総合通信事務所長からの進達に関すること
１　予備免許及び再免許
２　工事落成期限の延長の許可
３　予備免許後の工事設計の変更の許可
４　無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場
所の変更
　又は無線設備の変更の工事の許可
５　申請による指定事項の変更
６　免許人の地位の承継の許可

電波部長 局長

6

電波法第５条第１項第２号に掲げる者が開設する無線局に関する次の処
分についての総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長からの進達に関
すること
１　予備承認及び再承認
２　工事落成期限の延長の承認
３　予備承認後の工事設計の変更の承認
４　無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場
所の変更
　又は無線設備の変更の工事の承認
５　申請による指定事項の変更

電波部長 局長

7

地球局及び携帯基地地球局（波共８に規定するものを除く。）、海岸地球
局並びに航空地球局に関する次のこと
１　再免許
２　工事落成期限の延長の許可
３　予備免許後の工事設計の変更の許可
４　通信の相手方の変更の許可（変更前の通信の相手方の一部となる
　場合に限る。）
５　申請による識別信号の指定の変更
６　申請による電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容
　時間の指定の変更（変更前の指定の範囲内であるものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

8

１　電気通信業務用の地球局及び携帯基地地球局に関する次のこと
（１）　予備免許及び再免許
（２）　工事落成期限の延長の許可
（３）　予備免許後の工事設計の変更の許可
（４）　通信の相手方の変更の許可
（５）　申請による識別信号の指定の変更
（６）　申請による指定事項の変更
（７）　免許人の地位の承継の許可
２　前項の規定は、総合通信基盤局長が別に定める周波数のみを使用す
る無線局又は次の各号のすべてに適合する無線局に適用する。
  (1)  無線設備の設置場所が、申請者が現に免許を受けている地球局又
は携帯基地地球局（以下この項において「既存局」　という。）の無線設備
の設置場所と同一であるもの。ただし、移動する地球局にあっては移動範
囲が既存局の移動範囲内であるものとする。
  (2)  通信の相手方が、既存局の通信の相手方（人工衛星の名称及び軌
道位置を含む。）の全部又は一部であるもの。
　(3)  無線設備の最大電力密度及び最大等価等方輻射電力の値が、既
存局の無線設備のその値以下であるもの。
　(4)　空中線の指向特性が、既存局の空中線のものと同等であるか又は
それより厳格であるもの。
　(5)  電波の型式及び周波数が既存局に指定されているものの全部又は
一部であり、かつ、占有周波数帯幅、空中線電力及び運用許容時間が既
存局に指定されているものの範囲内であるもの

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

9

宇宙局（実験試験局を除く。）に関する次のこと
１　再免許
２　通信の相手方の変更の許可（変更前の通信の相手方の一部と
　なる場合に限る。）
３　申請による電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間
　の指定の変更（変更前の指定の範囲内であるものに限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

10

実験試験局に関する次のこと
１　予備免許及び再免許
２　工事落成期限の延長の許可
３　予備免許後の工事設計の変更の許可
４　通信の相手方（宇宙無線通信を行う実験試験局にあっては、変更前の
通信の相手方の一部となる場合に限る。）又は通信事項の変更の許可
５　申請による電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間
　の指定の変更（変更前の指定の範囲内であるものに限る。）
６　免許人の地位の承継の許可

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

11
平成１１年郵政省告示第２１０号第２号の規定による無線設備の操作の承
認

電波部長 大臣

12
電波法施行規則第５１条の１５第１項第１号の規定により総合通信局長
（沖縄総合通信事務所長を含む。）が処理することとされた無線局以外の
無線局の免許及び登録

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

13
地球局、宇宙局、実験試験局及び実用化試験局又は電波法第５条第１項
第２号に掲げる者が開設する無線局に関する総合通信基盤局長からの
進達に対する通知に基づく処分

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣
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14
地球局、宇宙局、実験試験局及び実用化試験局又は電波法第５条第１項
第２号に掲げる者が開設する無線局に係る電波法第１０条の規定による
検査

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

15
電波法第５条第１項第２号に掲げる者が開設する無線局の無線設備の変
更の工事の承認及び同法第１０条及び第１８条の規定による検査

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

16

震災、火災、風水害、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するお
それがある場合に口頭又は電話等により電波法第６条第１項、第１７条第
１項又は第１９条の規定による申請（いずれも無線局のものに限る。）が
あった場合の免許又は許可

電波部長、課
長、総合通信
局長、沖縄総
合通信事務

所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

17
無線局に係る無線業務日誌の記載事項の一部の省略及び申請書等の写
しの提出部数の減免の承認

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
18 電波法第７１条の規定に基づく周波数及び空中線電力の指定の変更 局長 大臣

19
電波法第７１条の５の規定に基づく技術基準適合命令及び第７２条に定め
る電波の発射の停止に関すること

電波部長、総
合通信局長、
沖縄総合通
信事務所長

大臣

20 電波法第７４条に掲げること 局長 大臣

21
電波法第７４条に掲げること（急を要する場合であって、かつ、大臣の決裁
を経るいとまがない場合に限る。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

22
電波法第７６条の２の２（電波法第７０条の７第４項及び第７０条の９第３項
において準用する場合を含む。）の規定に基づく登録に係る無線局の開設
の禁止、運用の制限

局長 大臣

23 電波法施行規則第５１条の１５第１項に掲げること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
24 総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長からの指示伺いに対する指示 電波部長 局長
25 電波法施行規則第３８条第４項の規定に基づく電波法令抄録の認定 電波部長 大臣

26
電波法及びこれに基づく省令の規定により大臣に提出する届書、報告書
及び無線業務日誌の抄録の処理

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

27
自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第１１２条第２項の規定に基づき防
衛省が申請する周波数の承認

電波部長 大臣

28
外国の軍艦又は航空機の我が国領域内における電波の使用について、
他の官庁その他部外者への照会又は回答

電波部長 局長

29
所掌事務の遂行に必要な無線局の開設及び変更の申請その他電波法に
基づく届出

電波部長､総
合通信局長､
沖縄総合通
信事務所長

大臣

30
電波法の規定に基づく登録周波数終了対策機関に関する文書（次号及び
第３２号に関するものを除く。）

局長 関係局部課 大臣

31
電波法の規定に基づく登録周波数終了対策機関の届出及び報告の処
理、必要な事項の公示並びに検査に関する文書

課長 関係局部課 大臣

32
特定周波数終了対策業務の全部又は一部を総務大臣が行う場合の当該
業務の実施に関する通達（補助金等の交付要綱を除く。）に基づく登録周
波数終了対策機関又は免許人に対する通知に関する文書

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係局部課

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

33
所部の職員への外国出張命令（航空機に開設する無線局の検査に伴うも
ので、関東、東海、近畿及び九州総合通信局長に限る。ただし、政令職員
に係るものを除く。）

関東総合通
信局長、

東海総合通
信局長、

近畿総合通
信局長、

九州総合通
信局長

大臣

34
所部の職員の公用旅券の請求及び還付（航空機に開設する無線局の検
査に伴うもので、関東、東海、近畿及び九州総合通信局長に限る。ただ
し、政令職員に係るものを除く。）

関東総合通
信局長、

東海総合通
信局長、

近畿総合通
信局長、

九州総合通
信局長

大臣

35 担当する各種会議に係る対処方針及び寄与文書等の送付に関する文書 課長 課長
36 電波法関係手数料の還付 局長 局長
37 電波利用料技術試験事務に関する文書 局長
38 電波利用の促進、高度化に資する行事の実施のための文書 局長 大臣

39
電波法第38条の２に関する申出人へ通知する文書（電波法第100条第５
項において準用する場合も含む。）

課長 大臣、課長

電波部電波
政策課

基電
1

無線局に関する、次に掲げる文書
（１）　　周波数（電波の型式及び空中線電力を含む。）の割当て
（２）　　識別信号の割当て

課長

2 電波の伝わり方についての予報及び警告に関する文書 課長
局長、電波部

長、課長

3
周波数の使用及び混信に関する、外国の主管庁等との連絡、調整のため
の文書（電波部電波政策課国際周波数政策室長の委任事項に掲げるも
のを除く。）

課長
局長、電波部

長、課長

4
無線従事者の免許に関する、外国の主管庁等との連絡、調整のための文
書

課長
局長、電波部

長、課長

5
周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合との連絡、調整のた
めの文書（電波部電波政策課国際周波数政策室長の委任事項に掲げる
ものを除く。）

課長
局長、電波部

長、課長

6 周波数割当計画に関する文書 局長 大臣
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7
無線従事者に係る電波法第３９条の２の規定に基づく指定講習機関及び
同法第４６条の規定に基づく指定試験機関に関する文書（ただし、試験員
の認定、検査並びに届出及び報告の処理に関するものを除く。）

局長 大臣

8
無線従事者に係る電波法第３９条の２の規定に基づく指定講習機関及び
同法第４６条の規定に基づく指定試験機関の試験員の認定、検査並びに
届出及び報告の処理に関する文書

課長 大臣

9
電波法第４１条第２項の規定に基づく無線従事者国家試験及び同法第３
９条第７項（電波法第７０条の９第３項において準用する場合を含む。）の
規定に基づく講習に関する文書（ただし、実施に関するものを除く。）

電波部長 局長

10 無線従事者に関する指示伺いに対する指示 課長 局長

11
電波法第４８条の２の規定に基づく船舶局無線従事者証明に関する文書
（ただし、再訓練の実施、訓練の通知並びに証明書の交付、訂正及び再
交付に関するものを除く。）

課長
局長、電波部

長、課長

12
電波法第４８条の２の規定に基づく船舶局無線従事者証明の再訓練の実
施、訓練の通知並びに証明書の交付、訂正及び再交付に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

13 無線従事者免許証の交付、訂正及び再交付

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
14 無線従事者の免許の取消しに関する文書 局長 大臣

15
無線従事者国家試験の一部を免除する学校等の認定、科目確認及び認
定講習課程に関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

16
平成５年郵政省告示第３２６号第２項に基づく登録、同告示第４項に基づく
登録証明書の交付

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

１
周波数の国際調整に関する外国の主管庁等との連絡に関する文書のう
ち、重要なもの

室長 電波部長

2
周波数の国際調整に関する外国の主管庁等との連絡に関する文書（重要
なものを除く。）

室長 室長

3 周波数の国際調整に関する国際電気通信連合との連絡に関する文書 室長 室長

4
周波数の使用に関する外国の主管庁等との連絡に関する文書（国際関係
事務に係る政策の企画及び実施に関するもの）

室長
電波部長、

室長

5
周波数の使用に関する国際電気通信連合又は地域機関との連絡に関す
る文書（国際関係事務に係る政策の企画及び実施に関するもの）

室長
電波部長、

室長
基利 1 電波利用料の歳入計画の作成 局長 　 局長

2 電波利用料財源に係る各部局の準備した予算案の取りまとめ 局長 　 局長

3
電波利用料財源に係る各部局の業務計画に基づく予算の実行計画の作
成

局長 　 局長

4 電波利用料制度の周知・広報 室長 　 室長
5 総合無線局監理システムの整備計画の策定 電波部長 電波部長
6 総合無線局監理システムの運用管理に関する規程の策定 電波部長 電波部長
7 総合無線局監理システムの運用管理に関する地方局への指示 室長 室長
8 総合無線局監理システムの開発に係る調整に関する文書 室長 室長
9 総合無線局監理システムのセキュリティ対策の実施に関する文書 室長 電波部長

10 電波利用料徴収手続に関する規程の策定 局長 局長
11 電波利用料の滞納処分手続に関する規程の策定 局長 局長
12 電波利用料徴収に係る地方局及び関係機関との連絡、調整、取りまとめ 室長 室長
13 口座振替に係る金融機関との契約 室長 会計課長
14 口座振替に係る手数料の支払い処理 室長 会計課長
15 電波利用料納付に関する事務に係る納付受託者の指定 局長 大臣
16 納付受託者の名称及び住所等の公示 局長 官房総務課 大臣

電波部基幹・
衛星移動通
信課

基衛
1 電波法施行規則第３８条第５項の規定に基づく無線局名録等の認定 電波部長 大臣

2 無線設備等保守規程の認定又は取り消しを行うこと（拒否を除く。） 局長 大臣
電監審諮問
事項

3
無線設備等保守規程の変更認定を行うこと（総務省令で定める軽微な変
更を除く。）

部長 大臣

基基 1 電波天文業務等の受信設備の指定に関する文書 局長 大臣
2 電波天文業務等の受信設備指定申請の記載事項の変更の承認 電波部長 大臣
3 伝搬障害防止区域の指定に関する文書 局長 大臣

4
電波法第１０２条の４第１項の規定により、建築主に対し、伝搬障害防止
区域における高層建築物等に係る届出を命ずること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

5

電波法第１０２条の５第１項の規定により、届出に係る高層部分が重要無
線通信障害原因となるかどうかを判定し、及びその結果を建築主に通知
し、並びに同条第３項の規定により、工事請負人及び免許人に対し、必要
な通知を行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

6
電波法第１０２条の７第２項の規定により、重要無線通信の障害防止のた
めの協議に関し、必要なあっせんを行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

7
電波法第１０２条の８第１項の規定に基づき、建築主に対する工事の停止
その他の処分を決定し、及び執行し、並びに同条第３項の規定により、工
事の停止その他の処分を撤回すること

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

8
電波法による伝搬障害の防止に関する規則（昭和３９年郵政省令第１６
号）第２条の規定による通知を行うこと

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

　 大臣

9 電波有効利用促進センターの指定 局長 大臣
10 電波有効利用促進センターの役員解任の勧告 局長 大臣

11
電波有効利用促進センターの事業計画及び収支予算並びに事業報告書
及び収支決算書の提出

室長 供覧

12 電波有効利用促進センターの名称の変更 局長 大臣
13 電波有効利用促進センターの業務規程の認可 局長 大臣

電波部基幹・
衛星移動通
信課基幹通
信室

電波部電波
政策課国際
周波数政策
室

基周

電波部電波
政策課電波
利用料企画
室
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14 電波有効利用促進センターの業務規程の変更の認可 電波部長 　 大臣

15
電波有効利用促進センターに関する届出及び報告の処理、必要な事項の
公示及び検査の処理（第11号を除く。）

室長 大臣

基重
1

電波法第７４条の２第１項の非常の場合の通信体制の整備等に関する文
書

室長 局長

2
電波法第７４条の２第２項（電波法第７０条の７第４項、第７０条の８第３項
及び第７０条の９第３項において準用する場合を含む。）の協力を求める
文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣

3
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第１４条に基
づき委任を受けた災害対策用移動通信機器に係る無償貸付に関するも

室長 室長

4
災害対策用移動通信機器に係る平成７年郵政省告示第１８３号第３項に
規定する無線局運用証明書の発行に関する文書

室長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
5 災害対策用移動通信機器に係る無線局の免許申請等を行うための文書 室長 大臣
6 防衛秘密に関する文書 室長 関係課 総務審議官

電波部移動
通信課

基移
1

決裁を経た基準に従い、電波法第４条の２第１項の識別信号等の指定を
行うこと

課長 大臣

2
電波法第27条の13第４項に基づく特定基地局の開設に関する計画の認
定に関すること（地上放送に係るものを除く。）

副大臣 大臣

3
電波法第27条の14第１項に基づく開設計画の変更の認定に関すること
（地上放送に係るものを除く。）

局長 大臣

4
電波法第27条の14第３項に基づく認定計画に係る周波数の指定の変更
に関すること（地上放送に係るものを除く。）

局長 大臣

5
電波法第27条の14第４項に基づく認定の有効期間の延長に関すること
（地上放送に係るものを除く。）

局長 大臣

6
電波法第27条の15第２項に基づく認定の取消しに関すること（地上放送に
係るものを除く。）

副大臣 大臣

7
電波法第27条の15第３項に基づく認定又は免許等の取消しに関すること
（地上放送に係るものを除く。）

局長 大臣

8
電波法第27条の16に基づく認定開設者の地位の承継の許可に関すること
（地上放送に係るものを除く。）

局長 大臣

9
電波法第27条の12に基づく特定基地局の開設に関する指針に係る認定
計画の実施状況の確認結果等の公表に関すること

部長 関係局部課 大臣

電波部電波
環境課

基環
1

電波法第３０条の規定による安全施設に関する文書（人体への危害を与
えることがないよう施設をすること）

局長 大臣

2
電波法施行規則第１１条の５第１項の規定による外国の型式検定に合格
している無線設備の型式検定相当機器としての承認に関する文書

課長
基幹・衛星移

動通信課
大臣

3
無線機器型式検定規則（昭和３６年郵政省令第４０号。以下「検定規則」と
いう。）第８条第１項又は第９条の規定による無線機器型式検定の合否の
判定、合格証書の交付、無線機器の告示及び不合格の通知

課長 大臣

4 検定規則第１１条の規定による合格者に関する文書 課長 供覧

5
検定規則第１１条の規定による合格者に関する文書（合格証書の書換え
又は訂正及び変更の告示を行うものに限る。）

課長 大臣

6
検定規則第１２条の規定による無線機器型式検定の合格の取消し及びそ
の旨の告示

課長 大臣

7
電波法の規定に基づく登録証明機関に関する文書（登録の取消し及び業
務停止命令に関するものに限る。）

局長 大臣

8

電波法の規定に基づく登録証明機関に関する文書（登録証明機関の登
録、登録の更新、適合命令及び改善命令に関する文書並びに技術基準
適合証明又は工事設計認証についての大臣の命令及び申請者への通知
に関するものに限る。）

電波部長 大臣

9
電波法の規定に基づく登録証明機関に関する文書（報告の徴収及び立入
検査に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
　 10 電波法第３章の２の規定に基づく表示が付されていないものとみなす文書 局長 大臣
　

11

電波法第３章の２の規定に基づく必要な事項の公示に関する文書（登録
証明機関の登録、技術基準適合証明及び工事設計認証の報告、技術基
準適合自己確認に係る届出業者に関する文書（届出番号の通知に関する
ものに限る。）、登録証明機関の登録の取消し、業務停止命令、表示の禁
止、承認証明機関の承認及び承認証明機関の承認の取消しに係る公示
を除く。）

課長 大臣

12

電波法第３章の２の規定に基づく登録証明機関により技術基準適合証明
又は工事設計認証を受けた者（外国取扱業者を含む。）に関する文書（表
示の禁止及び妨害等防止命令又は妨害等防止請求に関するものに限
る。）

局長 大臣

13
電波法第３章の２の規定に基づく登録証明機関により技術基準適合証明
又は工事設計認証を受けた者（外国取扱業者を除く。）に関する文書（報
告の徴収、立入検査及び提出命令に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

14
電波法第３章の２の規定に基づく登録証明機関により技術基準適合証明
又は工事設計認証を受けた者（外国取扱業者に限る。）に関する文書（報
告の徴収、立入検査及び提出請求に関するものに限る。）

課長 大臣

15
電波法の規定に基づく登録証明機関による工事設計認証を受けた者（外
国取扱業者を含む。）に関する文書（措置命令及び措置請求に関するもの
に限る。）

電波部長 大臣

16
電波法の規定に基づく承認証明機関に関する文書（承認の取消しに関す
るものに限る。）

局長 大臣

17

電波法の規定に基づく承認証明機関に関する文書（承認証明機関の承
認、適合請求、改善請求に関する文書並びに技術基準適合証明又は工
事設計認証についての大臣の請求及び申請者への通知に関するものに
限る。）

電波部長 大臣

18
電波法の規定に基づく承認証明機関に関する文書（報告の徴収及び立入
検査に関するものに限る。）

課長 大臣

19
電波法の規定に基づく承認証明機関により技術基準適合証明又は工事
設計認証を受けた者に関する文書（妨害等防止請求及び表示の禁止に
関するものに限る。）

局長 大臣

20
電波法の規定に基づく承認証明機関により工事設計認証を受けた者に関
する文書（措置請求に関するものに限る。）

電波部長 大臣

電波部基幹・
衛星移動通
信課重要無
線室
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21
電波法の規定に基づく承認証明機関により技術基準適合証明又は工事
設計認証を受けた者に関する文書（それぞれ報告の徴収、立入検査及び
提出請求に関するものに限る。）

課長 大臣

22
電波法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文書（表示の禁止及び妨害等防止命令に関するものに限る。）

局長 大臣

23
電波法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文書（措置命令に関するものに限る。）

電波部長 大臣

24
電波法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文書（報告の徴収、立入検査及び提出命令に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

25
電波法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文書（届出番号の通知に関するものに限る。）

課長 大臣

26
電波法の規定に基づく登録修理業者に関する文書（登録の取消し、登録
の抹消及び妨害等防止命令に関するものに限る。）

局長 大臣

27
電波法の規定に基づく登録修理業者に関する文書（登録、変更登録、適
合命令及び改善命令に関するものに限る。）

電波部長 大臣

28
電波法の規定に基づく登録修理業者に関する文書（報告の徴収、立入検
査及び提出命令に関するものに限る。）

課長 大臣

29
電波法の規定に基づく登録証明機関、技術基準適合証明を受けた者、工
事設計認証を受けた者、承認証明機関、届出業者、登録修理業者及び指
定較正機関の届出並びに報告の処理に関する文書

課長 供覧

30
電波法の規定に基づく指定較正機関に関する文書（届出及び報告の処
理、業務規程の変更、必要な事項の公示、較正員の認定並びに報告の徴
収及び立入検査に関するものを除く。）

局長 大臣

31 電波法の規定に基づく指定較正機関の業務規程の変更に関する文書 電波部長 大臣

32
電波法の規定に基づく指定較正機関の必要な事項の公示、較正員の認
定並びに報告の徴収及び立入検査に関する文書

課長 大臣

33
電波法第１００条第５項において準用する同法第７６条第２項に基づく高周
波利用設備の設置の許可の取消しに関する文書

局長 大臣

34
電波法施行規則第４６条の２第２項、第４６条の３第５項及び第４６条の５
第３項の規定による高周波利用設備の型式指定に関する告示又は公示

課長 大臣

35

電波法施行規則の規定による高周波利用設備の型式指定及びその通
知、指定に係る型式の変更の承認及びその通知、氏名又は名称の変更
に関する届書の処理、指定の取消し及びその通知並びに資料の提出及
び説明の要求並びに実地調査に関する文書（前号に掲げるものを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

36
電波法施行規則第４６条の８第２項及び第４６条の９第１項の規定による
高周波利用設備の型式確認に関する告示又は公示

課長 大臣

37

電波法施行規則の規定による高周波利用設備の型式確認に関する届書
の処理、型式確認の効果の維持ができないと認めたときの通知並びに資
料の提出及び説明の要求並びに実地調査に関する文書（前号に掲げるも
のを除く。）

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

大臣

38 高周波利用設備許可状況及び高周波利用設備台数統計報告 課長
39 無線局検査に係る電気通信監理用機器の較正計画の策定 課長 局長

40 無線局検査に係る電気通信監理用機器の較正の実施

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
41 電波技術に直接関係がある機器、物品及び素材の仕様書の作成 課長

42

相互承認実施法の規定に基づく認定適合性評価機関及び指定調査機関
に関する文書（登録のための手続、国外適合性評価事業の用に供する設
備の概要等の変更の認定、調査業務規程の変更の認可、届出、通報、通
知及び報告の処理並びに必要な事項の公示に関する文書を除く。）

局長 大臣

43
相互承認実施法の規定に基づく国外適合性評価事業の用に供する設備
の概要等の変更の認定及び調査業務規程の変更の認可に関する文書

電波部長 大臣

44
相互承認実施法の規定に基づく登録のための手続、通報及び通知の処
理並びに必要な事項の公示に関する文書

課長 大臣

45 相互承認実施法の規定に基づく届出及び報告の処理 課長 供覧

46
相互承認に関する日本国と外国との間の協定に基づく合同委員会、適合
性評価機関の登録及び登録を受けた適合性評価機関に関する文書（通
報、情報交換、登録の提案及び情報の更新に関する文書を除く。）

局長 大臣

47
相互承認に関する日本国と外国との間の協定に基づく通報、情報交換、
登録の提案及び情報の更新に関する文書

課長 大臣

48
相互承認実施法第33条の規定により適用される電波法第３章の２の規定
に基づく表示が付されていないものとみなす文書

局長 大臣

49

相互承認実施法第33条の規定により適用される電波法第３章の２の規定
に基づく登録外国適合性評価機関により技術基準適合証明又は工事設
計認証を受けた者（外国取扱業者を含む。）に関する文書（表示の禁止及
び妨害等防止命令又は妨害等防止請求に関するものに限る。）

局長 大臣

50

相互承認実施法第33条の規定により適用される電波法第３章の２の規定
に基づく登録外国適合性評価機関により技術基準適合証明又は工事設
計認証を受けた者（外国取扱業者を除く。）に関する文書（報告の徴収、立
入検査及び提出命令に関するものに限る。）

課長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

51

相互承認実施法第33条の規定により適用される電波法第３章の２の規定
に基づく登録外国適合性評価機関により技術基準適合証明又は工事設
計認証を受けた者（外国取扱業者に限る。）に関する文書（報告の徴収、
立入検査及び提出請求に関するものに限る。）

課長 大臣

52
相互承認実施法第33条の規定により適用される電波法の規定に基づく登
録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者（外国取扱業者を
含む。）に関する文書（措置命令及び措置請求に関するものに限る。）

電波部長 大臣

基視
1

電波法第１００条第２項の規定により公示することとしている電波の監視
場所に関する告示

局長 大臣

2
電波法第１０２条第２項の規定により公示することとしている無線方位測
定装置の設置場所に関する告示

局長 大臣

3
電波法第１０２条の１１第２項の規定による基準不適合設備の製造業者、
輸入業者又は販売業者への勧告

局長 大臣

4
電波法第１０２条の１１第３項の規定による基準不適合設備の製造業者、
輸入業者又は販売業者の公表

局長 大臣

5 電波法第１０２条の１１第４項の規定による命令 局長 大臣

6
電波法第１０２条の１１第５項の規定による経済産業大臣の同意を求める
こと

局長 大臣

電波部電波
環境課監視
管理室
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7
電波法第１０２条の１２の規定による基準不適合設備の製造業者、輸入業
者又は販売業者に対する報告の徴収

電波部長 大臣

8
電波法第１０２条の１２の規定による基準不適合設備の製造業者、輸入業
者又は販売業者に対する報告の徴収（同法第１０２条の１１第２項の規定
による勧告を行う前のものに限る。）

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

9
電波法第１０２条の１３第１項の規定による特定の周波数を使用する無線
設備の指定

局長 大臣

10 電波法第１０２条の１３第３項の規定による経済産業大臣の協議 局長 大臣

11
電波法第１０２条の１５第１項の規定による指定無線設備小売業者に対す
る指示

局長 大臣

12
電波法第１０２条の１５第２項の規定による経済産業大臣の同意を求める
こと

局長 大臣

13
電波法第１０２条の１６第１項の規定による指定無線設備小売業者に対す
る報告の徴収

電波部長 大臣

14
電波法第１０２条の１６第１項の規定による報告（同法第１０２条の１５第１
項の規定による指示を行う前のものに限る。）及び立入検査

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

大臣

15
委託による無線局（高周波利用設備を含む。）の測定に関する手続・測定
方法及び手数料等の告示

局長 大臣

16 国際電波監視機関との連絡 室長 室長
17 電波適正利用推進員に関する企画及び立案 電波部長 局長
18 電波環境保護活動の企画及び立案並びに全国規模の実施 電波部長 局長
19 重要無線通信妨害総合対策本部の設置 局長 局長
20 重要無線通信妨害対策実施本部の設置等を地方局への指示等 電波部長 局長
21 電気通信監理用施設等の整備、工事及び保守に係る通達に関する文書 電波部長 局長

22
電気通信監理用施設等の整備に関して生じた知的財産の取扱に係る企
画及び立案

局長 大臣

23 電波監視施設の改修等に関する文書のうち重要なもの 局長 局長
24 電波監視施設の改修等に関する文書のうち軽微なもの 室長 局長

（国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

1 産業競争力強化法第１７条に規定する計画の認定、内容の公表 局長 大臣

2
産業競争力強化法第１８条に規定する計画の変更の認定、指示、取消、
公表

局長 大臣

3 産業競争力強化法第２０条に規定する計画の認定、内容の公表 局長 大臣

4
産業競争力強化法第２１条に規定する計画の変更の認定、指示、取消、
公表

局長 大臣

5 産業競争力強化法第２４条に規定する計画の認定、内容の公表 局長 大臣

6
産業競争力強化法第２５条に規定する計画の変更の認定、指示、取消、
公表

局長 大臣

7 産業競争力強化法第２６条に規定する計画の認定、内容の公表 局長 大臣
8 産業競争力強化法第２７条に規定する計画の認定、指示、取消、公表 局長 大臣

9
産業競争力強化法第２８条に規定する申請書の写しの公正取引委員会
への送付、意見、連絡調整

局長 大臣

10 産業競争力強化法第３３条に規定する認定 局長 大臣
11 産業競争力強化法第３５条に規定する認定 局長 大臣

12
産業競争力強化法第９９条第５項に規定する株式会社産業革新機構に対
する意見提出

局長 大臣

13 産業競争力強化法第１２１条に規定する計画の認定 局長 大臣

14
産業競争力強化法第１２２条に規定する計画に係る行政庁への協議及び
変更の認定、指示、取消

局長 大臣

15
産業競争力強化法第１２３条第３項に規定する特定許認可等に係る行政
庁への通知

局長 大臣

16
中小企業等経営強化法第１８条に規定する事業分野別指針の策定、変更
（軽微なものを除く。）

局長 大臣

17
中小企業等経営強化法第１８条に規定する事業分野別指針の策定、変更
（軽微なものに限る。）

課長 大臣

18
中小企業等経営強化法第４０条に規定する事業分野別経営力向上推進
機関の認定、変更

局長 大臣

19
中小企業等経営強化法第４３条において準用する同法第３６条に規定す
る改善命令

局長 大臣

20
中小企業等経営強化法第４３条において準用する同法第３７条に規定す
る認定の取消

局長 大臣

21 中小企業等経営強化法第７７条に規定する報告の徴収

課長、総合通
信局部長、沖
縄総合通信
事務所課長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

22 中小企業等経営強化法の規定に基づく書面の交付

課長、総合通
信局部長、沖
縄総合通信
事務所課長

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

23
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調
整に関する法律第５条に基づく調査及びその結果の通知

課長 関係局部課 大臣

24
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調
整に関する法律第６条に基づく調整の申出の通知

課長 関係局部課 大臣

25
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調
整に関する法律第７条に基づく調整勧告

局長 関係局部課 大臣

26
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調
整に関する法律第９条に基づく一時停止勧告

局長 関係局部課 大臣

27
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調
整に関する法律第１０条に基づく指導

局長 関係局部課 大臣

28
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調
整に関する法律第１１条に基づく調整命令

局長 関係局部課 大臣

29
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調
整に関する法律第１３条に基づく報告徴収

課長 関係局部課 大臣

30 電波法第２５条第１項に基づく公表に関する文書 局長、部長 関係局部課 大臣

決裁処理番号

国際戦略局、
情報流通
行政局、
総合通信
基盤局共通

国情基共
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31
電波法第２５条第２項に基づく無線局に関する事項に係る情報の提供に
関する文書

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

関係局部課

総合通信局
長、沖縄総合
通信事務所

長

32 電波法第２６条の２第１項に基づく利用状況調査に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係局部課

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

33
電波法第２６条の２第２項に基づく電波の有効利用の程度の評価に関す
る文書

局長 関係局部課 大臣

34
電波法第２６条の２第３項に基づく利用状況調査及び評価の結果の概要
の公表に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係局部課

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

35
電波法第２６条の２第４項に基づく周波数割当計画の作成又は変更が免
許人に及ぼす技術的及び経済的な影響の調査に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係局部課

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

36 電波法第２６条の２第５項に基づく報告に関する文書

局長、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長

関係局部課

大臣、総合通
信局長、沖縄
総合通信事

務所長
37 総務省参与発令の秘書課への依頼に関する文書 課長 課長

38 会計検査院の検査報告に係る資料要求に関する文書 局長
情報流通行
政局情報通
信政策課

局長

39 技術研究組合法第１３条第１項に規定する組合の設立の認可 局長 大臣

40
技術研究組合法第１７条第１項に規定する定款変更の認可のうち重要な
もの

局長 大臣

41
技術研究組合法第１７条第１項に規定する定款変更の認可（重要なもの
を除く。）

課長 大臣

42
技術研究組合法第１８条第２項に規定する規約の設定、変更、廃止の届
出

課長 供覧

43
技術研究組合法第２０条第１項に規定する事業計画及び収支予算の届出
並びに同法第２０条第２項に規定する事業計画及び収支予算の変更の届
出

課長 供覧

44 技術研究組合法第２２条に規定する役員の氏名又は住所変更の届出 課長 供覧

45
技術研究組合法第４６条に規定する臨時総会招集の承認及び同法第４０
条第８項において準用する同法第４６条の規定による役員の改選に係る
総会の招集の承認

課長 大臣

46 技術研究組合法第５８条第２項に規定する解散の届出 局長 供覧

47
技術研究組合法第７７条第１項に規定する株式会社への組織変更の認可
及び同法第８５条第１項に規定する合同会社への組織変更の認可

局長 大臣

48
技術研究組合法第９６条第１項に規定する吸収合併の認可及び同法第１
０４条第１項に規定する新設合併の認可

局長 大臣

49

技術研究組合法第１１３条第１項に規定する組合を設立する新設分割の
認可、同法第１３１条第１項に規定する株式会社を設立する新設分割の
認可及び同法第１４０条第１項に規定する合同会社を設立する新設分割
の認可

局長 大臣

50 技術研究組合法第１５９条第６項に規定する解散の登記の嘱託 課長 大臣
51 技術研究組合法第１７３条第２項に規定する不服の申出に対する処分 課長 大臣

52
技術研究組合法第１７４条第２項に規定する検査の請求に基づく検査及
び同法第１７７条第１項に規定する組合の業務又は会計の状況の検査

課長 大臣

53 技術研究組合法第１７５条第1項に規定する事業報告書等の提出の受理 課長 供覧
54 技術研究組合法第１７６条第１項及び第２項に規定する報告の徴収 局長 大臣
55 技術研究組合法第１７８条第１項に規定する法令等の違反に対する処分 局長 大臣

56
技術研究組合法第１７８条第２項に規定する法令等の違反に対する組合
の解散の命令

局長 大臣

57
技術研究組合法第１７８条第３項に規定する法令等の違反に対する組合
の解散の官報掲載

課長 大臣

58
技術研究組合法施行規則第９３条第２項に規定する決算関係書類提出延
期の承認

課長 大臣

59
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法（以
下「アジア拠点化推進法」という。）第３条に規定する基本方針の策定、変
更、公表、関係行政機関の長への協議

局長 大臣

60 アジア拠点化推進法第４条に規定する計画の認定 局長 大臣
61 アジア拠点化推進法第５条に規定する計画の変更の認定、指示、取消 局長 大臣
62 アジア拠点化推進法第６条に規定する計画の認定 局長 大臣
63 アジア拠点化推進法第７条に規定する計画の変更の認定、指示、取消 局長 大臣
64 アジア拠点化推進法第１４条に規定する報告の徴収 課長 大臣

65
アジア拠点化推進法に基づく研究開発事業計画の認定等に関する命令
第１５条に規定する実施状況報告書等の提出の受理

局長 供覧

66
アジア拠点化推進法に基づく統括事業計画の認定等に関する命令第１０
条に規定する実施状況報告書等の提出の受理

局長 供覧

67 法令のあらましに関する文書 課長
関係局部課
官房総務課

（備考）表中の「局長」には大臣官房総括審議官を含むものとする。

（統計局）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

総務課 統計
1

公務災害の認定、通知及び協議並びに補償費等支給の決定に関する文
書（国勢調査指導員及び国勢調査員に係るものに限る。）

局長 大臣

事業所情報
管理課

2
統計法第２７条第２項の規定に基づく事業所母集団データベースに記録さ
れている情報の提供に関する文書

課長 大臣

事業所情報
管理課及び
統計情報利
用推進課共

3 統計法第３２条の規定に基づく調査票情報の二次利用に関する文書 局長 関係局部課 大臣

4
統計法第３３条第１項及び第３３条の２第１項の規定に基づく調査票情報
の提供に関する文書

局長 関係局部課 大臣

決裁処理番号
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事業所情報
管理課及び
統計情報利
用推進課共
通

5

独立行政法人統計センター年度目標に規定する事項に係る事務の処理
基準に関する文書のうち重要なもの

局長 大臣

6
独立行政法人統計センター年度目標に規定する事項に係る事務の処理
基準に関する文書のうち軽微なもの

課長 大臣

事業所情報
管理課、統計
情報利用推
進課及び統
計調査部各
課室共通

7 独立行政法人統計センターに対する製表等に関する連絡に関する文書
課長又は室

長
調査企画課

課長又は室
長

事業所情報
管理課、統計
情報利用推
進課及び統
計調査部各
課室共通

8 統計法に基づく罰則の適用に関する文書 局長 大臣

統計情報利
用推進課 9

統計法第３３条第３項（第３３条の２第２項及び第３６条第２項において準
用する場合を含む。）の規定に基づき提出された作成した統計又は統計
的研究（以下「統計の作成等」という。）の成果の受理に関する文書

局長 関係局部課 供覧

10
統計法第３３条第２項及び第４項（第３３条の２第２項及び第３６条第２項
において準用する場合を含む。）及び第３４条第３項の規定に基づく提出さ
れた統計の作成等の公表に関する文書

課長 大臣

11
統計法第３４条第１項の規定に基づく委託による調査票情報を利用した統
計の作成等に関する文書

局長 関係局部課 大臣

12 統計法第３５条の規定に基づく匿名データの作成に関する文書 局長 関係局部課 大臣
13 統計法第３６条第１項の規定に基づく匿名データの提供に関する文書 局長 関係局部課 大臣

14
統計法第３７条の規定に基づく独立行政法人統計センターへの全部委託
に関する文書

局長 大臣

15
統計法施行規則第２６条第１項及び第３４条第１項の規定に基づく申出に
応じる旨並びに手数料の額及び納付期限の通知に関する文書

局長 関係局部課 大臣

16
統計法施行規則第３２条第２項の規定に基づく利用目的以外の利用の同
意に関する文書

局長 関係局部課 大臣

17
国立国会図書館支部総務省統計図書館に関する文書（重要なものを除
く。）

国立国会図
書館支部総
務省統計図

書館長

関係局部課

国立国会図
書館支部総
務省統計図

書館長

18
統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関する調達及び契約に関す
る文書

局長 局長

19
統計局及び政策統括官（統計基準担当）の情報システムの整備に関する
規程に関する文書

局長 局長

20
統計局及び政策統括官（統計基準担当）の情報システムの整備に関する
調達及び契約に関する文書

局長 局長

21
基幹統計又は一般統計調査等の結果の報告書又は統計書の作成に関
する文書

局長 局長

22 統計情報の閲覧又は提供に関する基本方針の決定に関する文書 局長 局長

23 統計情報の閲覧又は提供の実施に関する文書
課長又は室

長
関係局部課 局長、部長

統計調査部
各課室

24
統計法第７条の規定に基づく基幹統計の指定並びに指定の変更及び解
除についての協議に関する文書

局長 大臣

25
基幹統計調査に係る統計法第９条第１項の規定に基づく実施の承認申請
並びに同法第１１条第１項の規定に基づく変更及び中止の承認申請に関
する文書

局長 大臣

26
統計法第２１条第１項の規定に基づく一般統計調査の変更に関する文書
のうち統計法施行規則第７条に規定されている軽微なもの

課長又は室
長

調査企画課 大臣

27
統計法第２６条の規定に基づく基幹統計の作成及び作成方法の変更に関
する文書

局長 大臣

28
統計法第２９条の規定に基づく関係行政機関の長等に対する行政記録情
報の提供及び調査、報告その他の協力要請に関する文書

局長 大臣

29
統計法第３０条の規定に基づく地方公共団体の長その他の関係者に対す
る協力要請に関する文書

局長 大臣

30
統計法第５０条の規定に基づく統計委員会からの要求に対する回答に関
する文書

局長 大臣

31
統計法第５５条第１項及び第５６条の規定に基づく総務大臣からの照会に
対する回答に関する文書

局長 大臣

32
統計調査（統計関係事業を含む。以下同じ。）の実施又は改廃の基本計
画及び基本方針の決定に関する文書

局長 局長

33 一般統計調査の実施の委託に関する文書 局長 局長
34 基幹統計の処理基準に関する文書のうち重要なもの 局長 大臣
35 基幹統計の処理基準に関する文書のうち軽微なもの 部長 大臣
36 基幹統計調査規則の規定に基づく決定及び指定に関する文書 部長 大臣
37 一般統計調査の実施に関する要領に基づく決定及び指定に関する文書 部長 部長
38 一般統計調査の実施に関する要領の解釈及び運用に関する文書 部長 部長
39 統計調査の実施に用いる関係書類及び物品の作成に関する文書 部長 部長

40
統計法第８条第２項の規定に基づく基幹統計の公表期日及び公表方法に
関する文書

局長 大臣

41
統計法第８条第１項及び第２３条第１項の規定に基づく基幹統計又は一
般統計調査の結果の公表に関する文書

局長 大臣

42
基幹統計又は一般統計調査等の結果原表の電磁的記録、マイクロフィル
ム等の作成及び保管に関する文書

局長 局長

43
統計調査員、調査客体等に対する見舞状等の作成及び交付に関する文
書

課長又は室
長

局長

44
統計調査における調査区又は単位区地域の拡張・変更・分割に関する文
書

課長又は室
長

大臣

調査企画課
45

国の行政機関又は地方公共団体からの委託による統計調査の実施又は
製表の受諾に関する文書

局長 局長

地理情報室 46 統計に関する地理情報の整備の基本方針の決定に関する文書 局長 局長

（政策統括官（統計基準担当））

統計情報利
用推進課及
び統計情報
システム管理
統計情報利
用推進課及
び統計調査
部各課室共
通
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部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

政企 1 統計調査の調整に関する文書のうち重要なもの 政策統括官 大臣

2
統計調査の調整に関する文書（重要なもの及び次号に該当するものを除
く。）

政策統括官 政策統括官

3 統計調査の調整に関する簡易な連絡及び調整に関する文書
統計企画管

理官
統計企画管

理官
4 統計法第31条に基づく協力要請に関する文書 政策統括官 大臣

5
統計法第55条に基づく施行状況に関する文書のうち統計委員会への報告
に関する文書

大臣政務官 大臣

6
統計法第55条に基づく施行状況に関する文書のうち各府省への要請に関
する文書

政策統括官 大臣

7
統計法第55条に基づく施行状況に関する文書（前２号に掲げるものを除
く。）

政策統括官 政策統括官

8 統計調査員の手当の日額単価の統一要求に関する文書 政策統括官
統計企画管

理官
9 統計職員の養成の企画及び立案に関する文書のうち重要なもの 政策統括官 大臣

10 統計職員の養成の企画及び立案に関する文書（重要なものを除く。） 政策統括官 政策統括官

11 地方統計職員業務研修への講師の派遣に関する文書
統計企画管

理官
統計企画管

理官

12
外部研修等（地方統計職員業務研修を除く。）に対する講師等の派遣に関
する文書

政策統括官 政策統括官

13 統計知識の普及及び宣伝に関する文書 政策統括官 政策統括官

14
国庫負担統計専任職員の定数及び統計調査事務地方公共団体委託費
（国庫負担統計専任職員配置費）の交付基準額の決定に関する文書

政策統括官 官房会計課 大臣

15
都道府県知事が前号の定数と異なる数の国庫負担統計専任職員を置くと
きの承認に関する文書

政策統括官 大臣

16 統計調査員公務災害補償費弁償金の交付額の決定に関する文書 政策統括官 官房会計課 大臣

17
児童手当、単身赴任手当及び統計調査員公務災害補償費の支払状況並
びに育児休業に伴う臨時職員の雇用状況に関する文書

統計企画管
理官

統計企画管
理官

18 統計調査員確保対策事業の委託に関する文書 政策統括官 政策統括官

19
総務省設置法第２５条第２項の規定に基づき管区行政評価局及び沖縄行
政評価事務所に分掌させる事務（政策統括官（統計基準担当）に係るもの
に限る。）に関する文書

政策統括官
行政評価局

総務課
大臣

20
公的統計に関する制度の運用に係る関係行政機関に対する通知のうち
重要なもの

政策統括官 大臣

21
公的統計に関する制度の運用に係る関係行政機関に対する通知（重要な
もの及び軽微なものを除く。）

政策統括官 政策統括官

22
公的統計に関する制度の運用に係る関係行政機関に対する通知（軽微な
ものに限る。）

統計企画管
理官

統計企画管
理官

統計審査官 政審
1

統計法第７条の規定に基づく基幹統計の指定、変更又は解除に関する文
書

政策統括官 大臣

2 統計法第９条第１項に基づく基幹統計調査の承認に関する文書 政策統括官 大臣

3
統計法第11条第１項に基づく基幹統計調査の変更又は中止に係る承認
に関する文書

政策統括官 大臣

4 統計法第12条第１項に基づく基幹統計調査に係る措置要求に関する文書 政策統括官 大臣
5 統計法第19条第１項の規定に基づく一般統計調査の承認に関する文書 政策統括官 大臣

6
統計法第21条第１項の規定に基づく一般統計調査の変更に係る承認に
関する文書

政策統括官 大臣

7 統計法第22条第１項に基づく一般統計調査に係る改善要求に関する文書 政策統括官 大臣
8 統計法第22条第２項に基づく一般統計調査に係る中止要求に関する文書 政策統括官 大臣

9
統計法第24条第２項に基づく地方公共団体が届け出た統計調査に対する
変更又は中止要求に関する文書

政策統括官 大臣

10
統計法第26条第２項に基づく基幹統計の作成方法に対する意見の表明
に関する文書

政策統括官 大臣

11
統計法第28条第１項に基づく統計基準の設定及び改廃に関する文書のう
ち重要なもの

政策統括官 大臣

12
統計法第28条第１項に基づく統計基準の設定及び改廃に関する文書（重
要なものを除く。）

政策統括官 政策統括官

13
統計法第８条第１項及び第２３条第１項の規定に基づく基幹統計又は一
般統計調査の結果の公表に関する文書

政策統括官 大臣

14
統計法第２６条第１項の規定に基づく基幹統計の作成方法の通知に関す
る文書

政策統括官 大臣

15
統計法第２９条の規定に基づく関係行政機関の長等に対する行政記録情
報の提供及び調査、報告その他の協力要請に関する文書

政策統括官 大臣

16 統計法第３２条の規定に基づく調査票情報の二次利用に関する文書 政策統括官 大臣
17 統計法第３３条の規定に基づく調査票情報の提供に関する文書 政策統括官 大臣
18 一般統計調査の実施の委託に関する文書 政策統括官 政策統括官
19 基幹統計又は一般統計調査の結果の報告書の作成に関する文書 政策統括官 政策統括官

20
独立行政法人統計センターに対する統計調査の製表等に関する連絡に
関する文書

統計審査官
統計局

調査企画課
統計審査官

1 国際統計事務の統括に関する文書のうち重要なもの 政策統括官 大臣

2
国際統計事務の統括に関する文書（重要なもの及び次号に該当するもの
を除く。）

政策統括官 政策統括官

3 国際統計事務の統括に関する簡易な連絡及び調整に関する文書
国際統計管

理官
国際統計管

理官

4
アジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する協力に
関する文書のうち重要なもの

政策統括官 大臣

5
アジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する文書（重
要なもの及び次号に該当するものを除く。）

政策統括官 政策統括官

6
アジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する簡易な
連絡及び調整に関する文書

国際統計管
理官又は国
際研修協力

官

国際統計管
理官又は国
際研修協力

官
政委 1 統計委員会の庶務に関する文書のうち重要なもの 政策統括官 大臣

2 統計委員会の庶務に関する文書（重要なもの及び軽微なものを除く。） 政策統括官 政策統括官
3 統計委員会の庶務に関する文書（軽微なものに限る。） 室長 室長
4 統計委員会の幹事の任免に関する文書 室長 官房秘書課 室長

（政策統括官（恩給担当））

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

統計委員会
担当室

決裁処理番号

決裁処理番号

統計企画管
理官

国際統計管
理官

政際
政研
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恩給官共通 政恩
1

恩給並びに国会議員の互助年金及び互助一時金（以下「恩給等」とい
う。）を受ける権利の裁定及び恩給等の支給に関するもので重要なもの

政策統括官 関係恩給官 大臣

2
恩給等を受ける権利の裁定及び恩給等の支給に関するもの（重要なもの
を除く。）

恩給官 関係恩給官 大臣

3 恩給等に関する事務に係る事務の処理に関するもので重要なもの 政策統括官
関係恩給官
恩給企画管

理官
政策統括官

4
恩給等に関する事務に係る事務の処理に関するもの（重要なもの及び軽
易なものを除く。）

恩給官 関係恩給官 政策統括官

5 恩給等に関する事務に係る事務の処理に関するもので軽易なもの 恩給官 関係恩給官 恩給官

（サイバーセキュリティ統括官）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行名

義人
備考

サイバーセ
キュリティ統
括官

サ統
1

不正アクセス行為の禁止等に関する法律第７条第１項の規定による不正
アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発
状況の公表

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

2
地方税法施行規則附則第６条第８３項の規定によるネットワークセキュリ
ティ維持装置に係る総合通信局長（沖縄総合通信事務所を含む。）の証明
に係る事務処理に関する文書

参事官 参事官

3 情報セキュリティ実態調査の実施に関する文書
サイバーセ
キュリティ統

括官

サイバーセ
キュリティ統

括官

4 国民のための情報セキュリティサイトの運営管理に関する文書
サイバーセ
キュリティ統

括官

サイバーセ
キュリティ統

括官

5
電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第４条
第１項の規定による特定認証業務の認定

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

6
電子署名及び認証業務に関する法律第６条第２項の規定による認定の審
査のための調査の実施

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

7
電子署名及び認証業務に関する法律第７条第１項の規定による特定認証
業務の認定の更新

参事官 大臣

8
電子署名及び認証業務に関する法律第７条第２項において読み替えて適
用する同法第６条第２項の規定による認定の更新のための調査の実施

参事官 大臣

9
電子署名及び認証業務に関する法律第９条第１項の規定による特定認証
業務の変更の認定

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

10
電子署名及び認証業務に関する法律第９条第３項において読み替えて適
用する同法第６条第２項の規定による変更の認定のための調査の実施

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

11
電子署名及び認証業務に関する法律第１４条第１項の規定による特定認
証業務の認定の取消し

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

12
電子署名及び認証業務に関する法律第１５条第１項の規定による外国に
おける特定認証業務の認定

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

13
電子署名及び認証業務に関する法律第１５条第２項において読み替えて
適用する同法第６条第２項の規定による外国における特定認証業務の認
定の審査のための調査の実施

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

14
電子署名及び認証業務に関する法律第１５条第２項において読み替えて
適用する同法第７条第１項の規定による外国における特定認証業務の認
定の更新

参事官 大臣

15
電子署名及び認証業務に関する法律第１５条第２項において読み替えて
適用する同法第７条第２項の規定による外国における特定認証業務の認
定の更新のための調査の実施

参事官 大臣

16
電子署名及び認証業務に関する法律第１５条第２項において読み替えて
適用する同法第９条第１項の規定による外国における特定認証業務の変
更の認定

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

17
電子署名及び認証業務に関する法律第１５条第２項において読み替えて
適用する同法第９条第３項の規定による外国における特定認証業務の変
更の認定のための調査の実施

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

18
電子署名及び認証業務に関する法律第１５条第３項の規定による外国の
法令に基づく認証業務に関する制度の承認

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

19
電子署名及び認証業務に関する法律第１６条第１項の規定による外国に
おける特定認証業務の認定の取消し

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

20
電子署名及び認証業務に関する法律第１７条第１項の規定による指定調
査機関の指定及び指定調査機関に実施させる調査に関する文書

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

21
電子署名及び認証業務に関する法律第２２条第１項の規定による指定調
査機関の指定の更新

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

22
電子署名及び認証業務に関する法律第２５条第１項の規定による指定調
査機関の調査業務規程の認可及び変更の認可

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

23
電子署名及び認証業務に関する法律第２５条第３項の規定による指定調
査機関の調査業務規程の変更の命令

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

24
電子署名及び認証業務に関する法律第２７条の規定による指定調査機関
に対する適合命令

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

25
電子署名及び認証業務に関する法律第２８条第１項の規定による指定調
査機関の業務の休廃止の許可

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

26
電子署名及び認証業務に関する法律第２９条第１項の規定による指定調
査機関の指定の取消し及び業務の停止の命令

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

決裁処理番号
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27
電子署名及び認証業務に関する法律第３０条第１項の規定による主務大
臣による調査の業務の実施

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

28
電子署名及び認証業務に関する法律第３１条第１項の規定による承認調
査機関の承認

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

29
電子署名及び認証業務に関する法律第３１条第６項において読み替えて
適用する第２２条第１項の規定による承認調査機関の承認の更新

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

30
電子署名及び認証業務に関する法律第３１条第６項において読み替えて
適用する第２５条第１項の規定による承認調査機関の調査業務規程の認
可及び変更の認可

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

31
電子署名及び認証業務に関する法律第３１条第６項において読み替えて
適用する第２５条第３項の規定による承認調査機関の調査業務規程の変
更の請求

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

32
電子署名及び認証業務に関する法律第３１条第６項において読み替えて
適用する第２７条の規定による承認調査機関に対する適合請求

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

33
電子署名及び認証業務に関する法律第３２条第１項の規定による承認調
査機関の承認の取消し

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

34
電子署名及び認証業務に関する法律第３５条第１項の規定による報告徴
収及び立入検査

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

35
電子署名及び認証業務に関する法律第３６条第２項の規定による指定調
査機関の手数料の認可

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

36
電子署名及び認証業務に関する法律施行令第４条第１項の規定による指
定調査機関の手数料の変更の認可

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

37
電子委任状の普及の促進に関する法律（平成２９年法律第６４号。以下
「電子委任状法」という。）第５条第１項の規定による電子委任状取扱業務
の認定

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

38
電子委任状法第６条第１項の規定による電子委任状取扱業務の認定の
更新

参事官 大臣

39
電子委任状法第８条第１項の規定による電子委任状取扱業務の変更の
認定

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

40
電子委任状法第９条第１項の規定による電子委任状取扱業務の廃止の
届出

参事官 大臣

41
電子委任状法第１２条第１項の規定による電子委任状取扱業務の認定の
取消し

サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

42 電子委任状法第１３条第１項の規定による報告徴収及び立入検査
サイバーセ
キュリティ統

括官
大臣

43
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵーＴ）研究委員会等への対
処

参事官 関係局部課

44
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵーＴ）研究委員会等への日
本寄書

参事官 関係局部課 参事官

45
サイバーセキュリティ統括官の所掌に係る検査職員証明書の発行等に関
する文書

参事官、総合
通信局長、沖
縄総合通信
事務所長

大臣

46
サイバーセキュリティ統括官の所掌に係る検査職員証明書等の調製・送
付に関する文書

参事官 局長

47 登録免許税関係の事務処理に関する文書

参事官、総合
通信局長、沖
縄総合通信
事務所長

関係課

サイバーセ
キュリティ統
括官、参事

官、総合通信
局長、沖縄総
合通信事務

所長

（政治資金適正化委員会） 

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

事務局 政適
1

政治資金適正化委員会の開催（政治資金規正法第１９条の３４第１項の
規定により、委員長が招集する場合を除く。）

事務局長 大臣

2 登録政治資金監査人名簿の登録、変更登録又は登録の抹消 事務局長

3
政治資金規正法第１９条の２０第３項の規定による登録政治資金監査人
証票の交付、同項の規定による登録を拒否した旨の通知又は同法第１９
条の２２第２項の規定による登録を取り消した旨の通知

事務局長 委員長

4 政治資金規正法第１９条の２４の規定による公告 事務局長 委員長
5 登録政治資金監査人に対する研修の開催 事務局長 事務局長
6 政治資金規正法第１９条の２７第２項の規定による書面の交付 事務局長 委員長
7 登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の取組に関する文書のう

ち重要なもの
事務局長 委員長

8 登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の取組に関する文書（重
要なものを除く）

事務局長

9 登録政治資金監査人証票の亡失の公告 事務局長 委員長
10 登録免許税法第３２条に基づく財務大臣への通知（登録政治資金監査人

の登録に係るものに限る。）
事務局長 委員長

（自治大学校）

部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

自治大学校 自治大 1 研修計画の承認 事務次官

2
地方公共団体に対する研修の内容及び方法に関する技術的助言のうち、
特に重要なもの

大臣 大臣

（消防庁） 

決裁処理番号

決裁処理番号
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部課（室）名 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備  考

総務課 消防総
1

消防の組織（他課の所掌に属するものを除く。）に関する諸制度の企画及
び立案

大臣

2 消防技術に関する諸制度の企画及び立案 大臣
消防・救急課 消防消 1 地方公共団体の消防の組織に関する諸制度の企画及び立案 大臣

2 消防職員の処遇、教育訓練等に関する諸制度の企画及び立案 大臣
3 消火の活動に関する諸制度の企画及び立案 大臣
4 消防財政に関する諸制度の企画及び立案 大臣

救急企画室 消防救 1 救急に関する諸制度の企画及び立案 大臣
予防課 消防予 1 火災予防に関する諸制度の企画及び立案 大臣

2
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の９第１項の規定による指定
試験機関の指定及び同条第４項において準用する同法第１３条の７第１
項の規定による指定試験機関の指定の公示

大臣 大臣

3
消防法第１７条の９第４項において準用する同法第１３条の１７第１項の規
定による指定試験機関の消防設備士試験事務の休止又は廃止の許可並
びに同条第４項の規定による通知及び公示

大臣 大臣

4

消防法第１７条の９第４項において準用する同法第１３条の１８第１項の規
定による指定試験機関の指定の取消し、同条第２項の規定による指定試
験機関の指定の取消し又は消防設備士試験事務の停止命令並びに同条
第３項の規定による通知及び公示

大臣 大臣

5
消防法第１７条の１０の規定による消防設備士講習を行う市町村長その
他の機関の指定

大臣 大臣

6
消防法第２１条の４５の規定による登録検定機関の登録及び同法第２１条
の４８第１項の規定による登録検定機関の登録の公示

大臣 大臣

7
消防法第２１条の５６第１項の規定による登録検定機関の検定等の業務
の休止又は廃止の許可及び同条第２項の規定による公示

大臣 大臣

8
消防法第２１条の５７第１項の規定による登録検定機関の登録の取消し、
同条第２項の規定による登録検定機関の登録の取消し又は検定等の業
務の停止命令及び同条第３項の規定による公示

大臣 大臣

9

消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第１条の４第１項、第４条の
２の５第１項、第４条の２の１２第１項又は第５１条の１３第１項の規定によ
る登録講習機関の登録及び同令第１条の４第２２項第１号（同令第４条の
２の５第２項、第４条の２の１２第２項又は第５１条の１３第２項において準
用する場合を含む。）の規定による登録講習機関の登録の公示

大臣 大臣

10
消防法施行規則第１条の４第２２項第３号（同令第４条の２の５第２項、第
４条の２の１２第２項又は第５１条の１３第２項において準用する場合を含
む。）の規定による登録講習機関の講習の業務の休止又は廃止の公示

大臣 大臣

11

消防法施行規則第１条の４第２１項（同令第４条の２の５第２項、第４条の
２の１２第２項又は第５１条の１３第２項において準用する場合を含む。）の
規定による登録講習機関の登録の取消し又は講習の業務の停止命令及
び同令第１条の４第２２項第４号（同令第４条の２の５第２項、第４条の２の
１２第２項又は第５１条の１３第２項において準用する場合を含む。）の規
定による公示

大臣 大臣

消防危 1 危険物の保安に関する諸制度の企画及び立案 大臣

2
消防法第１３条の５第１項の規定による指定試験機関の指定及び同法第
１３条の７第１項の規定による指定試験機関の指定の公示

大臣 大臣

3
消防法第１３条の１７第１項の規定による指定試験機関の危険物取扱者
試験事務の休止又は廃止の許可並びに同条第４項の規定による通知及
び公示

大臣 大臣

4
消防法第１３条の１８第１項の規定による指定試験機関の指定の取消し、
同条第２項の規定による指定試験機関の指定の取消し又は危険物取扱
者試験事務の停止命令並びに同条第３項の規定による通知及び公示

大臣 大臣

5
消防法第１３条の２３の規定による危険物取扱者講習を行う市町村長そ
の他の機関の指定

大臣 大臣

特殊災害室 消防特 1 特殊災害に関する諸制度の企画及び立案 大臣

2
石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）第１２条の規定
による第１種事業所の施設の使用停止命令

大臣 大臣

防災課 消防災 1 防災に関する諸制度の企画及び立案 大臣
国民保護室 消防国

1

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１
６年法律第１１２号。以下、「国民保護法」という。）第２条第３項の規定に
よる国民の保護のための措置（以下、「国民の保護のための措置」とい
う。）に関する諸制度の企画及び立案

大臣

国民保護運
用室

消防運
1

国民の保護のための措置に関する国と地方公共団体及び地方公共団体
相互間の連絡調整

大臣 大臣

2
国民保護法第５９条第２項の規定による都道府県の区域を越える住民の
避難を円滑に行うための関係都道府県知事に対する勧告

大臣 大臣

3
国民保護法第１５２条第１項又は第２項の規定による都道府県知事等か
らの求めに基づく職員の派遣のあっせん

大臣 大臣

地域防災室 消防地
1

消防団員の処遇並びに住民の自主的な防災組織に関する諸制度の企画
及び立案

大臣

2

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭和３１年法律第
１０７号。以下「消防団員責任共済法」という。）第２条第３項の規定による
指定法人の指定及び同法第３９条第１項の規定による指定法人の指定の
公示

大臣 大臣

3
消防団員責任共済法第４９条第１項の規定による指定法人の業務の休止
又は廃止の許可及び同条第２項の規定による公示

大臣 大臣

4
消防団員責任共済法第５０条第１項の規定による指定法人の指定の取
消、同条第２項の規定による指定法人の指定の取消又は業務の停止命
令及び同条第３項の規定による公示

大臣 大臣

広域応援室 消防広 1 消防の応援及び航空機に関する諸制度の企画及び立案 大臣

2
消防組織法第４５条第２項の規定による緊急消防援助隊の編成及び施設
の整備等に係る基本的な事項に関する計画の策定及び公表、並びに同
条第３項の規定による財務大臣への協議

大臣 大臣

防災情報室 消防情 1 防災情報及び防災通信に関する諸制度の企画及び立案 大臣
応急対策室 消防応 1 災害応急対策に関する諸制度の企画及び立案 大臣
参事官 消防参 1 救助に関する諸制度の企画及び立案 大臣

危険物保安
室

決裁処理番号
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